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プ

ラ

ン

ス
憲
法
史
に
お
け
る
条
約
と
国
内
法

深

瀬

忠

本
稿
は
北
海
道
大
学
法
学
部
助
手
・
東
大
法
学
部
研
究
室
内
地
研
究
員
と
レ
て
の
約
三
年
聞
に
行
な
っ
た
研
究
成
果
の
う
ら
の
主
要
な
も
の
で

あ
る
。
其
の
間
宮
沢
俊
義
教
授
の
研
究
室
に
入
室
を
許
さ
れ
、
親
し
く
御
指
導
を
受
け
る
と
い
う
学
宛
と
し
て
此
の
上
な
い
幸
い
を
与
え
ら
れ

た
。
教
授
の
懇
篤
な
る
御
指
導
の
数
々
と
、
学
恩
の
深
き
を
思
う
と
き
、
私
は
全
く
感
謝
の
言
葉
を
知
ら
な
い
。
ま
に
、
こ
の
貴
重
な
内
地
研
究

期
間
を
理
解
と
寛
容
と
を
も
っ
て
与
え
て
下
さ
っ
た
菊
井
維
大
教
授
・
松
岡
修
太
郎
教
授
は
じ
め
北
大
法
学
部
諸
教
授
に
対
し
、
深
甚
な
る
謝
意

を
表
し
た
い
。
本
稿
は
脱
稿
後
徹
底
的
な
補
正
を
と
考
え
て
い
た
が
、
結
局
充
分
な
文
献
お
よ
び
機
会
を
え
ず
し
て
印
刷
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
考
察
の
未
熟
な
、
疑
問
の
点
多
く
、
ま
た
誤
り
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
学
諸
氏
の
き
た
ん
の
な
い
御
批
判
・
御
教
示
を
乞
う

次
第
で
あ
る
。
最
後
に
、
私
の
学
究
と
し
て
の
乙
の
処
女
作
品
は
、
た
ぐ
い
な
い
愛
を
も
っ
て
私
を
育
く
み
た
も
う
た
母
上
に
捧
げ
る
。

(
一
九
五
六
年
一

O
月
一
五
日
〉

自

次

序

[

ニ

1
1
1本
稿
の
目
的
・
方
法
・
限
界

第
一
部
古
典
的
近
代
憲
法
思
想
家
と
条
約
蹄
結
権

第
一
章
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ツ
イ
ム
と
条
約
締
結
権

士
一
]
イ
ト
l

ア
ン
，
シ
ヤ
シ
レ
少
イ
ム
に
お
い
て
国
王
の
条
約
締
結
権
に
対
す
る
統
制
は
寄
在
し
た
か
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ロ
ッ
ク
に
お
け
る
連
合
権

[
一
二
]
|
|
ロ
ッ
ク
の
叙
述
{
四
]
i
l
ロ
ッ
ク
の
権
力
分
立
論

宍
]
|
|
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
連
合
権
の
意
義

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
け
る
万
民
法
に
関
す
る
事
項
を
執
行
す
る
権
力

[
七
]
l
|
混
乱
と
そ
の
原
因
[
八
]
1ー
そ
の
権
力
分
立
論
と
の
関
連

[
一
O
]
1
1
1
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
け
る
条
約
締
結
権
の
意
義

ジ
ヤ
ン
・
ジ
ヤ
ツ
ク
・
ル
ソ
!
と
条
約
締
結
権

[
一
ニ
l
l
ル
ソ
ー
に
お
け
る
立
法
権
と
執
行
権
と
の
分
離
[
二
戸
1
立
法
府
に
よ
る
条
約
締
結
権
の
統
制
?

第
一
部
の
結
び
[
一
一
一
一
]
|
|
古
典
的
近
代
憲
法
思
組
家
と
条
約
締
結
権

第
一
一
部
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
諸
憲
法
と
条
約
締
結
権
の
諮
問
題

序
[
一
回
]
|
|
第
三
郁
の
プ
ラ
ン

第
一
章
共
和
制
的
類
型
の
条
約
締
結
手
続
を
有
す
る
諸
憲
法

第
一
節
一
七
九
一
年
憲
法

[
一
五
]
ー
ー
そ
の
権
力
分
立
制
士
六

]
1ー
ー
そ
の
条
約
締
結
権
[
一
七

]
1
1
一
七
九
一
年
憲
法
に
お
け
る

条
約
締
結
権
の
意
義

第
二
節
一
七
九
三
年
憲
法

[
一
八
]
!
ー
そ
の
政
治
制
度
[
一
九
]
|
ー
そ
の
条
約
締
結
権
[
二
O
]
l
i
憲
法
制
度
の
現
実
と
条
約
締
結

権
の
実
際
[
一
一
一
]
l
l
一
七
九
三
年
憲
法
に
お
け
る
条
約
締
結
権
の
意
義

第
三
節
共
和
一
二
年
憲
法

[
一
一
一
一
]
ー
ー
そ
の
権
力
分
立
制
[
二
一
ニ
]
!
ー
そ
の
条
約
締
結
権

約
締
結
権
の
意
義

第
四
節
一
八
四
八
年
憲
法

k

[
二
塁
ー
ー
そ
の
権
力
分
立
制
[
三
ハ

]
lー
そ
の
条
約
締
結
権

第
二
章

-2-

[
五
]
i
!
連
合
権
の
区
別
、
自
然
法
・
万
民
法
の
観
念

第

章

[
九
]
!
ー
そ
の
万
民
法
の
観
念

第
四
章

{
二
回
]
|
!
共
和
一
二
年
憲
法
に
お
け
る
条

[
二
七
]
|
|
憲
法
慣
行
と
条
約
締
結
権
の



/¥ 

実
際
[
一
一
八
]
|
|
一
八
四
八
年
憲
法
に
お
け
る
条
約
締
結
権
の
意
義

第
五
節
-
八
七
一
年
l
一
八
七
五
年
の
憲
法
制
度

[
ご
九
]
ー
ー
そ
の
政
治
機
構
{
三
O
]
i
i
そ
の
条
約
締
結
権
[
一
三

]
!
1条
約
締
結
権
の
意
義
一
以
上
本
号
)

第
二
章
君
主
(
帝
・
権
威
)
制
的
条
約
締
結
手
続
を
有
す
る
諸
憲
法
(
[
一
三
ニ

t
{
四
三
]
)

第
三
章
折
衷
的
条
約
締
結
手
続
を
有
す
る
諸
憲
法
(
[
四
回
]
t
[
六
O])

第
三
部
条
約
の
国
内
的
効
力
の
諸
問
題
(
[
六
一

]
t
[七
六
]
)

第
四
部
第
四
共
和
制
憲
法
に
お
け
る
条
約
と
国
内
法
(
[
七
七
]
t
[
八
九
]
)

結
び
連
合
権
の
現
代
的
評
価
(
[
九
O])

序

己
]
|
|
本
稿
の
目
的
・
方
法
・
限
界

本
稿
は
、

ブ
ラ
シ
ス
に
お
け
る
条
約
締
結
権
と
条
約
の
国
内
的
効
力
と
の
諸
問
題
に
関
す
る
歴
史
的
・
実
証
的
な
研
究
で
あ
る
。
年
代

的
に
は
ア

Y
V
ヤ
シ
・
レ
ジ
ィ
ム
に
遡
り
、
現
行
一
九
四
六
年
一

O
月
憲
法
を
含
め
て
、

こ
れ
ら
の
問
題
を
取
扱
う
。

フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
に
お
け
る
各
々
の
憲
法
制
度

の
全
体
と
の
関
連
に
お
い
て持

母t*

現
行
第
四
共
和
制
憲
法
の
条
約
に
関
す
る
詳
細
・
精
確
な
、
そ
し
て
ま
た
条
約
に
、
国
内
法
律
(
憲
法
を
含
む
)
に
優
位
す
る
効
力
を
与

え
た
規
定
は
、
我
固
に
お
い
て
も
、
多
く
の
学
者
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
規
定
は
、
と
り
わ
け
、
ブ
ラ
シ
ス
革
命
以
降
一
世
紀

- 8ー

半
を
こ
え
る
あ
い
だ
の
、
豊
富
な
こ
の
問
題
に
関
す
る
思
想
的
・
実
定
法
的
経
験
の
歴
史
を
そ
の
基
礎
に
も
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
歴
史
こ
そ
が
、
そ
の
規
定
の
実
定
的
内
容
と
歴
史
的
意
義
と
を
、
発
展
の
流
れ
の
う
ち
に
把
握
せ
し
め
、
伝



な
要
素
と
独
創
的
な
発
明
点
と
を
鮮
明
隠
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
規
定
に
対
し
て
学
者
の
い
だ
く
関
心
は
、

J

F

我
国
の
制
度
と
の
比
較
法
的
関
心
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
そ
の
規
定
に
先
行
す
る
歴
史
に
よ
っ
て
、
深
化
し
堅
固
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

- 4ー

ブ
ラ
シ
ス
憲
法
史
に
は
、
極
め
て
多
彩
念
諸
憲
法
制
度
と
そ
れ
に
相
交
錯
す
る
諸
々
の
類
型
の
条
約
締
結
手
続
と
が
存
在
し
、

ま
た
そ

れ
ら
の
教
義
的
・
実
際
的
な
成
果
が
既
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
き
な
が
ら
比
較
法
が
諸
々
の
個
性
的
な
各
国
の
制
度
を
横
に
比
較
し

て
な
す
と
こ
ろ
を
、
縦
に
し
て
な
し
う
る
の
感
を
与
え
る
。
勿
論
、
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
の
充
全
な
理
解
は
、
比
較
法
的
研
究
を
も
不
可
欠

と
し
よ
う
が
、
本
稿
で
は
縦
の
比
較

l
l歴
史
的
方
法

l
iに
限
定
し
て
研
究
を
進
め
よ
う
と
思
う
。

ω
A門
近
世
立
憲
政
就
中
フ
ラ
ン
ス
憲
法
を
論
ず
る
に
当
つ
て
は
其
歴
史
的
背
景
を
知
る
事
が
絶
対
的
に
必
要
だ
。
そ
の
制
度
は
一
と
し
て
歴
史
を
は
な
れ

て
正
当
に
理
解
し
う
る
も
の
は
な
い
か
ら
。
》
宮
沢
俊
義
、
仏
国
憲
政
に
於
る
大
統
領
の
地
位
、
法
協
、
四
一
一
巻
二
号
二
九
二
四
)
一
一

O
頁。

凶
科
学
と
し
て
の
法
律
学
に
適
用
さ
れ
る
歴
史
的
方
法
は
、
過
去
の
事
実
の
観
察
と
現
在
の
事
実
の
観
察
と
を
共
に
含
む
。
過
去
の
巴
事
実
を
確
定
し
た

後
、
そ
れ
を
秩
序
あ
る
構
成
に
集
約
し
、
そ
れ
ら
の
聞
を
支
配
す
る
関
係
を
発
見
し
て
一
般
的
な
法
則
を
定
立
す
，
る
。
か
く
し
て
《
過
去
は
現
在
を
説
明

b
、
一
方
は
他
方
に
よ
っ
て
堅
固
と
な
る

J

出

S
弓

zbN2P
《
O
O
F
g
A
W
E白
血

E
E
-
-何回目曲目関口冊目。
E
E
ι
8広

g
g
a
g
a
0
5
0
0

冨
企

g
m
g
の
忠
弘
骨
区
田
H
V
O品
・
同
盟
伺
駒
-

M

V
匂・

g
H
i
M
-

本
稿
で
は
紙
数
の
都
合
上
、
各
制
度
の
政
治
的
・
社
会
的
機
能
・
評
価
の
問
題
は
相
当
捨
象
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
技
術
の
歴
史
の
問
題
を
主
と

し
て
取
り
扱
う
乙
と
に
な
っ
た
こ
と
を
、
乙
と
わ
っ
て
お
く
。

凶
《
そ
れ
(
法
制
史
)
は
一
種
の
比
較
、
横
の
比
較
に
対
し
て
縦
の
比
較
と
い
え
る
。
縦
の
比
較
の
尽
く
る
所
が
即
ら
横
の
比
較
の
始
ま
る
処
、
サ
レ
イ
ユ

は
比
較
法
を
法
制
史
の
延
長
と
い
っ
て
い
る
》
《
比
較
の
対
照
た
る
各
法
に
付
て
縦
の
比
較
を
な
す
乙
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
此
の
意
味
で
法
制
史
は
比

較
法
学
の
延
長
と
見
ら
れ
る
》
杉
山
富
治
郎
、
比
較
法
学
の
観
念
に
つ
い
て
、
法
学
志
林
二

O
巻
九
号
二
九
一
八
)
三
一

O

同
本
稿
の
背
後
に
比
較
憲
法
的
関
心
お
よ
び
視
野
が
排
除
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
皮
相
な
比
較
検
討
を
一
切
避
け
る
こ
と
に
し
た
。
乙

の
問
題
に
関
す
る
比
較
憲
法
史
的
研
究
を
今
後
逐
一
進
め
る
乙
と
を
約
レ
た
い
。

と
こ
ろ
で
こ
の
問
題
は
、
憲
法
典
の
条
約
に
関
す
る
明
文
の
み
で
は
全
く
理
解
で
き
な
い
面
の
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な



ぃ
。
例
え
ば
議
院
制
的
慣
行
や
司
法
判
例
等
が

憲
法
の
明
文
を
補
充
し

時
と
し
て
は
そ
れ
を
変
更
さ
え
も
し
た
場
合
の
あ
る
こ
と

ゃ
、
憲
法
典
を
有
せ
ず
或
は
有
し
て
も
施
行
が
停
止
せ
ら
れ
た
時
代
の
不
文
の
憲
法
制
度
の
も
と
で
、

円

7
u
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
、
憲
法
典
上
の
制
度
と
と
も
に
現
実
の
政
治
制
度
を
、
明
文
上
の
条
約
に
関
す
る
規
定
と

こ
の
問
題
が
重
要
な
展
開
を
示
し

同
時
に
運
用
の
実
際
を
究
明
し
、
関
連
す
る
実
定
法
的
事
実
の
総
体
の
実
証
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
担
解
す
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
こ
の
研
究
は
実
証
的
と
呼
ば
れ
う
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

問
両
シ
ヤ
ル
ト
の
も
と
で
、
条
約
締
結
権
は
国
王
の
専
権
だ
っ
た
が
、
議
院
の
財
政
・
立
法
権
に
触
れ
る
条
約
の
国
内
的
執
行
に
は
、
議
院
の
議
決
を
要

す
る
こ
と
と
な
る
0

4
・
Z同
司

P
{三
七
]
凶
)ω)・

刷
第
三
共
和
制
憲
法
に
よ
り
専
権
と
さ
れ
た
大
統
領
の
商
議
・
拡
准
権
を
消
滅
ま
た
は
修
正
せ
し
め
た
間
際
労
働
協
約
の
締
結
手
続
を
認
め
た
一
九
士
一
四

年
破
棄
院
判
決
。

4
・
5
母
国
・
[
六
一
一
一
]

的
一
七
九
三
年
憲
法
は
一
切
の
秘
密
条
約
を
認
め
て
い
な
い
が
、
施
行
は
停
止
せ
ら
れ
、
公
安
委
員
会
が
広
汎
な
秘
密
条
約
締
結
権
を
コ
ン
ヴ
ア
ン
シ
オ

ン
か
ら
授
権
せ
ら
れ
て
大
い
に
行
使
し
た
0

4
・
古
r
p
T
一
O
]
、
[
一
一
一
]

問
医
号
ロ
巾
】
巧

mwH山口旦《岡山
g
w王
国
自
由
害
出
。
一
回

8vzsou-d江
島
町
官
。
$
由
。
ロ

Z
H
o
m
z
g》
ふ
向
色

mg肉
g
c
R芯
宕
呂
田
H
Z品・
5
8・
3
・
E
U
l明
白
血
)

は
、
法
学
的
実
証
主
義
は
憲
法
を
根
本
規
範
と
す
る
規
範
論
理
的
方
法
で
あ
り
、
社
会
学
的
実
証
主
義
は
有
効
に
社
会
に
安
当
し
て
い
る
法
を
探
究
す
る

方
法
と
し
、
前
著
に
肉
色
窓
口
・
。
旬
、
誌
、
島
団
富
包

σ
2問
後
者
に
別
O
H
H
A

仙
の
伊
立

S
与
を
な
ぞ
ら
え
る
。
出
品
ロ
ミ

z
b
N
E
昆
(
。
匂

-
a
R
M
M匂
・
当
4
1
包
白
)

は
、
。
居
間
色
件
(
d
『
曲
目
目
白
骨
は
、
自
然
法
を
一
切
認
め
ぬ
哲
学
的
実
証
主
義
に
傾
い
て
い
た
と
彼
を
評
し
て
い
る
)
そ
含
め
て
、
同
州
冊
目
目
白
ロ
?
の
号
忍
品
。
出
M
W
H
a

Z
吋
肉
の
万
法
を
、
教
義
学
的
若
し
く
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
方
法
と
呼
ぴ
、
経
験
科
学
の
万
法
と
し
て
は
、
比
較
的
方
法
と
歴
史
的
方
法
を
提
唱
し
て
い
る
。

最
後
に
今
一
つ
の
困
難
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ば
、
条
約
は
国
内
法
の
形
式
で
あ
り
法
源
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
際
法

の
そ
れ
ら
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
内
公
法
学
の
狭
臨
な
視
野
に
は
這
入
っ
て
こ
な
い
分
野
を
も
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

kυ 

・3
同
法
の
ゴ
一
権
力
の
区
分
の
い
ず
れ
か
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
性
質
上
の
伺
性
か
ら
一
個
の
独
自
一

い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
?
条
約
が
そ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
を
締
結
し
適
用
す
る
作
用
が
、
立
法
・



の
作
用
と
し
て
区
別
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
生
ず
る
。

そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
権
力
分
立
班
論
を
、
新
た
に
国
際
的

- 6ー

な
観
点
を
も
加
え
て
、
再
検
討
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

倒
盟
冊
目
。
。

E
己申
F
H
L由

g
z
g
Y広島
E
S
母
国
苛
巳
依
田
吉
芯
百
三
写
回
目
口
同
白
色
。
ロ
】
伯
母
。
広

g
u
g
g旬。
S
F
】
U
2日
間
・
伺

-gguF
居間
M
-

同
M
M
Y

目
白
凶

i
卵
白
血
・

4
・

宮

崎

5・
[

九

O
}

こ
れ
を
要
す
る
に
本
稿
で
は
、
次
の
二
点
に
特
別
な
関
心
が
払
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
条
約
の
締
結
及
び
適
用
に
関
す
る
諸

問
題
が
、
ブ
ラ
シ
ス
の
憲
法
史
上
(
特
に
民
主
的
統
制
と
い
う
観
点
か
ら
)
い
か
な
る
進
化
の
あ
と
を
た
ど
っ
た
か
。
そ
し
て
、
そ
の
作
用

が
国
家
権
力
構
造
上
(
特
に
権
力
分
立
と
い
う
観
点
か
ら
)
独
自
の
作
用
と
し
て
区
別
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
理
論
的
・
実
定
法
的
根
拠
を

有
す
る
か
否
か
。

そ
の
前
提
と
し
て
第
一
部
に
お
い
て
は
、
古
典
的
な
近
代
的
憲
法
思
想
家
の
教
説
が
、

比
較
的
詳
し
く
分
析
さ
れ
る
。

第
二
部
で
は
条
約
締
結
権
に
関
す
る
諸
問
題
、
第
三
部
で
は
条
約
の
国
内
的
適
用
に
関
す
る
諸
問
題
が
、

夫
々
革
命
以
降
第
四
共
和
制
以

前
の
諸
憲
法
制
度
に
つ
い
て
取
扱
か
わ
れ
る
。
第
四
部
で
は
、
現
行
第
四
共
和
制
下
の
こ
れ
ら
の
諸
問
題
が
綜
合
的
に
解
明
せ
ら
れ
る
。

.. 
*i号

い
う
ま
で
も
な
く
本
稿
は
、
国
際
法
と
園
内
法
と
の
関
係
に
関
す
る
国
際
法
学
の
基
礎
理
論
の
構
成
を
試
み
ん
と
す
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
対
象
に
つ
い
て
も
、

そ
の
方
法
に
つ
い
て
も
極
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
比
較
的
最
近
の
国
際
法

学
の
傾
向
と
し
て
、
こ
の
二
つ
の
法
秩
序
聞
の
関
係
に
つ
い
て
の
従
来
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
観
念
や
既
成
の
体
系
に
依
拠
す
る
こ
と
を
拒
否

し
、
関
連
す
る
経
験
的
所
与
の
実
証
的
観
察
に
基
づ
い
て
理
論
を
構
成
せ
ん
と
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
結
局
、
一
元
論
ィ
二
元

論
の
い
ず
れ
か
の
命
題
が
排
他
的
に
妥
当
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
国
際
法
優
位
か
国
内
法
優
位
か
に
つ
い
て
の
両
者
の
論
争

も
、
原
則
の
確
認
の
問
題
で
は
あ
り
え
て
も
、
実
際
の
法
的
現
実
に
到
達
す
る
も
の
で
は
な
い
と
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。



(
時
一
v

当
該
各
国
憲
法
の
歴
史
的
・
実
証
的
な
研
究
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
く
伝
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。

と
の
問
題
の
具
体
的
な
解
答
は

そ
の
よ

う
な
意
味
で
も
、
本
稿
は
、

さ
さ
や
か
な
が
ら
意
義
を
も
ち
う
る
か
も
知
れ
な
い
。

同
一
元
論
・
ご
元
論
に
属
す
る
諸
学
説
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
ぐ
・
何

-U・
沼
田
田
宏
司
田

L
E由
自
己
目
。
ロ
戸
二
担
当
日
ロ
ロ
巳

5ロ
M
L
S
E
E
l
-
-釦

田
宮
身
。
同
答
申

S
P
2
8
8け
a
U
S
E
p
t
c
gご伊
41ロ
の

O
B
S
-
m呈
F
p
m
a
n
u
g品
切
。
戸
岡
山

S
8
5
F
H
U
ω
M・
E
-
P
H
U
S
F

凶

8
5宮白
目
。
血
(
丙

dbo旨
な

ロ

b
g
z
E
骨

O
F
E
R
Eけ
HOE--Hug--g)
は
、
二
元
的
構
成
と
ご
元
的
構
成
と
を
、
単
な
る
ア
・
プ
リ
オ
リ

な
観
念
だ
と
し
て
同
時
に
痘
否
す
る
。

冨
包
什

g
(《
F品
田
仲
吋
雷
同
伴
合
開
件
目
骨
身
。
広
ぽ

g
g
o
v
Eロ
-Egg-HU白
HWH〈
噂
宅
-M∞
4l一Ng)
は
、
《
国
際
法
と
国
内
法
と
の
関
係
を
抽
象
的
に

取
扱
う
ζ

と
及
び
乙
の
問
題
に
つ
い
て
の
既
存
の
一
般
理
論
に
く
み
す
る
こ
と
》
を
意
識
的
に
避
け
、
《
観
察
の
方
法
》
か
ら
の
み
鼓
吹
さ
れ
て
、
そ
の

研
究
を
進
め
ん
と
す
る
乙
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

嵐
山
司
区
ロ

0・cdSNbigv
教
授

(
U
S
E
S
S
z
g
z
oロロ。
-
z
z
g
B
Z
E】・】
V2z-m町
4
・

H由∞
ω・
3
・

N印
lMm-
宮
沢
・
小
田
訳
、
国
際
憲
法
、

3
・

E
i
H
a
-
a
-
U
S
E
E
g自
由
民
自
色
。
け
身
。
日
付

8
5号
塁
。
ロ
ロ
巾
戸
別
ゐ
ロ

-
E
g
g
-
S目
H・
2
・

3
・白

H
4
g
回
・
)
は
、
《
法
的
現
実
は
同
時
に

一
元
的
で
も
こ
元
的
で
も
あ
る
:
:
:
我
々
は
、
歴
史
的
現
実
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
考
え
万
が
併
存
し
て
い
る
乙
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
》
と
し
、

《
国
際
生
活
を
観
察
す
る
》
と
と
に
よ
っ
て
、
入
論
理
的
真
実
で
は
な
く
、
歴
史
的
現
実
に
対
す
る
技
術
的
真
実
》
と
し
て
の
《
公
法
統
一
》
の
原
則
を

《
法
の
歴
史
的
発
展
の
中
》
に
確
認
す
る
。
乙
の
方
法
を
教
授
は
《
歴
史
的
・
経
験
的
方
法
》

(g企
g
品
。
民
間
件
。
ュ

S
品
5
1司
山
岳
淀
川
)
と
呼
ぶ
。
乙
の
方

法
に
対
し
、
一
叉
正
雄
教
授
は
特
別
な
関
心
を
示
し
(
憲
法
と
条
約
、
公
法
研
究
、
五
号
二
九
五
二
五

l
六
頁
)
、
∞
・
富
山
吋
昨
日
出
守
の

d
a忠
三

g
F
教
授

の
歴
史
的
経
験
主
義
の
《
よ

5
な
立
場
か
ら
、
実
際
的
な
英
米
学
派
の
議
論
を
再
整
理
し
、
再
吟
味
す
る
こ
と
が
、
従
来
あ
ま
り
に
理
論
的
な
大
陸
学
派

的
な
方
法
に
偏
重
し
た
我
国
の
研
究
托
と
っ
て
、
も
っ
と
も
安
当
と
考
え
る
》
と
す
る
。
し
か
し
、
冨
山
岳
山
口
。
目
。
ロ
⑦
什

Nbit何
回
教
授
の
、
歴
史
的
・
経

験
的
方
法
の
立
場
は
、
.
歴
史
的
・
経
験
主
義
一
般
と
は
異
っ
て
、
《
公
法
統
一
》
の
原
則
の
承
認
を
基
礎
に
も
っ
と
こ
ろ
の
、
政
治
的
理
念
と
切
り
離

し
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
比
較
憲
法
史
の
方
法
で
あ
る
と
同
時
に
政
治
学
の
方
法
に
集
約
さ
れ
る

F
g
ロ
og4由回
g

g
E
E
S
二回島
g
z
g
E号
E
Z
E由
F
H
8
F
Z・
ぉ

a
f
p
o吉
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島
由
包
含

g
F
F
4・山口
g
E
R
a
o
S
H
O
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a
a
2
3
E
Z
g
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g
g
E
a
s
s
o
-
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9
E
r
g
-
M
I
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S-
ロ
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u
r
g
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g辛
口
け

H
O
S
E
s
-
2
5
9
5
F
3・∞
l
p
E
《
明
白

0
3
0
M
g
g》
含
富

田
申
晶
邑
什

S
富
島
E
S
E
-
P静岡崎駒山田

(H481HES・
同

04・
1
忠
吋
即
日
。
念
仏
可
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F
E
S
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E
O
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田
】
宮

E
P
け

mh・
同
盟
問
。
・
問
者
・
隊
出
町

lNFN4u
~7-
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一
考
察
、
法
政
論
集
ご
巻
二
号
二
九
五
四
)
五
回

l
五

六

買

に

お

い

て

、

戦

後

の

教

授

の
《
実
証
的
態
度
の
後
退
》
を
批
判
す
る
。
た
だ
教
授
の
方
法
に
一
貫
し
た
西
欧
自
由
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
の
理
念
に
基
づ
く
公
法
統
一
が
、
問
時
に

国
際
連
盟
、
国
際
連
合
と
と
も

κ実
現
さ
/
れ
て
い
る
歴
史
的
真
実
で
あ
る
と
す
る
点
で
は
前
後
変
り
は
な
い
と
い
う
べ
、
き
で
あ
ろ
う
)
。
教
授
は
、
法
律
家

が
規
範
論
理
的
方
法
を
も
っ
て
、
法
規
を
究
明
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
認
め
る
が
、
綜
合
科
学
と
し
て
の
政
治
学
は
同
時
に
歴
史
家
・
桂
会
学
者
e
政
治
哲

学
者
の
協
力
を
必
要
と
す
る
と
説
く
。
そ
と
に
形
式
的
な
優
位
の
問
題
は
重
要
性
を
失
う
。
実
質
的
な
公
法
統
一
の
傾
向
の
究
明
と
確
認
が
重
要
で
あ
る
。

〉

-
o
s
s
a
p
g
1
3司
S
Z
S教
授
は

5
8正
常
兵

5
5
E工
品
骨

2
5
g
g塁
。

E
Z
S田
宮

5
3。
ユ
田
君
。
こ
骨
骨

O広
島
四
月
一
宮
田
グ

羽
毛
・
忠
岡
弘

S
F
E
島

g
z
z
g
g
p
H
2
5
-
H
}
g
E
F
?
品。・

H由∞
ω・

3
・
品
切
開
仲
田
・
)
宮
町
窓
口
守
の

g
仲間恥

4Eov
教
授
の
《
優
雅
な
歴
史
的
懐
疑

主
義
》

(Eb官
耳
目
0
8
$
0
5
0
E回
件
。
是
星
を
批
判
し
て
、
優
位
(
形
式
)
の
問
題
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
批
判
は
正
当
で
あ
り
、

認
可
広
居
申
ゐ

sghmigv
教
授
の
歴
史
的
・
経
験
的
方
法
の
一
問
題
点
た
る
を
失
な
わ
な
い
だ
ろ
う
。

。E邑
a・。
v
a
f
g白・
4
・
F
H
H
F

安
井
郁
、
国
際
法
優
位
理
論
の
現
代
的
意
義
、
ー

ihr・4
。
ロ
〈
品

E
S訟
の
国
際
法
理
論
の
研
究
1
l，
、
国
際
法
外
交
三

O
巻
九
号
二
九
一
一
一
ご
五
、

八
六
八
頁
忠
伊
《
国
際
法
と
国
内
法
が
相
互
否
定
の
関
係
に
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
法
律
関
係
に
於
い
て
結
合
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
点
、
国
際

法
優
位
理
論
と
一
一
元
論
と
の
間
に
察
す
る
差
異
は
質
的
で
な
く
量
的
で
あ
る
。
:
・
:
・
重
要
な
の
は
両
者
が
如
何
な
る
意
味
に
於
い
て
ま
た
如
何
な
る
程
度

に
於
い
て
統
一
的
で
あ
り
分
立
的
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
ζ

と
で
あ
る
》
。
国
際
法
と
国
内
法
と
の
関
係
の
再
検
討
l
l
l
グ
ア
ル
ツ
に
依
る
国
際
法

優
位
構
成
の
修
正

l
l国
家
、
四
九
巻
一
二
号
二
九
一
二
五
二
六
四
六
頁
呉
国
・
《
国
際
法
の
国
内
法
に
対
す
る
作
用
の
性
質
及
び
程
度
は
:
:
:
具
体
的

に
経
験
し
う
る
恩
内
法
上
の
確
定
的
な
慣
行
に
っ
て
間
開
閉
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
い
V

。

仰
の
宮
司

E
F
g
B
E
-
M
V江
田
ロ
ザ
冊
由
意
思

g
Z
E
身
o
z
z
g
E
E百
五
百
E
F
け

-
F
E江
PKF・
旬
。
品

O
U
P
H
E品・

MM・4
品
・
本
稿
全
体
を
通

じ
て
こ
の
著
作
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
問
書
等
の
借
用
そ
の
他
の
御
教
一
不
に
つ
き
都
立
大
学
・
内
田
助
教
授
に
厚
く
御
礼
申
上
げ
た
い
。

脚
横
田
喜
三
郎
、
国
際
法
学
(
上
)
、
ご
九
五
五
)
七
四
|
七
五
頁
、
七
八
|
九

O
頁
、
国
際
法
の
基
礎
理
論
、
(
一
九
四
九
)
一
一
一
五

l
一
九
四
頁
(
国
際

法
と
閣
内
法
と
の
論
理
的
関
係
)
。
《
両
者
(
国
際
法
と
園
内
法
)
の
簡
に
は
、
相
対
的
な
区
別
が
あ
っ
て
、
国
際
法
が
圏
内
法
上
で
も
効
力
を
も
っ
た
め
に

は
、
:
:
:
明
示
的
ま
た
は
黙
示
的
に
、
そ
の
こ
と
が
国
内
法
上
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
》
と
し
、
各
国
憲
法
に
つ
い
て
実
証
的
な
考
察
を
す

す
め
る
。
但
し
、
フ
ラ
ン
ス
現
行
憲
法
に
お
け
る
条
約
の
効
力
に
つ
い
て
の
同
教
授
の
解
釈
(
国
際
法
学
(
上
)
、
八
五
頁
)
に
対
す
る
疑
問
に
つ
い
て

4
・

Z同
司

P
{八
五
]

高
野
雄
て
超
憲
法
的
条
約
を
め
ヤ
る
フ
ラ
ン
ス
公
法
学
者
の
論
争
、
国
家
、
六
八
巻
九
・
一

O
号
(
一
九
五
五
)
五
五
頁
内
;
:
:
国
際
法
の
国
内
的
効
力

- 8ー



供l

を
い
か
に
認
め
る
か
、
或
は
そ
れ
に
い
か
な
る
国
内
法
的
効
力
を
認
め
る
か
の
問
題
が
、
直
接
に
は
各
国
の
憲
法
秩
序
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
と
と
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
、
今
日
の
国
際
社
会
の
構
造
が
、
主
権
国
家
を
単
位
と
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
、
右
の
よ
う
な
問
題
の
具
体
的
判
断

は
、
直
接
に
は
当
該
憲
法
の
解
釈
の
問
題
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
光
弘
・
国
際
法
総
論
、
(
一
九
五
三
一
一
八
頁
、
二
一
九

l
一
一
一
一
一
頁
。

宮
沢
俊
義
、
日
本
国
憲
法
、
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
二
九
五
五
)
八
一
一
頁
、
《
:
:
:
国
際
法
と
国
内
法
と
の
い
ず
れ
が
優
先
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
き
わ

め
て
高
い
程
度
に
お
い
て
(
か
な
ら
ず
し
も
、
全
部
的
に
で
は
な
い
)
関
係
す
る
国
内
法
秩
序
に
そ
の
決
定
が
任
さ
れ
て
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
》
。

ロ同

-MVS-
倉
吉
回
国
ロ

v
m
F
F
g
gロ品目
5
0
1
5
0自
己
目
。

E
-
g
品
2
0
0ロ目立
g
z
o
E
g
o
-
2
5回
、
別
巾
ロ
ロ
色
合
目
。
。
ロ
『
凹
w
H
U
問
問
、
戸
骨
・
∞
0
・
3
・

m
H
m
i
m
H由・

第

苦E

古
典
的
近
代
憲
法
思
想
家
と
条
約
締
結
権

こ
こ
で
は
、

ジ
ヤ
ジ
・
ジ
ヤ
ツ
ク
・
ル
ソ
!
の
条
約
締
結
権
に
つ
い
て
の
観
念
が
分
析
さ
れ
る
。

そ
の
一
同

ロ
ッ
ク

モ
シ
テ
ス
キ
‘
ュ

l

提
と
し
て
必
要
な
範
囲
で
、
彼
ら
の
時
代
的
背
景
に
つ
い
て
一
べ
つ
を
投
じ
て
お
こ
う
。

第

章

ア
シ

V
ャ
ン
・
レ
ジ
ィ
ム
と
条
約
締
結
権

ロ
己
1
l
a
ア

γ
v
v
ャ

γ
・
レ
ジ
ィ
ム
に
お
い
て
国
王
の
条
約
締
結
権
に
対
す
る
統
制
は
存
在
し
た
か

ク
エ
ス
ト
ブ
ア
リ
ヤ
条
約
以
降
ブ
ラ
シ
ス
革
命
前
の
国
際
関
係
は
《
壬
朝
の
格
闘

V
2
5
8印
仏

可

E
ぇ
5
5凹
)
を
も
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る
。
国
王
達
は
、
勢
力
均
衡
の
名
の
も
と
に
同
盟
条
約
の
網
を
張
り
め
ぐ
ら
す
が
、
そ
れ
ら
は
相
つ
ぐ
領
土
拡
張
戦
争
に
よ
っ
て
一
挙

に
破
棄
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
条
約
の
不
可
侵
や
神
聖
性
の
要
請
は
、
学
者
や
哲
学
者
の
は
か
な
い
願
望
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
シ

νャ
シ
・
レ
グ
イ
ム
に
お
け
る
対
外
政
策
は
、
本
質
的
に
国
王
個
人
の
事
柄
と
考
え
ら
れ
、
国
際
法
は
国
民
間
の
関
係
を
支
配
す
る

と
い
う
よ
り
は
、
、
む
し
ろ
国
主
語
の
関
係
を
支
配
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
国
民
は
玉
個
人
の
商
議
の
対
象
を
構
成
す
る
《
物
》
に
す
ぎ

- 9ー



な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
草
命
に
先
立
つ
時
期
の
ブ
ラ
シ
ス
公
法
に
お
い
て
、

は
、
正
に
外
交
政
策
に
お
い
て
マ
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

国
壬
絶
対
主
義
が
完
全
な
純
粋
性
に
お
い
て
花
咲
い
た
の

論

ω
《
条
約
は
殆
ん
ど
な
い
/
約
束
は
一
つ
も
な
い
》
冨

S
Z
E
g
g
-
吋
g
a
g
$
F
E
N
S
S
Z
Z
E
-
z
p
居
。
ロ

Z
Z回目。
F
H
S由
IHUB-
酔

-H戸

同v
・∞

]F4・回。・

H4∞朗・

間
切
・
屋
町
広
ロ

0・
cdmw仲
Nba件
O
F
F・z
mロ
8
2
含

HF
芯
40HE5口
同
門
由
、
目
的
色
白
曲
目
白
吋
戸
白
色

bg-。回以
}
2
5
E
円四回【同円

OF
百
件
。
『
回

mSZロ
包
骨
量

百
回

S
一
官
。
弘

g
g
u
-
伺
由
。
.
。
。
ロ

F
H詔
∞
・
ロ
・

3
・∞
C
四

lω
ミ・

E
Z
2
F
E
oタ
呂
田
件
。

5
ι
g
m
g昆
印
有
山
口
包
匂
白
田
含
含
忌
骨
島
由
担
問
。

gw

同M
M
W

江
田
‘
切
。

g
a
s
p
H出
向
帥
よ
Y
M
M
叫
《
:
:
:
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ア
条
約
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
の
関
に
は
、
野
獣
的
な
武
力
と
あ
く
こ
と
を
知
ら
ぬ
野
心
と

猪
猛
な
利
己
主
義
と
が
猛
威
を
振
う
広
大
な
戦
場
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
王
朝
の
格
闘
の
時
代
で
あ
る
。
:
:
:
荒
廃
の
こ
の
国
土
に
、
法
学
の
記

念
碑
は
砂
漠
の
中
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
荘
厳
さ
を
も
っ
て
孤
立
し
て
い
た
》
。
詳
し
く
は
、

kr-Z
ユ
Ez--Hh.回
口
円
。
胃

a
z
忠
4
0
z
t
s
p
g宮
町
田
タ

吋
由
江
田
"
目
。
ロ

a
z
g
Eグ
MWOOE--HUN白・件
-H
旬開}・出

l戸
出
血
血

lga・

同
旬
。
阻

O
U
F
E
E企

guコ
u
b
B
o
o
s
t
;け
句
。
日
目
け

E
d
o
b
g口問中司。・

H
V
E
F
吋
色

H
E
n
s
-
H
U
H
4・
宅
・
∞
∞

l宮
内
外
交
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、

諸
王
に
と
っ
て
彼
ら
の
家
族
の
事
柄
の
や
り
く
り
な
の
で
あ
る
。
結
婚
や
持
参
金
の
問
題
が
重
要
な
位
置
を
占
め
、
婚
約
の
破
棄
が
戦
争
の
正
当
な
原
因

と
考
え
ら
れ
た
》
。
白
同
・
岡
義
武
、
国
際
政
治
史
、
岩
波
全
書
二
九
五
五
一
一

O

|
一ニ一一員。

一
三

O
二
年
に
は
じ
め
て
招
集
せ
ら
れ
て
か
ら
、
国
王
の
課
税
に
協
力
し
又
諮
問
に
答
え
る
機
関
と
し
て
穏
和
な
君
主
制

い
っ
た
い
、

の
下
に
一
個
の
政
治
的
勢
力
と
し
て
存
続
し
て
き
た
全
身
分
(
会
議
)
(
開
E
Z
な
忠
E
E
C
は
、
国
内
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
課
税
の
同

意
権
に
よ
っ
て
国
王
を
統
制
し
た
時
代
も
あ
っ
た
が
、
一
六
世
紀
後
半
以
降
に
お
い
て
は
、
わ
ず
か
事
実
上
の
統
制
を
な
し
え
た
に
す
ぎ

な
い
。
そ
し
て
や
が
て
招
集
も
稀
と
な
り
、
絶
対
王
制
の
進
展
に
よ
っ
て
遂
に
ひ
っ
そ
〈
せ
し
め
ら
れ
、

迄
は
、

一
六
一
凶
年
以
来
一
七
八
九
年

正
式
に
招
集
せ
ら
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
地
方
身
分
(
会
議
)
(
何
百
仲
間
，
胃
。
4sn-MEMe
は
、
全
身
分
の
地
方
版

と
い
え
よ
う
が

一
四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
前
半
に
か
け
て
あ
ら
ゆ
る
州
の
一
般
的
制
度
と
し
て
出
発
し
た
。

一
五
世
紀
か
ら
一
七
世
紀

ノ

- 10ー



に
わ
た
っ
て
絶
対
王
制
の
進
出
に
よ
り
、
中
央
部
の
諸
州
に
お
い
て
は
大
部
分
廃
止
さ
れ
、
宮
山
可
印
門
法

-RHFOロ
と
な
り
、
周
辺
諸
州
に
お

一
人
世
紀
末
の
草
命
に
迄
及
ん
だ
。

い
て
は
王
権
と
妥
協
し
て
存
続
し

宮
巴
可
由
門
司
自
主
と
し
て
課
税
の
同
意
権
が
認
め
ら
れ
、

し
か
し
そ
れ
ら
は
、
事
、
条
約
締
結
権
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
法
的
制
限
を
も
主
権
に
課
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
人
或
い
は
、
一
三
五
九
年
、
国
王
ジ
ヤ
シ

(}gロ
)
が
ロ
シ
ド
ン
で
締
結
し
た
条
約
に
対
し
全
身
分
が
承
認
を
拒
否

し
た
こ
と
、
一
五
二
七
年
に
カ
ニ
ヤ
ッ
ク
(
の
お
一
口
町
民
)
に
招
集
さ
れ
た
ブ
ル
ゴ
オ
ニ
ュ
の
身
分
(
何
百
台
骨
目
。
ロ
叶
momロ0
・
地
方
身
分
の

一
つ
)
が
、
一
五
二
六
年
ブ
ラ
シ
ソ
ワ
一
世
に
よ
円
J

て
締
結
せ
ら
れ
た
マ
ド
リ
ィ
ド
条
約
の
効
力
を
否
定
し
た
等
の
実
例
を
引
く
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
国
王
が
外
国
に
よ
っ
て
同
意
を
強
制
せ
ら
れ
た
領
土
の
割
譲
の
約
束
の
履
行
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
に
、

道
徳
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
を
え
ん
と
欲
し
て
な
さ
れ
た
政
治
的
演
出
に
す
ぎ
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
史
よ
、
領
土
を
割
諒
す
る
多
く
の
条
約
は
、

国
王
に
よ
っ
て
同
意
せ
ら
れ
、
全
身
分
は
た
だ
諮
問
さ
れ
た
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。

ま
た
一
四
九
二
年
一
一
月
三
日

ν
ャ
ル
ル
八
世
と
イ
ギ
リ
ス
の
へ
シ
リ
イ
七
世
と
の
聞
に
締
結
ぜ
ら
れ
た
条
約
の
よ
う
に
、
条
項
中
平

と
'
和
の
諸
条
件
を
全
身
分
の
承
認
に
服
せ
め
る
こ
と
を
明
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
条
約
の
効
力
発
生
要
件
だ
っ
た
訳
で
は

門

口

)

η

鮒
な
く
、
単
に
敵
国
に
対
す
る
条
約
の
国
内
的
執
行
の
保
障
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

場。
~
、
十
ノおデ」史法畠田ス

町

l

ン47 
フ

同
回
自
5
5・。
g
a
b
-恥
g
g
g可。
SH町田
S
可
。
含
仏
円
。
広
同

ggpHP
句胆吋山田
w

則、

.ωH5FHUN叩・

3
・
色
白
i
S明・

閉
山
V
F
P
S由
ム
喧
4
・
野
田
良
之
、
フ
ラ
ン
ス
法
概
論
、
上
巻
(
一
一
)
(
一
九
五
五
)
一
二
一
一
一
一
一
一
頁
、
三
一
二
五
i
六
頁
。

刷
《
一
八
世
紀
に
至
る
ま
で
乙
の
名
称
は
公
式
に
は
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
》
野
田
、
。
司

-a仲J
H

】・∞

8
・回

g
g・同〉
MHEX己目。
g
が
正
式
語

rと

さ
れ
る
。
吋
・

0
ロ
乱

2
・居申吋

a
p
伺
回
目
け
。
可
申
含
門
戸
円
。
広
同

gロ古一回
ι
2
2目的
z
a
p
-戸
別
A

山40ztop
巴
mH
暗唱・∞出回・

制
回
目
白
色
ロ
二
週
-nu--
七
MM-S∞l
呂
町
・
野
田
、
名

-
n
F
-
E
Y
∞臼
U
i
∞怠・

間
一
八
五
一
年
一
一
一
月
一
一
日
の
立
、
法
議
会
に
お
け
る
の
胆
回
目
自
可

HvbzR
の
報
告
は
、
領
地
の
分
離
叉
は
割
譲
は
全
身
分
の
協
力
な
く
し
で
は
諸
王
も
な



早
急
酌
皆
同
町
内

MRWOEScowb窓口件。一
g
-
B
M
V司
F
E
S
S
-
z
z
ι
・回出

5
・

3
・
露
間
ム
醤

-
m
S由同・)

し
か
し
、
属
片

O
Eロ
(
。
唱
し
ロ
符

-
-
E
F
H
H
E・
8
1
E
-
N
H由
)
は
そ
れ
は
誤
り
だ
と
す
る
。
な
お
、
一
四
お
よ
び
一
五
世
紀
に
は
国
王
は
絶
え
ず
身
分
に
英

国
と
戦
争
す
べ
き
や
講
和
す
べ
き
ゃ
を
問
い
、
戦
争
を
な
す
場
合
に
は
献
納
金
を
要
求
し
た
、
と
さ
れ
る

(
2
-
a
s・
留
目
立
山
口
増
。

MM-nFWMM-S帥
)
が
、

そ
れ
は
政
治
的
考
慮
に
い
ず
る
も
の
と
解
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
。

仙
川
ジ
+
ン
は
旬
。

E
o
g
の
戦
以
来
捕
虜
と
な
っ
て
い
た
。
事
情
は
全
く
異
常
で
あ
る
。
条
約
は
非
常
に
苛
酷
で
、
国
王
、
ン
ャ
ン
は
一
一
一

0
0万
フ
ラ
ン

の
外
に
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
の
H
L
a
固
か
ら
切
昌
一
voロ
U
O
K
至
る
全
西
部
諸
洲
地
域
の
割
譲
を
約
し
た
。
皇
太
子
は
父
の
捕
虜
中
摂
政
ピ
っ
た
が
、
全
身
分

を
招
集
し
た
の
は
条
約
の
承
認
を
も
と
め
る
た
め
で
な
く
、
彼
ら
に
頼
っ
て
そ
れ
か
ら
自
由
に
な
る
為
、
た
っ
た
。
何
回
附
肖

F
b
-
a
a
J
U
b
B。
R
a
z
-
-
J

MY
∞
∞
・
嵐
山
ロ

F
3・
0MM・
-oFW
同】・邑

lNOU
《
皇
太
子
は
身
分
の
意
見

(
E
i凹
)
に
依
拠
し
て
一
一
一
一
六

O
年
に
は
切
忍
丘
町
川
口
町
、
条
約
に
よ
り
や
や
緩
和
さ
れ

た
条
件
巻
獲
得
し
た
。
》
。
ロ

a
s・鼠
R
a
p
出

Z
S可
申
含
島

S
F
同
E
S曲目白
:
J
M
Y

∞お・

帥
ブ
ル
ゴ
オ
ニ
ユ
の
身
分
は
条
約
を
非
難
し
、
《
そ
れ
は
王
国
の
法
律
に
も
、
身
分
の
い
か
な
る
部
分
も
国
王
の
固
有
の
権
威
を
も
っ
て
分
離
す
る
こ
と
は

で
き
ぬ
と
い
う
国
王
の
法
に
も
、
マ
ド
リ
ィ
ド
の
宣
誓
よ
り
高
次
の
即
位
の
宣
誓
に
も
反
す
る
》
と
し
た
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
自
発
的
に
ブ
ル

ゴ
オ
ニ
ユ
の
身
分
の
決
定
に
任
せ
る
と
と
に
き
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
ら
に
よ
っ
て
彼
の
な
し
た
諸
々
の
約
束
を
破
棄
し
免
か
れ
ん
が
た
め
で
あ

っ
た
o

切
目
立
志

-SF
。匂

-
a
f
p
g・
ま
た
民

H
O
V
E
-
o
u
-
O
F
-
-
M
H
は
そ
れ
は
割
譲
さ
れ
る
民
衆
の
代
表
者
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
立
法
権

の
承
認
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
。
ロ

a
s，区白
Z
E
(固
な
け
。
町
田
含
品

g広
同
司
戸
田
町
一
胆

Zi--vωNH)
は
、
ド
ト
メ
エ
ヌ
の
不
可
譲
の
圏
内
公
法
上
の

原
則
を
、
国
際
条
約
の
有
効
性
に
迄
拡
張
す
る
と
と
に
疑
問
を
感
じ
て
い
る
。

'
P
E
P
Q胆
山
口
唱

(8・
a
f
s
-
H飽
lHg)
は、

F
ロ
目
白
窓
口
の
研
究

(
F
2
5広
島
自
冨
包

E
a
r
s
-
J
g
E
二
g
s
s
h
s
-
p

-b向山田
H
E
Zロ
品
。

θ
。白回。

Ego-
問
。
怠
丘
四
-
酔
・
巴

LUHU)
を
引
き
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
が
国
内
公
法
上
全
身
分
の
同
意
な
く
し
て
領
土
を
割
譲
し
え
ぬ
乙
と

が
、
国
際
法
上
も
そ
の
よ
う
な
条
約
を
有
効
に
締
結
し
え
な
か
っ
た
乙
と
花
、
と
す
る
。

J
1
s
g
y
F
白

ι
g芯
品
。
m
m叫∞ロ
P
ロ
4
・
F
各
担
匂
-
M
M門
戸
閉
凶
由
明

同
.
民

Fnvop
。
唱
・
。
戸
、
匂
・
M
W

伺・

間
宮
山
ロ

g
p
。匂

-nu--w同
Y
M品
lN聞
に
引
用
す
る
実
例
。
例
え
ば
、
一
回
世
紀
に
蜜
・
ル
イ

(ω
包

E
F富
山
田
)
は

hrsm。
ロ
・
に
切
何
百

g
z
g
と
切
。
百
四
a

回
目
出
。
ロ
の
主
権
を
譲
っ
た
。
一
八
世
紀
に
ん
イ
一
五
世
は
イ
ギ
リ
ス
に
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
セ
ネ
ガ
ル
、
ヵ
ナ
タ
を
譲
っ
た
。

間
一
四
九
五
年
二
月
シ
ヤ
ル
ル
八
世
は
身
分
に
諮
問
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
が
、
約
束
さ
れ
た
よ
う
な
全
身
分
の
代
議
員
を
招
集
す
る
代
り
に
、
地
方
身

分
及
び
諸
都
市
に
コ
ピ
ー
を
発
送
し
彼
ら
の
閲
意
を
も
と
め
る
に
止
め
た
が
、
そ
れ
は
単
な
る
通
達
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
冨
品
目
同
ぜ

AMPCMM・
a
m
N
 



nF-
冨
y
N
H
I
N
N
-
M
明
・
ロ
同
・
《
:
:
:
一

O
O
年
戦
争
の
期
間
中
、
国
王
は
そ
の
対
外
政
策
に
王
国
の
身
分
を
結
合
せ
ん
と
欲
し
た
。
と
の
償
行
は
、
国
際

条
約
中
に
王
国
の
身
分
に
よ
る
条
約
の
批
准
を
規
定
す
る
と
い
う
相
当
永
く
続
い
た
習
慣
の
起
源
ぞ
な
す
。
例
え
ば
一
四
九
二
年
、
一
五
一

O
年
、
一
五

一
四
年
の
条
約
中
で
は
そ
の
よ
う
に
さ
れ
た
。
国
王
は
し
か
し
、
全
身
分
を
招
集
せ
ず
、
コ
一
身
分
の
人
逮
は
、
そ
の
会
合
が
彼
ら
に
と
っ
て
よ
り
負
担
で

な
い
と
こ
ろ
の
地
域
的
会
議
に
お
い
て
彼
ら
の
承
認
を
与
え
た
の
で
あ
る
c
》

2
才
芯
?
冨
但
ユ

E-
出
目
忠
弘

Z
E
品
g
E
r
M
g宮町田
:
J
唱・坦
4
h
・

a・

日
出
片
岡

P
[一二七]品・

他
方
、

一
五
世
紀
初
期
に
の
ロ
立
脚
括
的
目
白
か
ら
恒
久
的
司
法
裁
判
所
と
し
て
独
立
し
た
パ
リ
の
パ
ル
ル
マ
シ

B
R
Z
g
o
E仏
伶

F
E
m
)

や

一
五
世
紀
か
ら
一
入
世
紀
に
か
け
て
設
立
せ
ら
れ
た
地
方
の
パ
ル
ル
マ
ン

は
如
何
。
そ
れ
ら
は

(句

R
Z
B
g
g
骨
日
)H252)

六
世
紀
以
降
次
第
に
そ
の
一
般
的
裁
判
権
を
判
用
し
て
公
的
事
項
に
進
出
し
、
特
に
、
登
録
権
、
建
白
権
及
び
法
規
的
判
決
権
等
の
非
司

法
的
権
限
に
よ
っ
て
、
重
大
な
政
治
的
勢
力
と
な
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
が
絶
対
制
王
権
と
の
深
刻
な
政
治
的
闘
争
を
惹
起
す
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
は
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
登
録
は
法
律
に
つ
い
て
要
求
せ
ら
れ
た
執
行
要
件
で
あ
る
が
、
パ
ル
ル
マ
ン
は
そ
れ
を
予

又
は
部
分
的
に
の
み
そ
れ
を
行
い
、
戎
は
条
項
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ
弘
明
v

め
検
討

(
4
私
立
由
。
与
し
て
、
登
録
を
拒
否
し
、

制
問
町
民
H
M
冊目

p
。司

-af-6・
沼
田
l
一∞∞
ω・間
a
l
m
s
-
m
O
4
l
g
4
・
野
田
、

8
・

aけ
よ
さ
・
品

8
8
u
-
台
悶
品
N
N
・

同

国

田

B
o
z
-
。同

V
-
a
f
毘
y
g
4
1
8∞-
m
o
u
J白
区
・
野
田
、

C
M
〉・

2
F
-
唱H
Y

注品
l

品
回
目
・
品
目
1

品目
N

・
国
主
は
パ
ル
ル
マ
ン
を
立
法
権
に
関
与
す
る
機
関
と

し
て
は
決
し
て
認
め
ず
、
単
な
る
意
見
の
み
を
許
し
た
。
結
局
登
録
の
拒
否
権
は
認
め
ら
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
が
、
登
録
の
担
否
後
建
自
に
対
す

る
国
玉
の
返
答
あ
る
迄
は
登
録
が
延
期
せ
ら
れ
、
困
難
な
時
期
に
屡
々
行
使
さ
れ
る
と
、
事
実
上
無
視
す
べ
か
ら
ざ
る
困
難
を
生
じ
た
。

こ
の
登
録
は
、
国
王
が
外
国
と
の
聞
に
締
結
す
る
条
約
に
つ
い
て
も
要
求
せ
ら
れ
、
通
常
パ
リ
の
パ
ル
ル
マ
シ
に
登
録
せ
ら
れ
れ
ば
全

フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
適
用
が
、
国
内
法
の
変
更
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
、
法
律
と
し
て
各

パ
ル
ル
マ
シ
に
よ
っ
て
登
録
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
パ
リ
の
パ
ル
ル
マ

γ
が
条
約
の
登
鉢
を
拒
否
し
た
例
が
み
ら
れ

- 13ー

H
Q
呪

ぞ

れ

は

条

約

mv国
内
的
執
行
犯
の
み
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
j
で
も
な
い
。

主君



二
ハ
一
四
年
全
身
分
の
機
能
の
停
止
以
来
、
諸
外
国
は
時
と
し
て
彼
ら
の
条
約
が
パ
リ
の
パ
ル
ル
マ
シ
に
よ
っ
て
登
録
さ
れ
る
と
と
を

そ
れ
は
そ
の
条
約
の
国
内
的
執
行
の
保
障
と
し
て
求
め
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
|
|
あ
た
か
も
全
身
分

〈
間
一
v

の
同
意
が
条
約
の
規
定
上
要
求
さ
れ
て
い
た
場
合
の
よ
う
に
。

こ
の
パ
リ
ノ
の
パ
ル
ル
マ
シ
に
よ
る
条
約
の
登
録
の
慣
行
も
、
一
六
五
九
年
の
ピ
レ
ネ
エ
(
句
可
広
忠

2)
条
約
の
場
合
を
最
後
と
し
て
廃

止
さ
れ
て
し
ま
っ
ヤ
革
命
前
に
お
け
る
国
王
の
外
交
大
権
日
そ
し
て
条
約
締
結
に
関
す
る
機
能
は
、
絶
対
的
に
し
て
争
う
べ
か
ら
ざ
る

要
求
し
た
が
、

も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

側
回
旬
出
品
目
白
"
。
同
y
a
?
"
同y
g
∞・

間
4

白血

g
a
P
8・
o-F
同】・柄。∞

-gg(H48

側
パ
リ
の
パ
ル
ル
7

ン
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
二
五
二
ハ
年
に
法
王
レ
オ
ン
一

O
世
と
の
聞
に
締
結
ぜ
ら
れ
た

)
9
5
0邑
巳

e

，

F
H
O何
回
惜
の
登
録
を
握
否
し
、
一
四
三
八
年
に
シ
ヤ
ル
ル
七
世
に
よ
り
公
布
さ
れ
た
同

vg問
自
由
民
心
ロ
叩
∞
S
2
5
H
M
合
同
O
G
品
。
田
を
引
続
き
適
用
す
る

ζ

と
を
宣
言
し
た
。
。
ロ
4
S
?冨
血
耳
目
P
O
M
M
・
a
f
H
}・
AR4m-

醐

嵐

広

g
p
o匂
-ay
沼
Y
M
W
0
1
8
・
一
八
一
一
一
一
年
一
一
一
月
一
一
日
の
カ
ジ
ミ
イ
ル
・
ペ
リ
エ
(
。
富
山
自
可
H
v
b
江
由
司
)
の
報
告
に
お
い
て
も
、
一
六
一
四
年
以

降
は
対
外
的
に
国
王
は
唯
一
の
機
関
だ
っ
た
レ
、
パ
リ
の
パ
ル
ル
マ
ン
に
対
す
る
登
録
の
様
式
も
失
効
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
同
高
官
。
句
形

3
p

d

司
吋
包
広
島
申
島
岡
10B
旬。
-zusg由t
J

問
。
合
同
・
切

-
B由
-
E
O
Z
H
・

側
そ
れ
は
国
王
の
園
内
的
な
立
法
権
、
課
税
権
等
と
は
別
な
、
固
有
の
一
権
力
と
し
て
意
識
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
後
に
み
る
よ
う
に
、

国
王
の
国
内
的
立
法
権
に
大
き
な
制
約
を
課
そ
う
と
す
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
も
、
こ
の
権
力
は
そ
の
ま
ま
触
れ
ず
に
国
王
に
委
ね
た
。

4
・
[
入
]
[
一

O
]

第

二

章

ロ
ッ
ク
に
お
け
る
連
合
権
(
片
足
。
円
弘

-
4
0
3
4
2叶
)
の
意
義

モ
シ
テ
ス
キ
チ

l
の
寓
民
法
に
関
す
る
事
項
を
執
行
す
る
権
力
は
、

と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
し
ば
ら
く
海
峡
の
彼
方
に
渡
っ
て
、

ロ
ッ
ク
の
連
合
権
の
直
接
的
な
影
響
の
も
と
に
設
定
さ
れ
た
も
の

ロ
ッ
ク
を
研
究
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。

-14-



仙
《
万
民
法
を
執
行
す
る
権
力
が
連
合
権
K
対
応
す
る
乙
と
は
些
の
疑
も
容
れ
な
い
。

v
ロ由品目白

F
F
5
3
5
2
z
gま
S
E
a
s
g

自問一】担問国

0
8
司

E
ロ
8
・
F
8
8日
ロ
巾
回
目
出
向

zzap-w
《
回
国
有
広
島

S
E
C
-
】V
耳
目
白
・
〈

-
F
2
0甲
少
巴
C
U

も
-
H
4
4
・
モ
ン
テ
ス
キ
且

l
の
《
万

民
法
に
関
す
る
事
項
を
執
行
す
る
権
力
は
ロ
ッ
ク
の
連
合
権
に
す
ぎ
な
い
》
沼
町
E
ロ
0・c
g
R
b
4
x
n
v
u
U
3日
付
ロ

0
5広
吉
江
。
ロ
ロ
由

-
z
g
B胆江
og--

H
由
白
m
w
u
M
M・
由
也
・

門==ー
l
t
ロ
ッ
ク
の
叙
述

ロ
ッ
ク
は
彼
の
政
治
二
論
(
吋

4
8
常

g
p
w
m
え
円
一
三

-m04開
g
g
g
H
)
の
第
二
巻
第
一
二
章
に
お
い
て
、
国
家
権
力
を
、
立
法
権
、
執

行
権
お
よ
び
連
合
権
の
三
権
に
区
別
し
た
。
連
合
権
合
区
別
す
る
根
拠
に
つ
い
て
彼
は
い
う
い

《
そ
れ
は
、
人
が
社
会
を
結
成
す
る
以
前
に
各
人
が
自
然
的
に
も
っ
て
い
た
力
に
相
応
す
る
も
の

rか
ら
、
自
然
的
と
呼
ん
で
も
よ
か
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

国
家
に
お
い
て
は
そ
の
構
成
員
は
:
:
:
社
会
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
が
、
他
の
人
類
に
対
し
て
は
一
団
体
を
な
し
、
社
会
の
構
成
員
が
以
前
に

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
他
の
人
類
に
対
し
て
は
な
お
自
然
状
態
に
あ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
誰
か
そ
の
社
会
に
属
す
る
者
と
そ
の
社
会
外
の
者
と
の

問
に
起
る
紛
争
は
公
に
処
理
せ
ら
れ
、
そ
の
団
体
の
一
員
に
加
え
ら
れ
た
侵
害
の
報
復
(
思
宮
司
丘
町
。
互
に
は
共
同
社
会
全
体
が
あ
た
る
か
ら
で
あ
る
。

故
に
全
共
同
社
会
は
、
そ
の
共
同
体
外
の
す
べ
て
の
他
の
国
家
若
し
く
は
個
人
に
対
し
て
は
、
自
然
状
態
に
お
け
る
一
団
体
な
の
で
あ
る
》
(
一
四
五
)
。

次
い
で
彼
は

そ
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
す
る

《
戦
争
と
講
和
、
連
盟
と
同
盟
(
戸
田
恒
関
口
市
山
田
忠
弘
胆
臣
官
ロ
ロ
冊
目
)
そ
し
て
そ
の
国
家
以
外
の
一
切
の
個
人
お
よ
び
共
同
社
会
と
の
あ
ら
ゆ
る
取
引
を
含
む
》

二
四
六
)
。

そ
し
て
最
後
に
、
執
行
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ

こ
れ
ら
の
二
権
力
は
《
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
全
く
別
の
も
の
だ
》

qgH守
色
l

白神戸ロ

2
Z
F
S
U
m
o
-
4
2
)
と
い
う
(
一
四
七
、

そ
の
性
質
上
の
相
違
に
つ
い
て
、
執
行
権
は

一
四
八
)
。

《
社
会
の
園
内
法
を
そ
の
社
会
の
内
の
各
部
に
執
行
す
る
権
力
V

- 15ー

で
あ
る
が
、
連
合
権
は

、、



パ
同
公
衆
が
利
益
ま
た
は
損
害
を
受
付
る
で
あ
ろ
う
あ
ら
ゆ
る
相
手
と
の
関
長
外
に
お
い
て
公
衆
の
安
全
と
利
害
を
処
理
す
る
権
力
》

と
し
、
そ
の
行
使
の
態
様
の
相
違
に
つ
い
て
い

-16ー

《
連
合
格
の
処
理
の
よ
し
あ
し
は
、
国
家
に
と
っ
て
重
大
事
で
は
あ
る
が
、
既
定
ゆ
恒
常
的
な
実
定
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
う
る
程
度
に
お
い
て
は
執
行

機
よ
り
も
は
る
か
に
劣
る

(
Z
Bロ
n
v
H
a田

g宮
-E由

gzazaaσ
『
;
・
)
。
従
っ
て
必
然
的
に
、
そ
の
権
力
を
握
る
人
々
の
慎
重
と
叡
知
に
ゆ
だ

ね
ら
れ
、
公
共
の
利
益
の
た
め
に
処
理
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
臣
民
相
互
間
に
関
係
す
る
法
律
は
、
彼
ら
の
行
動
を
相
調
律
す
る
の
だ
か
ら
、

そ
の
行
動
に
先
ん
じ
て
、
定
め
ら
れ
る
の
は
結
構
で
あ
る
。
し
か
し
外
国
人
に
関
し
て
行
な
わ
る
べ
き
こ
と
は
、
外
国
人
の
諸
々
の
行
動
と
諸
々
の
計
画
や

利
害
の
変
化
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
故
、
大
部
分
は

(ggけ
Z
F
3
庄
司
自
由
け
宮
一
三
よ
と
の
権
力
を
委
任
さ
れ
た
人
々
の
思
慮
に
委
ね

ら
れ
彼
ら
の
最
善
の
手
腕
を
も
っ
て
処
理
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
》
(
一
四
七
)

と
説
く
。

し
か
し
両
権
の
帰
属
者
に
つ
い
て
二
向
権
は

《
常
に
殆
ん
ど
拙
開
会
さ
れ
》
二
四
七
)
て
い
る
の
で
あ
り
、
《
分
離
し
て
同
時
に
異
な
る
人
々
の
手
中
に
委
ね
る
乙
と
は
殆
ん
ど
不
可
能
》
(
一
四
八
)
で
あ

る
。
何
故
な
ら
《
両
権
と
も
そ
の
実
行
の
た
め
に
は
社
会
の
{
武
)
力
を
必
要
と
す
る
が
、
国
家
の
(
武
)
力
を
異
っ
た
、
レ
か
も
従
属
関
係
に
立
た
な
い
手

中
に
委
ね
る
ζ

と
は
殆
ん
ど
実
行
不
可
能
で
あ
り
、
執
行
権
と
連
合
権
と
が
別
々
に
行
動
す
る
人
々
に
委
ね
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
公
の
(
武
)
力
が
別
々
の

統
師
に
服
す
る
こ
と
と
な
り
、
い
つ
か
は
混
乱
と
破
滅
を
招
き
か
ね
な
い
》
(
一
四
八
)
か
ら
。

彼
の
叙
述
す
る
と
こ
ろ
に
目
を
通
し
た
我
々
は
、

以
下
、
連
合
権
の
区
別
の
意
義
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

ま
ず

彼
の
権
力
分
立
論
一
般
と
の
関
連
を
た
ど
ろ
う
。

側

関
44
由
弓

g
g祖国
v
g
g
a
-
g・
4
g
w
E
N品・

3
・H
U
C
I
H
U
M
-

同
じ
く
、
宮
出
品
。

E
K
F若
宮

OPICsza
。。・
H
由

g
・

3
・∞∞

ls・
a-
邦
訳
松
浦

嘉
一
、
政
治
論
、
=
一
六
八
!
一
一
一
七
一
一
良
。
叙
述
の
相
対
的
表
現
に
つ
い
て
注
意
。

4
・
[
六

]
E
g
g
-

【
回
]
!
|
ロ
ッ
ク
の
権
力
分
立
論
一
般
と
の
関
連

ロ
ッ
ク
の
政
治
二
論
は
、
彼
の
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
概
括
的
で
は
あ
る
が
、
正
確
な
描
手
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
、

一
六
八
八
年
の
名
誉
革
命
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
、
制
限
君
主
制
の
憲
法
慣
行
が
表
現
せ
ら
れ
、

ま
た
、

正
当
化
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ



い
の
で
あ
る
。

仙
[
『
・
4
『・の

S肉
V
-
1
-
o
E
H
bロ
gw回
同

Y
L
E
g
-
回

VE--8目

vs-回目
mzaGag-
。岡崎。
E
・
5白
0
・
M}-HS・
ロ
同
・
酒
井
吉
栄
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
政

治
論
の
特
質
と
背
景
、
愛
知
大
学
法
経
論
集
第
二
一
信
用
、
二

O
七
|
一
一
一
七
頁
。

仰
の
。
gm町
、
名
-nFWMM・
ぉ
・
五
十
嵐
豊
作
、
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
体
制
と
理
論
に
つ
い
て
、
法
学
五
巻
五
号
、
三
三
頁
。
ロ
ッ
ク
が
立
法
権

を
最
高
と
し
な
が
ら
、
す
円
、
そ
の
後
で
執
行
権
に
「
き
わ
め
て
恕
す
べ
き
意
味
で
」
最
高
性
を
与
え
、
大
体
併
を
広
汎
に
認
め
る
な
ど
、
彼
の
理
論
は
《
そ

れ
自
体

κ於
い
て
非
論
理
的
で
矛
盾
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
乙
れ
彼
が
革
命
に
よ
り
成
立
せ
る
制
限
君
主
制
を
忠
実
に
基
礎
づ
け
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
》
。

清
宮
四
郎
、
権
力
分
立
制
の
研
究
二
九
五
O
)
一一一一一頁。

と
こ
ろ
で
、
彼
が
国
家
権
力
論
に
お
い
て
分
立
を
主
張
す
る
の
は
、
立
法
権
と
執
行
権
と
に
つ
い
て
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
厳
格
で
な

い
仕
方

rお
い
て
で
あ
る
。
彼
は
結
論
的
に
言
う
、
《
か
く
し
て
、
立
法
権
と
執
行
権
と
は
屡
々
分
離
き
れ
る
よ
う
に
な
る
》
(
一
四
四
)

と
。
こ
の
表
現
は
、
例
え
ば
、
被
告
人
は
司
法
裁
判
所
の
既
知
の
手
続
に
よ
っ
て
裁
判
さ
る
べ
き
で
、
政
策
的
考
慮
に
支
配
さ
れ
た
立
法
府

フランス憲法史における条約と国内法

の
議
決
に
よ
り
な
さ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
、
市
民
革
命
当
時
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ア

般
的
に
承
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
原
則
の
確
認
で
あ
る
と
と
も
に
、
な
お
貴
族
院
が
最
高
法
院
で
あ
り
、
(
裁
判
的
)
弾
劾
や
私
権
朝
奪
法
の

制
度
が
庶
民
院
に
残
存
す
る
現
実
を
も
無
視
で
き
ぬ
と
い
う
、

(H2im--巾
吋
)
の
教
義
に
発
し
、
名
誉
革
命
に
お
い
て
一

ロ
ッ
ク
に
特
徴
的
な
妥
協
的
態
度
の
一
端
を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
注
意
を
引
く
の
は

ロ
ッ
ク
の

ν
ス
テ
ム
に
お
い
て
司
法
権
が
特
別
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と

り
も
な
お
さ
ず
、
司
法
権
が
法
の
行
政
に
関
す
る
執
行
権
に
ほ
ぼ
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
二
度
の
革
命
の
成
果
と
し
て
大
権
(
行
政
)
裁
判

所
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
、
通
常
裁
判
所
の
前
に
一
行
政
官
庁
が
市
民
と
同
様
如
何
な
る
特
権
も
有
し
な
く
な
っ
た
、
す
な
わ
ち
普
通
法
か
ら
独

立
し
た
行
改
法
の
成
立
が
阻
止
さ
れ
た
と
い
う
、
英
国
に
お
け
る
近
代
的
な
法
の
支
配
の
成
立
の
制
度
的
背
景
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解

さ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

-11-
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携
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国
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、
名
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議
会
の
最
高
性
の
原
則
を
-
応
確
立
し
た
歴
史
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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ロ
ッ
ク
は
そ
の
成
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た
る

論
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限
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主
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解
し
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る
の
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っ
て
、
彼
の
権
力
分
立
論
も
そ
の
一
表
現
に
外
な
ら
な
し
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そ
し
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の

権
力
分
立
の

V
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テ
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今
日
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ば
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分
立
と
い
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こ
と
に
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る
。
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司
法
の
結
合
権
の
ゆ
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扱
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は
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の
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単
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刷
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し
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え
た
と
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で
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む
し
ろ
立
法
権
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、
ロ
ッ
ク
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え
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高
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管
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制
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が
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に
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乙
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追
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の
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を
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亨
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と
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仙
川
《
ロ
ッ
ク
が
権
力
分
立
の
理
論
を
与
え
た
最
終
的
な
形
態
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
の
は
、
国
王
と
対
等
の
地
位
を
え
ん
と
し
て
な
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の

議
会
の
闘
争
の
結
果
を
一
般
化
す
る
ζ

と
だ
っ
た
。
・
:
・
:
と
の
闘
争
の
数
段
階
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劃
す
る
と
こ
ろ
の
国
王
的
及
び
議
会
的
絶
対
主
義
、
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
の

独
裁
制
そ
し
て
国
王
絶
対
主
義
へ
の
復
帰
と
い
う
急
速
な
継
起
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
心
に
法
律
を
作
成
す
る
人
々
と
そ
れ
を
執
行
す
る
人
々
と
の
聞
に
或

る
調
和
的
な
パ
ラ
ン
不
が
必
要
だ
と
印
象
づ
け
た
。
こ
の
調
和
を
一
六
八
八
年
の
名
誉
草
命
が
達
成
せ
ん
と
誠
み
、
そ
の
時
代
の
流
儀
で
ロ
ッ
ク
の
エ

ッ
セ
イ
は
そ
れ
に
一
般
的
に
し
て
恒
久
的
な
真
理
と
い
う
後
光
を
与
え
た
の
で
あ
る

o
v
c
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旬
・
吋
江
白
今
日
nz.
。
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回
目
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与
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四
回
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【五
]
l
l連
合
権
の
区
別

自
然
法
・
万
民
法
の
観
念

以
上
に
み
た
立
法
権
と
執
行
権
と
の
分
立
の
理
論
は
、
当
時
迄
に
一
般
的
に
承
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
通
説
の
継
承
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い

ヵ=

ロ
ッ
ク
に
お
け
る
唯
一
の
独
創
点
は
連
合
権
の
区
別
に
外
な
ら
な
い
。

唯
一
の
点
で
も
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
も
そ
れ
が
、
他
の
著
者
に
よ
っ
て
追
随
さ
れ
な
か
っ
た

蝋
山
氏
は
こ
の
連
合
権
に
つ
き

- 19ー

《
連
合
格
は
、
明
ら
か
に
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
や
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
影
響
に
よ
っ
て
、
当
時
の
国
際
関
係
を
万
民
法
の
支
配
す
る
社
会
と
見
倣
し
、

そ
れ
に
対
処
す
べ
き
権
能
と
し
て
取
出
し
た
》



と
述
べ
る
。

ロ
ッ
ク
に
及
ぼ
し
た
グ
ロ
チ
ヲ
ス
の
影
響
の
性
質
お
よ
び
程
度
の
検
討
を
通
じ
て
吟

い
ま
こ
の
興
味
深
い
命
題
の
当
否
を

味
し
て
み
よ
う
。

ホ
ッ
プ
ス
よ
り
も
む
し
ろ
グ
ロ
チ
ヲ
ス
に
属
す
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
グ
ロ
チ

ク
ス
の
ロ
ッ
ク
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
否
定
し
え
な
い
も
の
が
あ
お
v
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
が
影
響
を
受
け
た
思
想
家
は
、
極
め
て
多
岐
に
わ

た
っ
て
お

Hv、
グ
ロ
チ
ク
ス
と
ロ
ッ
ク
と
の
聞
に
類
似
性
ゐ
り
と
す
れ
ば
、
彼
ら
が
屡
々
同
穫
の
問
題
を
論
じ
、
そ
し
て
そ
れ
に
解
答
を

与
え
る
の
に
類
似
の
理
性
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
た
す
け
を
か
り
て
な
し
た
こ
と
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
と
と
を
考
え
て
も
、
両
者

ロ
ッ
ク
を
政
治
思
想
史
上
位
置
づ
け
る
と
す
れ
ば
、

を
関
係
づ
け
る
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
権
力
を
第
二
次
的
権
力
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
植
民
地
に
課
税
す
平
権
力

ω
の
6

晶
F
O匂
-
a
f
p
H
S・
4

『。5
0
5
(
。℃-
a
f
匂

-H田
町
)
は
、

の
よ
う
に
。

凶
蛾
山
政
道
、
比
較
政
治
機
構
論
二
九
五
ご
五
八
頁
。

同

u
g包
括
・

8
・
a
f
ヲ

ω
8・

同
福
田
歓
て
道
徳
哲
学
と
し
て
の
近
世
自
然
法
(
一
一
)
、
国
家
、
六
七
巻
五
・
六
号
二
九
五
一
三
一
二
三
員
、

g
S
2・

回
初
・
同

gwoF
別
・
。
a
B宮
司
】
富
島
等
の
思
想
家
、
当

z
n
v
g
F
E司
gdタ
叶
山
口
。

gou
等
の
僧
侶
司
・
の

ss・0
℃・ロ

F

3・
M
ゐ・

刷
旬
。

g
F
S宮
・
回
目
器
官

S

F申
FFd『
O
同

S
E
E
-
a
-
s
d『
-
Sロ
阿
』
申
立

8
・
0
岡崎。

E
-
S
E
-
3・回申
l
白
4

・

と
ζ

ろ
で
ロ
ッ
ク
は
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
国
際
社
会
を
《
自
然
状
態
》
と
み
て
い
る
が
、
彼
の
自
然
状
態
・
自
然
法
・
万
民
法
の
観

念
を
グ
ロ
チ
ヲ
ス
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
き
は
い
か
な
る
相
異
を
見
出
し
う
る
だ
ろ
う
か
。

a. 

ロ
ッ
ク
の
自
然
法
研
究
の
関
心
は
主
と
し
て
認
識
論
に
あ
り
、
形
市
上
学
的
基
礎
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
、

よ
り
科
学
的
よ
り
非
宗
教
的
で
あ
っ
た
。

グ
ロ
チ
ク
ス
等
大

陸
法
学
者
の
方
法
は
、
主
と
し
て
法
学
的
或
は
歴
史
的
で
あ
り
、

b. 

ロ
ッ
ク
は
グ
ロ
チ
ヲ
ス
よ
り
更
に
明
確
に
万
民
法
と
自
然
法
と
を
区
別
す
る
。

ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
万
民
法
は
契
約
に
基
礎
を
有

- 20ー
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す
る
人
々
の
聞
の
種
々
の
明
示
ま
た
は
歎
示
の
一
般
的
合
意
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
自
然
法
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
‘
共
通

の
便
宜
に
よ
っ
て
人
々
に
示
唆
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
グ
ロ
ナ
ウ
ス
が
自
然
法
と
万
民
法
と
を
区
別
し
、
法
妥
当
の
二
元
性
を
認
め

た
と
と
は
そ
の
特
徴
と
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
万
民
法
の
究
極
の
妥
当
根
拠
は
自
然
法
に
仰
い
ぞ
お
り
、
万
民
法
を
体
系
づ
け
る
自

そ
れ
自
体
法
的
性
質
を
有
し
、
白
か
ら
の
資
格
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
と
考
え
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

然
法
は
、

そ
の
圧
倒
的
関
心
は
国
内
公
法
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
に
対
し
、
グ
ロ
チ
ヲ
ス

ハ
臼
)

い
う
ま
で
も
な
く
国
際
戦
争
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
私
法
的
題
材
が
相
当
広
汎
に
取
扱
わ
れ
て
い
る

が
、
国
内
公
法
に
は
む
し
ろ
第
二
次
的
に
論
及
す
る
に
止
ま
つ
允
。

C. 

ロ
ッ
ク
も
正
戦
に
つ
い
て
論
じ
は
す
る
が
、

の
主
要
な
関
心
の
対
象
は
、

制

-zgFSW0・
E
g苫
S
F
o
E毛
色

E
g
g
-
3・
8
i日
4
・
白
0
・

刷
ト
『

o
g
r
oロ
W
P
F
g
u『
由
。
回
答
申

E
毛
色

E
g
g
-
3・お・
5
H
i
H
a
日
・
彼
は
黙
示
的
な
例
と
し
て
、
使
節
の
自
由
通
過
、
自
由
貿
易
:
:
:
明
示

的
な
例
と
し
て
、
隣
国
と
の
国
境
劃
定
、
特
定
物
資
の
通
商
お
よ
び
輸
入
の
禁
止
を
あ
げ
る
。

問
田
畑
茂
二
郎
、
国
家
平
等
観
念
の
転
換
二
九
四
六
)
一

O
八
|
一
一

O
頁
。
立
作
太
郎
、
グ
ロ
チ
ユ

1
ス
及
び
其
名
著
「
戦
争
及
び
平
和
法
概
論
」

の
国
際
法
上
の
地
位
、
国
際
法
外
交
、
ご
四
巻
五
号
二
九
二
五
)
七
一
頁
。

附
田
畑
、

0MM・
巳
け
・
・
匂
-
H
H
F

横
田
喜
三
郎
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
に
於
け
る
国
際
法
と
自
然
法
と
の
関
係
、
国
際
法
外
交
、
一
一
四
巻
五
号
二
九
二
五
二
四
六

頁
。
《
国
際
法
の
拘
束
力
を
自
然
法
か
ら
伝
来
せ
し
め
て
い
る
乙
と
は
疑
を
容
れ
な
い

ov

同
横
田
教
授
(
。
MM-aF
緊
y

同町∞
i
H
S
)

は
消
極
的
抵
触
に
つ
い
て
内
形
式
的
に
は
、
厳
密
に
解
す
れ
ば
両
者
の
補
充
関
係
は
成
立
し
な
い
|
|
す
な
わ

ち
、
み
唄
す
か
ら
自
己
の
資
格
に
於
い
て
完
全
に
妥
当
し
う
る
か
ら
1
1
1
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
で
あ
る
》
と
す
る
。
田
畑
、

OHM-nF-MV匂
・
由
町
-

H
O白
L
M
M
l

ロN
-
a
・
4
『

-
m
n
v日
R
4
E
g
-
-
m官
-
8
5
5
5日
々
。
同

B
S
E
E
-
g
E・
3
・
2
・
ぉ
・
立
、
名
・
ロ

F
宅・

4
?
4
N
・

開
市
村
光
恵
、
フ
l
ゴ
l
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
(
一
ニ
・
完
)
、
法
学
論
叢
、
一
四
巻
六
号
二
九
O
八
)
八
八
頁
。
巧
-
F
E向。
F
8・
aFHM-A伊
丹
《
彼
の
主

要
目
的
は
国
家
の
支
配
者
逮
に
彼
ら
の
行
為
が
、
特
に
戦
争
の
理
解
及
び
そ
の
指
導
に
関
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
法
的
な
規
則
の
下
に
あ
る
ζ

と
を
証

明
す
る
ζ

と
に
あ
っ
た
。
》
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回

-zua-
胃
邑
g
営内同一

g
z

脚
ロ
ッ
ク
も
、
ロ

1
7
市
民
法

G
g
a
a
u
)
を
文
明
国
民
間
の
事
件
や
交
捗
に
有
用
な
も
の
と
考
え
て
い
た
が
。

z
g自
己
目
。
ロ
軒
目
。
け
宮
島

S
Z
3
5
E
C
0・け
H・
3
1国司

H
i
s
Z
5
0山口
m-
同∞
8
・
MM・∞
N4・
S
S
E
-

倒
立
、
。
匂
-
a
f
p
朗
自
「
《
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
所
謂
戦
争
は
単
に
国
家
間
の
戦
争
に
止
ら
ず
し
て
、
其
の
所
謂
私
的
戦
争
及
び
混
合
戦
争
を
も
含
み
、
叉
グ

ロ
チ
ウ
ス
の
所
謂
自
然
法
は
、
国
際
関
係
と
国
内
関
係
と
に
通
じ
て
存
す
る
も
の
な
る
に
よ
り
国
内
法
の
或
問
題
に
も
論
及
し
た
の
で
あ
る
。
》

- 22ー

そ
も
そ
も
ロ
ッ
ク
の
自
然
法
を
全
体
と
し
て
考
察
す
る
と
き
は
、
そ
れ
は
一
七
世
紀
の
プ
ロ
テ
ス
タ
シ
ト
・
ク
リ
ス
チ
ヤ
シ
か
ら
通
常

期
待
さ
れ
る
よ
う
な
道
徳
的
義
務
と
同
視
し
て
よ
い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
本
質
的
に
は
道
徳
的
準
則
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼

とカ2

を正
日戦
的を
と論
しじ
たIs、
ザ反

征
服
を
提
唱
す
る

場
メ与
ロ

も

そ
れ
は
諸
々
の
政
府
に
と
っ
て
道
徳
的
な
基
礎
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ

彼
は
そ
の
領
土
内
に
お
け
る
外
人
に
対
す
る
政
治
権
力
は
自
然
法
に
の
み
立
脚
す
る
と
し
、
法
律
の
効
力
は
外
人
に
迄
及
ば
な
い
と
す

る
。
ま
た
征
服
者
は
戦
争
に
参
加
し
な
か
っ
た
者
の
生
命
財
産
に
触
れ
え
な
い
し
、
参
加
者
で
あ
っ
て
も
そ
の
所
有
物
に
は
触
れ
え
な
い

と
す
喰
彼
は
現
実
が
正
に
そ
の
逆
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

M
V、
そ
れ
は
交
戦
国
の
一
体
性
に
対
す
る
我
慢
の
な
ら
な
い
制
約
を
置

ハ
叩
一
v

そ
れ
に
、
よ
っ
て
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
《
合
意
の
原
則
》
に
対
す
る
信
念
の
真
剣
さ
を
見
う
る
で
あ
ろ
う
。

く
こ
と
で
は
あ
る
が
、

帥
の
。
居
間
yoMV-afHV-NF
広
範
囲
に
わ
た
り
ロ
ッ
ク
の
自
然
法
に
つ
い
て
の
イ
ン
ス
ピ
レ

1
シ
ヨ
/
の
源
泉
は
バ
イ
ブ
ル
で
あ
り
、
彼
は
自
由
に
そ

れ
を
引
用
す
る
。

側

hp吋笹口司
Z
g
a
v岳
民

HFhrg吏
H町
田
由
広
聞
け
。
弓
え
答
申
】
胆
毛
色

E
氏。口

P
5
4
Z
&
a・
20d司
J

問。円
w-
冨
R
B
E
R
M
-
E
E
-
匂
-
H
E・
ロ
V

ク
は
ト

ー
ス
ト
の
正
戦
論
に
執
着
し
、
正
戦
の
場
合
に
於
い
て
の
み
勝
利
者
は
被
征
服
者
の
上
に
権
利
を
取
得
す
る
と
確
言
し
て
い
る
(
同

-nv担問
y
u門〈
F
H
4
8。

問
。
同
色
丘
-
向
。
402gmwロ
F
H
F
n
v
a
y
戸

[

む

]

倒

C
同
nFi-
向。

40司ロ
g
ぬ
ロ
ゲ
ロ

-n宮
司
-
M〈
戸
[
弓
∞
-H∞
ωム
∞
臼
]

間

2
a
s
m
0
4
R
E
S
F
F
S
8・
M門戸
[Hg]

倒
。
。
ロ
札
H・。
MYO同伴・・

MM・
S
・。同

a
i
-
"。
4
0
5
5
8
?
H
F
ロ
FPU-M2戸
[H4問
]
《
:
;
:
征
服
と
い
え
ど
も
国
民
の
同
意
が
な
い
限
り
新
国
家
を
建

設
し
え
な
い
。
》
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そ
れ
ら
は
、
彼
の
圏
内
公
法
の
理
論
体
系
に
マ
ッ
チ
す
る
も
の
で
は
あ
る
。

し
か
し
国
際
法
の
問
題
に
つ
い
て
彼
が
試
み

K
正
戦
論
の

法
律
的
或
は
政
治
的
根
拠
に
基
づ
く
合
理
的
説
明
に
至
つ
て
は
、

そ
の
必
死
の
試
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
宗
教
的
超
越
的
思
惟
に
逃

避
し
て
し
ま
い
、
彼
の
思
想
体
系
に
適
合
し
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
い
訳
に
は
ゆ
か
な
い
川
ド
こ
れ
は
上
述
し
た
自
然
法

の
観
念
の
一
般
的
性
格
、
圧
倒
的
な
関
心
が
国
内
公
法
に
存
し
た
こ
と
か
ら
充
分
首
肯
し
う
る
こ
と
だ
ろ
う
。

ω
Z
E号
2
8・0
M
M
・
nF-
匂・

HR-

【
穴
]
|
|
ロ
ッ
グ
に
お
け
る
連
合
権
の
意
義

以
上
の
考
察
を
綜
合
し
て

ロ
ッ
ク
に
お
け
る
同
盟
権
の
区
別
の
意
義
を
確
定
し
よ
う
。

ロ
ッ
ク
の
権
力
分
立
の

ν
ス
テ
ム
は
結
局
、
今
日
の
用
語
で
、
立
法
権
と
、
執
行
(
六
権
を
含
む
)
・
同
盟
・
司
法
の
結
合
権
と
の
厳
格

で
な
い
分
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
こ
と
は
既
に
み
た
。
彼
の
三
権
の
区
別
、

す
る
に
止
ま
る
よ
う
に
み
え
る
。

こ
こ
で
我
々
は
、

し
た
が
っ
て
同
盟
権
の
区
別
は
純
然
た
る
理
論
的
意
義
を
有

ロ
ッ
ク
が
単
な
る
政
治
評
論
家
で
は
な
く
、
本
職
の
哲
学
者
だ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
彼
は
一
六
八

八
年
の
ホ
イ
ッ
グ
革
命
の
憲
法
原
則
の
弁
証
を
目
的
と
し
て
出
発
し
た
が
、

そ
の
た
め
に
彼
は
た
だ
周
囲
の
状
況
か
ら
そ
れ
が
便
宜
だ
と

るをい
。ーラ

Lー
と

を
力
説
す
る
だ
け
vc. 
、止
ま
ら
ず

そ
の
原
則
が
純
粋
理
性
の
帰
結
と
一
致
す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

な
し
た
の
で
あ

ω
。・
4
『

-
E
m
u
-
N
S
E
E
m
g
t同
¥
君
臨
ロ

a
E関
口

E
F
o
z
o
g
E
z
c
o
s
-
S
E自己
E
官
官
山
口

N
e
g
-
-回
目
白
切
四
位
置

m
N
S
〈
2
・

p
a回
忌
官
官
凹
ロ
広
島
件
。
何
回
晶
〈
由
民
酔
阻
由
自
問
回
目
。
ゲ

F
N
H
E
F
H
U白
4
・
m-R
ロ同・同

-
U田
区
(
旬
。
宮
山
ロ
世
ご
宮
口
一
時
耳
目
白
閉
口

m
g
E
F
B
F
S
E

S
ω
S傍胆
9
2
2司
J

問。同
w-
凶

g
q
図。
-
P
H
U
N
G
-
M
M
-
A
H
O
)

は
、
乙
の
区
別
に
特
別
な
価
値
を
認
め
な
い
。

仰
の
。
怠
岨
F
・。同
Y
O
F
W
回

V

・隠ω・
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彼
が
国
際
社
会
を
自
然
状
態
と
み
、
そ
れ
に
対
処
す
る
権
力
と
し
て
の
迎
合
権
を
、
園
内
法
秩
序
の
執
行
権
と
作
用
的
に
区
別
し
た
後

機
関
的
に
結
合
し
た
こ
た
}
は
、
彼
の
哲
学
者
、
理
論
家
と
し
て
の
洞
察
と
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
、
そ
し
て
同
時
に
本
質
的
に
は
実
際
家
で
あ
っ

た
彼
の
他
の
面
を
、
端
的
に
示
す
も
の
と
私
は
解
す
る
。

当
時
の
慣
行
に
お
い
て
、
外
交
関
係
が
議
会
に
お
い
て
議
論
せ
ら
れ
、
政
治
的
統
制
が
試
み
ら
れ
た
の
は
二
ハ
一
二
年
に
は
じ
ま
る
と

さ
れ
り
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
、
法
的
な
制
限
を
課
そ
う
と
試
み
ら
れ
た
こ
と
は
未
だ
嘗
て
な
か
っ
切
虫
干

5
3
2諸
に
お
い

て
は
、
裁
判
所
は
議
会
制
定
法
が
国
王
の
外
交
大
権
迄
も
制
限
し
え
ぬ
こ
と
を
自
明
の
理
と
し
て
い
る
。

同
。
。
白
mv・
a
-
n
F喝・

5・

ω
吋
・
回
・
民
MVM
己
S
A
M
-

目
。

gg-苦
a
z
g
z
u
g弓
え
聞

um-sppgσ
広島問。・

5
8・
署
-
M
U
∞
igo・
8
∞
・
同
判
決
は
一
六
三
七
年
、
同
判
旨

に
つ
い
て
比
較
的
詳
し
く
は
〈

-U-r関
弘
司
除
吋
・
国

-
F
g司一
8
P
C
8
2
5

。。g
t百
三
O
ロ
と

FmwdFAPSE--
。
凶
砂
丘
・

HUE-
回以

y
g
l
g

特
に

-v
・

a-

島

ロ
ッ
ク
は
こ
の
憲
法
慣
行
を
、
制
限
君
主
制
を
安
固
な
ら
し
め
る
よ
う
な
仕
方
で
説
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
何
故
な
ら
ば
、

そ
の

最
高
性
を
確
立
す
る
に
至
っ
た
議
会
は
、

そ
の
余
勢
を
か
つ
て
二
ハ
一
二
年
以
来
の
傾
向
を
増
大
し
、
国
王
の
外
交
大
権
に
重
大
な
侵
害

を
惹
起
す
る
に
至
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
彼
は
、
連
合
権
が
執
行
権
と
性
質
上
《
そ
れ
白
体
に
お
い
て
は
全
く
別
》
だ

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
執
行
権
が
論
理
的
に
従
属
を
不
可
避
な
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
最
高
機
関
た
る
立
法
権
の
法
規
の
支
配
か
ら
、
連
合

権
を
解
放
す
る
。
そ
し
て
連
合
権
を
、
個
人
が
自
然
状
態
に
お
い
て
自
然
的
に
保
持
し
て
い
た
力
に
な
ぞ
ら
え
る
と
い
う
、
国
際
社
会
に

対
す
る
現
実
的
な
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
帥
権
の
保
持
者
た
る
国
王
に
切
り
離
し
が
た
く
そ
れ
を
帰
属
せ
し
め
る
の
で
あ

をる
読
み連
う合
る権
とを
思め
うEぐ
。る

ロ
ッ

ク
の
推
論
の
背
後

私
は
そ
の
よ
う
な
彼
の
実
際
的
意
図

l
l少
な
く
と
も
そ
の
理
論
の
果
す
役
割
|
|
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国
際
社
会
を
自
然
状
態
と
し
た
ロ
ッ
ク
は
、

そ
こ
に
自
然
法
の
支
配
を
当
然
認
め
て
い
る
訳
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
国
際
社
会
を
支
配

す
る
自
然
法
は
グ
ロ
チ
ヲ
ス
の
そ
れ
と
聞
い
ん
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
単
な
る
道
徳
的
洋
則
た
る
に
止
る
。
そ
こ
で
は
万
民
法
と

の
関
係
は
切
断
さ
れ
て
い
託
。
自
然
法
の
支
配
す
る
自
然
状
態
に
留
ま
る
国
際
社
会
は
、
必
ら
ず
し
も
《
万
民
法
の
支
配
す
る
社
会
》

だ
と
は
い
え
な
い
。

む
し
ろ
ロ
ッ
ク
は
、
《
侵
害
の
報
復
》
《
武
力
》
を
重
視
す
る
現
実
主
表
者
で
あ
り
、

当
時
の
《
王
朝
の
格
闘
U
V

に
お
い
て
、

い
か
に
万
民
法
が
尊
重
さ
れ
て
い
な
い
か
を
直
視
し
て
い
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
複
雑
微
妙
、
変
転
極
り
な
い
万
民
法

法
律
の
き
束
か
ら
全
く
解
放
し
て
制
限
君
主
の
裁
量
に

上
の
取
引
を
、
彼
は
、
自
然
状
態
に
お
け
る
カ
の
自
然
的
な
行
使
に
な
ぞ
ら
え
、

ゆ
だ
ね
た
。
留
保
さ
れ
て
い
る
の
は
自
然
法
、
す
な
わ
ち
道
徳
的
な
拘
束
に
す
ぎ
な
い
|
|
こ
れ
が
迎
合
権
の
叩
論
の
機
能
だ
と
い
え
よ

う

、，、.、，、，

し
た
が
っ
て
蝋
山
氏
の
命
題
を
変
更
し
て
《
当
時
の
国
際
関
係
を
白
然
状
態
と
見
倣
し
、

そ
れ
に
対
処
す
べ
き
機
能
と
し
て
》
連
合
権

フラ1 ンス憲法史における条約と園内法

を
取
出
し
た
と
す
る
方
が
、
ロ
ッ
ク
の
思
想
に
よ
り
忠
実
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

連
合
権
の
含
む
理
論
的
価
値
に
つ
い
て
は
、
後
に
ふ
れ
よ
う
と
思
う
。

問
和
田
小
次
郎
、
近
代
自
然
法
学
の
発
展
、
二
ご
八

l
二
二
九
頁
《
自
然
状
態
論
に
出
発
す
る
限
り
、
国
家
相
互
の
関
係
は
な
が
自
然
状
態
に
あ
る
と
見

ぎ
る
を
得
ず
、
こ
の
関
係
を
処
理
す
る
権
能
を
対
内
的
権
能
と
区
別
け
二
口
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
》
。
私
は
本
文
の
一
よ
う
に
、
区
別
の
実
質
的
歴

史
的
意
義
を
臆
測
し
て
み
た
。

刷
。
同
色
4
F
H
向
。
4
m
B
H
H
M
g件
同
十
[
由
・
4
w
m山
-
H
U
]

内
自
然
状
態
は
そ
れ
を
支
配
す
る
自
然
法
を
有
す
る
。
そ
れ
は
凡
て
の
者
を
義
務
づ
け
:
:
:
ま
た
全
人

類
の
平
和
と
保
存
と
ぞ
命
ず
る

ov

- 25ー

(7) 

4
・
2同
】

g-[五
]

(8) 

立
法
府
の
政
治
的
統
制
を
必
ら
ず
し
も
排
除
し
て
は
い
な
い
。
彼
の
連
合
権
の
叙
述
の
相
対
的
表
現
に
注
意
さ
れ
た
い
。
司
-
m
g
U司白・[一一一]



第

三

章
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モ
シ
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
け
る
万
民
法
に
関
す
る
事
項
を
執
行
す
る
権
力

[
七
]
|
|
混
乱
と
そ
の
原
因

モ
シ
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、

そ
の
著
《
法
の
精
神

V
中
の
最
も
有
名
な
章
、
第
一
一
篇
第
六
章
《
英
国
憲
法
に
つ
い
て
》
の
冒
頭
に
お
い
て

述
べ
て
い
る
口
《
す
べ
て
の
国
家
に
は
三
樺
の
権
力
が
あ
る
。
立
法
権
、
万
民
法
に
関
す
る
事
項
を
執
行
す
る
権
及
び
市
民
法
に
関
す
る

事
項
を
執
行
日
一
る
権
》
と
。
そ
し
て
こ
の
《
第
二
の
権
力
に
よ
り
彼
は
講
和
又
は
戦
争
を
な
し
、
大
使
一
を
派
遣
後
受
し
、
治
安
を
保
持
し
、

侵
入
に
備
え
る
》
の
で
あ
る
。

そ
れ
は

ロ
ッ
ク
の
連
合
権
に
殆
ん
ど
正
確
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
事
実
、

そ
れ
は
既
に
み
た
よ
う
に
ロ
ッ
ク
の
連
合
権

の
直
接
的
な
影
響
の
も
と
に
設
定
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
第
三
の
市
民
法
に
関
す
る
事
項
を
執
行
す
る
権
力
は
、

今
日
言
う
と
こ
ろ
の
執
行
権
か
ら
渉
外
権
を
除
い
た
権
力
プ
ラ
ス
司
法
権
を
意
味
す
る
と
解
き
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し

こ
の
《
第
二
の
権
力
U
V
に
《
治
安
保
持
U
V
と
い
う
国
内
事
項
が
加
え
ら
れ
て
い
る
点
は
、

ロ
ッ
ク
ゐ
迎
合
権
と
本
質
的
に
相

矛
盾
す
る
。

し
か
も
彼
は
、

と
の
第
二
の
権
力
を
直
ち
に
《
国
家
の
執
行
権
》
と
言
い
換
え
て
お
り
、
第
一
二
の
権
力
を
も
っ
て
端
的
に

《
裁
判
す
る
権
力
》
と
呼
ぴ
な
お
す
。
モ
シ
テ
ス
キ
ュ
ー
は
ロ
ッ
ク
を
出
発
点
と
は
し
た
が
、

え
る
に
至
る
の
で
あ
る
ザ
結
局
、
こ
の
警
石
権
力
は
今
日
通
常
言
わ
れ
て
い
る
用
法
で
、
執
行
権
に
該
当
し
、
第
三
の
権
力
が
司
法
権

に
あ
た
る
と
解
し
て
よ
か
ろ
い
乙

そ
れ
か
ら
逸
脱
し
、
彼
独
自
の
内
容
を
与

(2) (1) 

宮
沢
俊
議
訳
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
法
の
精
神
(
上
)
、
岩
波
文
庫
、
二
ご
七
頁
、

の
・
』
申
呂
田
o
F
b」
口
問

auaw日
ロ
冊

mg-白
g-mV】
qp
切
ゐ
『
ロ

pHUNH-m-
由。
ω・

以
下
引
用
は
同
訳
に
よ
る
。

然、
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4司
・
閃
酔
問
ケ

N
ロ
同
国
口
付
加

E
gロ
m州場
ー
巧
笹
口
品
目

5
m
g
E
M
V
S
E。
自
由
伸
一
昨

ι目
白
内
申
毛
色
け
由
昇
。
ロ
自
寝
耳
目
ロ

N
q
g
-
H
u
s・
g・町田
Jm4・
山
回
・
同

S
同
E

B
g
p
h
F一
回
国
司
帥
耳
目
的
晶
の
白
羽
色
付
回
ロ
品
開
。
目
。
ロ
白
血
目
的
。
司
丘
三
口
品
。
ロ
」

F
S
E
E
S
ω
S巳
2
4
0ロ
KMgo巴
E
u
5
a・
m-
∞
品
:
。
・

4司
冊
目
骨
骨

F
U
2

C
E出
品
田
伊
け
目
。

2
c
o
d『巴
g
E
a
-
g
m川
口
出
品
品
目
。
巧
包
包
湾
問
吋
〈
叩
民
国
白
血

E
m・
5
∞
Mum-N0・
宮
沢
俊
義
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
法
の
精
神
、
一
五
七

頁
。
清
宮
、

0
匂・白日仲・・同

V-E-

(3) し
か
ら
ば
彼
の
こ
の
混
乱
は
何
故
に
起
っ
た
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
色
々
の
説
明
が
あ
る
。
ま
ず
、

こ
の
第
二
の
権
力
に
つ
い
て

《
彼
は
、
秩
序
と
法
の
執
行
と
を
確
保
す
る
た
め
の
国
内
に
お
け
る
公
の
式
カ
と
政
府
の
行
為
の
使
用
が
、
外
交
行
為
お
よ
び
国
際
関
係

に
お
け
る
武
力
の
行
使
と
性
質
上
の
類
似
性
を
提
示
し
て
い
る
と
と
を
明
確
に
み
て
い
前

V
と
い
わ
れ
る
。

ま
た
彼
は
こ
の
《
万
民
法
に
関
す
る
事
項
を
執
行
す
る
権
カ
V
と
い
う
定
式
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
《
法
適
用
》
(
自
州
民
山
田
可
釦

E
円伶)に

対
立
す
る
《
統
治
UV(moロ〈⑦吋ロ
o
g
g同
)
を
示
さ
ん
と
し
た
こ
と
は
炊
を
容
れ
ぬ
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
予
め
国
の
立
法
者
に
よ

っ
て
定
立
ぜ
ら
れ
た
規
定
に
そ
の
行
為
を
従
わ
し
め
る
義
務
の
な
い
こ
と
を
示
す
。
彼
が
国
内
公
法
に
関
す
る
事
項
の
執
行
に
触
れ
な
か

っ
た
の
は
、
当
時
は
今
日
と
異
な
っ
て
未
だ
に
行
政
と
い
う
観
念
が
充
分
に
発
達
せ
ず
、
そ
れ
は
司
法
的
要
素
を
も
た
な
い
統
治
と
同
義

語
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
統
治
を
、
短
か
く
明
確
完
全
に
定
義
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
が
、
結
局
術
語
に
窮
し
て
、

表
現
で
満
足
す
る
他
は
な
か
っ
た
の
だ
と
さ
れ
る
@

そ
の
よ
う
に
腰
昧
な

(6) (5) (4) 

回国

g
aロ
の
言
葉
。
沼
田
白

g
P
8・
0F-
匂
均
切
の
引
用
に
よ
る
O

F
g
w
E
g
g
-
属
。
ロ
ー
廿
曲
目
白
邑

2
・
504・匂・

8
・

回世司
nwv白
ロ
目
。
ロ
・
。
匂
-
n山A
u
-
-

同】・巴串・

ま
?と

ロ
ッ
ク
は
実
際
上
立
法
権
と
連
合
・
執
行
の
結
合
権
を
分
立
し
た
の
み
で
あ
っ
た
が
、

と
も
さ
れ
る
。

- 21ー

モ
シ
テ
ス
キ
ュ
ー
も
そ
の
ま
ま
そ
の
連

合
・
執
行
両
権
の
混
聞
を
継
承
し
た
隠
す
ぎ
な
い
の
だ



結
局
モ
シ
テ
ス
キ
ュ
ー
の
こ
の
部
分
の
暖
昧
さ
は
、

な
部
分
で
あ
る
恐
ら
く
は
外
交
大
権
に
著
目
し
て
、
《
万
民
法
に
関
す
る
事
項
を
執
行
す
る
権
力
》
と
し
て
取
り
出
し
た
こ
と
、

当
時
は
未
だ
に
明
確
な
行
政
と
い
う
観
念
が
成
立
す
る
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
彼
の
注
意
は
執
行
権
の
明
確
な
定
義
を
と
び
と
し

て
、
司
法
権
を
特
別
な
権
力
と
し
て
独
立
せ
し
め
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
、

ロ
ッ
ク
の
同
盟
権
の
直
接
的
影
響
の
も
と
に
国
壬
の
権
力
を
、

そ
の
最
も
固
有
的

し
カミ

も

- 28ー

と
説
明
で
き
ょ
う
か
。

的
。
色
町

op
出

g
g
m
G邑
g
S
F
可
包

E
。
ロ
官
民
け
円
台

o
g
m
E
g
g
吋
一
言
吉
田
・
句
釦

EPHus-同
YH4u・

刷

4

宮崎

g-[
一O
]

帥
乙
の
乙
と
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
当
時
強
力
な
中
央
集
権
的
行
政
が
整
備
さ
れ
て
い
た
乙
と
と
必
ら
ず
し
も
矛
盾
す
る
訳
で
は
な
い
。
今
日
V
う
と
こ

ろ
の
行
政
(
史

E
E田
g
a皇
は

警

察

(E-g)
と
い
う
言
葉
(
観
念
)
で
表
明
さ
れ
て
い
た
。
。

-EOマ
5
5
-
P】
V芯
ロ
阿
国
内

E
E
Z
a
z
g
z

b
d
S邑田
"NE--HV静岡
2
・U
世出

OFHUE-
害
-
S∞・

0け
伊
国
箆

g
g・。
g
a
b
-
b
g
g
g町
0
2出
国
宣
混
合
品
円
。
主
同

S
S曲目
F
M朗
匙
;
句
雪
山
田
-

gguJH宮
町
・
毘
Y
問

44・
2
∞
・
ロ
同
・
切
回

B
W
Eロ
gpCM)-aFWH】
・
白
血
・
《
警
察
と
い
う
一
般
的
な
名
称
、
か
、
司
法
的
な
も
の
を
も
た
な
い
公
役
務
の
一

群
を
我
々
が
指
定
す
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
と
混
同
さ
れ
て
い
た
。
》

帥
司
法
権
を
独
立
な
一
権
力
と
し
て
取
り
出
し
た
こ
と
の
理
由
は
色
々
推
測
さ
れ
て
い
る
。

E
S
呂
田
『

B
E
E
Z
E
F署
長
gm-
符
5
8
E
R

凶冊目け

NWHUB-
皆
-H
。iHH《
パ
ル
ル
マ
ン
は
、
一
こ
の
政
治
的
勢
力
と
な
る
。
司
法
の
み
で
な
く
立
法
を
も
支
配
す
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
自
身
パ
ル
ル

マ
ン
の
院
長
で
あ
る
が
、
パ
ル
ル
マ
ン
の
中
K
、
彼
の
観
念
規
定
に
よ
れ
ば
、
専
政
制
か
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
と
乙
ろ
の
君
主
制
に
と
っ
て
必

須
の
も
の
た
る
中
間
勢
力
を
見
出
し
た
》
。
五
十
嵐
豊
作
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
イ
ギ
リ
ス
憲
法
論
の
一
解
釈
、
法
学
六
巻
三
号
、
七
三
頁
。
《
モ
ン
テ

ス
キ
ュ
ー
が
現
実
に
欲
し
た
の
は
、
専
制
主
義
を
隠
和
に
す
る
こ
と
、
し
か
も
高
等
法
院
の
政
治
権
力
を
普
の
よ
う
に
し
て
隠
和
に
す
る
こ
と
で
あ
る
い
V

。

同
著
者
、
法
学
六
巻
五
号
、
六
二
頁
。
《
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
パ
ル
ル
マ
ン
の
独
立
を
論
じ
た
の
は
、
当
時
の
パ
ル
ル
マ
ン
の
見
解
と
同
様
に
今
や
王
権

の

r
g
g
晶冊一ロ世角川町

HS
に
よ
り
た
た
き
つ
け
ら
れ
た
パ
ル
ル
マ
ン
の
復
興
、
し
か
も
極
め
て
謙
遜
し
た
範
回
で
の
独
立
の
維
持
を
求
め
ん
と
す
る
た
め

で
、
機
能
的
容
在
は
表
面
に
す
ぎ
ず
、
他
の
ご
権
力
と
同
様
に
や
は
り
実
体
的
権
力
だ
っ
た
乙
と
を
知
る
》
。
同

2
B
E
E
S
F
J
E
M
O
S
S弓
F
E

M
M
S
n
a
s
a
g
o品目
E
m
H
0
4
0
B
E
S
F
F
s
e
p
呂田

F
E
S
L
u
g
-
3・
U4l毘
・
但
し
、
清
宮
教
授
(
権
力
分
立
制
の
研
究
、
六

O
頁
)
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
腐
敗
し
た
パ
ル
ル
マ
ン
を
み
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
陪
審
制
に
心
惹
か
れ
た
の
ピ
と
解
し
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
単
純
な
推



、
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断
は
で
き
な
く
な
る
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
一
七
世
紀
を
通
じ
て
立
法
権
と
執
行
権
の
み
な
ら
ず
司
法
権
の
区
別
も
明
瞭
(
に
意
識
さ
れ
て
い

た
)
で
あ
っ
た
と
の
。
口
事
(
。
匂
・
色
付
・
匂

-uu)
は
言
っ
て
い
る
が
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
イ
ギ
リ
ス
に
遊
学
し
た
二
七
二
九
|
一
七
一
一
一
一
)
の
は
一
七

O

一
年
の
王
位
継
承
法
の
成
立
に
よ
っ
て
裁
判
官
の
地
位
の
国
王
か
ら
の
独
立
が
確
保
さ
れ
た
後
で
あ
っ
た
と
と
が
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
と
思
う
。
。
同
・
回
・

同
S
E
S
P
K
F
g
a吋
巴
官

:
J
m
w
g
h
g
m円
「
閉
口
仲
間

g
g括
:
・
ム
・
ぉ

-h
な
お
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
司
法
権
に
は
今
日
で
執
行
権
と
呼
ば
れ
る
で

あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
ロ
ッ
ク
と
同
じ
よ
う
に
し
て
、
混
同
き
れ
て
い
る
と
も
さ
れ
る

Q
C
o
g
m
y
o
H
y
a
f
-
v
u∞・

〔
八
]
ー
ー
そ
の
権
力
分
立
論
と
の
関
連

モ
シ
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
力
分
立
論
は
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
機
能
的
に
も
人
的
に
も
ま
た
実
目
的
に
も
、
可
能
な
か
ぎ
り
立
法
権
と
執
行

機
と
司
法
権
と
を
分
離
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
執
行
恨
の
首
長
が
恒
否
権
に
よ
っ
て
立
法
を
阻
止

す
る
権
能
を
有
す
る
こ
と
や
、
立
法
府
が
法
律
の
執
行
に
つ
い
て
、
そ
の
執
行
方
法
を
監
督
す
る
権
能
を
有
す
る
こ
と
は
、

ュ

l
自
身
の
権
カ
分
立
の
原
則
に
対
す
る
明
白
な
変
則
だ
と
さ
れ
る
。

モ
シ
♂
プ
ス
キ
‘

フラ.ンス憲法史における条約と国内法

山

岡
V・』民同

Ha-呂
田
仲
。
凹
可
申
品
冊
目
脂
回
白
山
由
史
認
旬
。
ロ
C
G口
白
骨
ロ
白
血

8

3沼
百
三
回
目

4
2
-
E
g
o
s
-
?
?
N
-
由
主
句
・
∞

4Hw
《
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
理
論

に
お
い
て
争
う
乙
と
の
で
き
ね
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
権
力
分
立
の
原
別
で
あ
る

cv

問
。
・
旬
。
毘
ロ
巾

w
-
K
E向
。
百
冊
目
出
品

2
s
z
z青
少

HUNymω
・由

Elacm-
《
彼
と
彼
の
す
べ
て
の
先
人
達
と
の
間
の
意
義
深
い
相
違
は
次
の
点
に
存
す
る
。

す
な
わ
ち
、
彼
の
国
家
の
理
組
型
に
お
い
て
は
、
主
観
的
(
形
式
的
)
な
区
別
と
客
観
的
(
実
質
的
)
な
区
別
と
が
全
く
一
致
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
に
対

し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
至
る
迄
の
問
、
客
観
的
な
区
別
の
認
識
は
主
体
の
区
別
に
基
づ
い
て
い
な
が
ら
、
そ
の
周
一
人
格
が
よ

り
多
く
の
叉
は
全
部
の
作
用
に
あ
ず
か
ら
し
め
ら
れ
る
と
い
う
乙
と
は
趨
一
か
の
障
害
と
も
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
国
王
は
あ

ら
ゆ
る
国
家
行
為
に
関
与
す
る
。
》
。
号
芯
砂
鼠
色
官
事
(
。
。
ロ

E
σ
E
S
P
-
p
s
g
z
o
窓
口

b
z
z
品
工
面

g
?
H
V
R
F
切

-m即
時
予
仲

-HHHUNM-

同
】
同

Y

(
間・∞

-
g
-
g
-
ぉ

-HHD-H臼
同
・
)
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
三
つ
の
国
家
作
用
を
絶
対
的
に
区
別
し
独
立
す
る
機
関
に
分
配
し
た
と
解
し
て
い
る
。

清
宮
、
。
匂

-ap-
唱
-
A
F
4
・
《
:
:
・
・
一
般
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
か
れ
の
主
張
の
重
点
は
、
国
家
の
権
力
を
学
問
的
に
区
分
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
実
質

的
権
力
と
形
式
的
権
力
と
を
で
き
る
だ
け
一
致
き
せ
、
し
か
も
抑
制
と
均
衡
の
作
用
に
よ
っ
て
、
各
権
力
を
分
立
さ
せ
よ
う
と
い
う
政
治
的
な
要
請
を
展

開
す
る
乙
と
に
あ
っ
た

6
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
》

- 29ー



同
一
の

-
r
g
g
F
h
F
H向山町露出。
z
o
g
g
g阿部可
m-ω
・∞

2
・
g
g
H・
《
こ
こ
に
権
力
分
立
の
原
則
に
つ
い
て
の
疑
の
な
い
変
則
が
横
た
わ
る
。
恒
寄
権
の

行
使
は
そ
の
性
質
に
お
い
て
決
し
て
執
行
行
為
で
は
な
く
、
そ
れ
は
:
:
:
立
法
の
手
続
に
お
け
る
一
つ
の

krgoニ
で
あ
る
。
あ
た
か
も
他
院
で
決
定
せ

ら
れ
た
決
議
に
対
抗
す
る
立
法
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
。
》
え
・
』
・
1

『・。

Z
4担
-
F
F
U
ω
V
a
a
s
a
-。ロ

hus--。
宮
司
足
。

5
8
G
a
g
g可
O
H
P

P
S宮
b
e
a
p
g
o円。骨
Z

Fロ
巳
広
島

.
2
6
Z
Z
F
島
知
器
包
企
曲
、
口
問
。
回
出

E
江口
O

国
富
江

2
・
H
V
R
F
2
2
F
同

U
N
也・

3
・
HSJHa-

(口町白ユ

g
呂
田

8
5
m
E
D
)
教
は
伐
の
以
対
論
が
注
目
さ
れ
る
。
教
授
に
よ
れ
ば
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
《
法
の
精
神
》
に
お
い
て
叙
述
し
た
憲
法
忠
怨
の
根
本
原
理
を
、
権
力
分
立
だ
と
考
え
る
の
は
誤
り
だ
と
い
う
。
そ

も
そ
も
機
能
的
な
特
殊
化
、
し
た
が
っ
て
機
能
の
分
離
の
観
念
と
、
《
相
互
に
旺
止
す
る
》
と
い
う
観
念
と
は
、
論
混
的
に
絶
対
に
両
立
し

え
な
い
。
彼
が
提
唱
し
た
方
式
は
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
非
累
積
、
す
な
わ
ち
三
作
用
中
の
三
又
は
二
作
用
を
同
一
機
関
が
持
つ
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
権
力
分
立
の
原
則
な
ら
ば
、
総
て
の
非
絶
対
主
義
的
憲
法
に
見
出
さ
れ

る
も
の
で
、
決
し
て
そ
シ
テ
ス
キ
ュ
ー
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
政
治
的
重
要
性
あ
り
と
判
断
さ
れ
る
本
質
的
な
原

立
法
府
と
政
府
と
の
相
互
の
法
律
的
独
立
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
笑
現
を
欲
し
た
と
こ
ろ
の
迎
念
(
広
常
)
は
、
国
家
の
最

そ
れ
ら
の
協
働
を
必
要
的
且
つ
自

こ
の
通
説
に
対
し
て
は
、

ν
ャ
ル
ル
、

エ
ぞ
ン
マ
シ

則
は
、

高
権
を
共
同
的
に
二
機
関
(
立
法
府
と
政
府
、
立
法
府
二
院
を
分
け
て
考
え
れ
ば
三
機
関
)
に
与
え
、

由
な
も
の
と
し
、
相
互
の
抑
制
を
決
定
的
に
か
か
わ
り
あ
う
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
庸
を
え
た
立
法
を
期
待
し
、

と
さ
れ
る
。

そ
の
理
想
と

す
る
緩
和
さ
れ
た
政
体
を
実
現
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、

(4) 

。
宮
司

E
盟国

a
g白
E-F.
《阿国
M
M
H

片
倉
色
合
国
》
由
ニ

2
8酔
g
t。
z
g句
S
S
E
-品
吉
田
沼
氏
自
問
。
目
。
月
広
島
田
昌
弘
吉
吋
向
日
・

mgu--HUω∞-

M
M
匂

-
H
g
g
伊
《
三
権
の
う
ち
ど
の
権
力
も
同
時
に
一
作
用
の
完
全
な
帰
属
者
で
も
な
く
、
そ
の
欣
一
の
作
用
に
お
い
て
専
同
化
さ
れ
た
主
人
で
も
な

い
。
立
法
府
は
立
法
権
力
に
単
に
関
与
す
る
に
す
ぎ
ず
、
反
対
に
法
律
の
執
行
ぞ
統
制
す
る
。
政
府
は
た
し
か
に
執
行
作
用
を
完
全
に
行
使
は
す
る
が
、

し
か
し
最
高
的
行
使
で
は
な
い
。
政
府
は
更
に
拒
否
権
に
よ
っ
て
立
法
権
に
関
与
す
る
。
裁
判
所
は
司
法
作
用
に
お
い
て
専
同
化
さ
れ
て
は
い
る
だ
ろ
う

が
、
し
か
し
そ
れ
は
完
全
に
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
立
法
府
が
或
場
合
に
は
そ
れ
を
行
使
す
る
か
ら
い

v
e匂
-H4HJH4N)UFHF
宮

g
r

〈三
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S
E
a
s
t。
ロ
ロ
申
ロ
∞
宕
出
向
。

E-a宮
MOF
品
自
由

Fmw
宮
口
白
血
山
由
旬
。
-
一
位

Gd巾
白
け

g
g号
ロ
立
。
ロ

E
-
r
品
。
出
。

58Acgdw
巴町凶・

3
・
同
∞
∞
伯
仲
伊

凶

W

A

m

一
言
に
し
て
言
え
ば
権
力
が
権
力
を
抑
制
す
る
、
乙
れ
が
自
由
な
憲
法
の
秘
密
で
あ
る
》
司
・
!
『
胆
ロ

2
・。
}
v
n
E・
・
匂
・
∞
お
・

刷

。

g
岳
協
回
窓
口

g
S
F
F
w
倉
昌
弘
け
品
冊
目

-gy---匂・
5
・

Mwa・
《
彼
は
決
し
て
諸
権
力
を
完
全
に
分
離
す
る
こ
と
を
考
え
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
諮
権
力
の
集
中
を
修
正
す
る
と
と
を
考
え
た
;
:
:
》
問
。
『
旨

mg

盟
国

OF
凶
げ
骨
骨

F
g
a
s
h
-
胃
胆
白
骨
日
ロ
0

0
同

g
a
s口
問
。

2
5
5
8グ

HLOロ品。
P
宮市け

Z
E
S
L
u
g
-
同】・∞∞・

附
乙
の
意
味
で
な
ら
ば
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ツ
ク
・
ル
ノ
ー
も
権
力
を
分
立
し
た
、
立
法
権
(
人
民
)
と
そ
れ
に
従
属
す
る
執
行
権
と
に
。
回
目
窓
口

B
Pロ
P

F・

《A
官
官
広
島

a-。山田》
:-MV・
同
∞
タ
目
。
け

O
H・

同
盟
国
自
包
担
HHF
志
向
島
・
喝
事
同
飽
IS--
口
同
・
小
島
和
司
、
権
力
分
立
と
司
法
権
の
独
立
、
季
刊
法
律
学
、
一
八
号
(
一
九
五
四
)
一
一
頁
。

こ
こ
で
モ
シ
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
力
分
立
理
論
に
深
く
立
ち
入
っ
て
考
察
す
る
こ
と
は
任
務
で
は
な
い
。
た
だ
次
の
点
を
指
摘
す
る
に
止

め
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
理
想
は
、
彼
が
実
際
に
観
察
し
た
一
七
三

O
年
前
後
の
英
国
の
政
治
制
度
の
強
い
影
響
の
も
と
に
構
想
せ
ら
れ

た
制
限
君
主
制
の
理
想
で
あ

M
v
立
法
府
と
執
行
府
と
の
法
律
的
な
相
互
の
独
立
・
平
等
が
保
障
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
事
実
上
の
協
働

条
約
締
結
作
用
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う

一
べ
つ
を
投
じ
て
お

が
必
須
と
さ
れ
る
こ
と
は
、

立
法
作
用
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
あ
る
。

件
以
ら
ば
そ
れ
は
、

か
。
こ
の
問
題
の
結
論
を
急
ぐ
に
先
立
っ
て

モ
ン
テ
ス
キ

4

1
の
万
民
法
に
対
す
る
一
般
的
な
思
想
に
つ
い
て
、

」
F

」
v
円
ノ
。

帥
ロ
同
・
富
山
司
日
向
山
口
0
・のロ

S
N
b
i
R
F
V胆
白
金
田
吋
即
け
目
。
ロ
品
目
白
唱
。
ロ

S
町田
e

島田

E
F胆
宮
口
田
宮
司
C
ロ
H
Z
5
2
8ロ
住
吉
位
。
ロ
ロ
白
日
目
。
骨
屋
。

E
g
G
a
g
-

MV広田
-m凹司。日『
u

]

戸間百四日凶・同

MMV・岡市町同ー。仲田・

同
区
芭
吋
日
ロ
由
国

HWHEOFHV芯
白
山
田
向
凶
骨
身
。
広

g
ロ
聞
け
広
三
日
。
ロ
回
由

Y
N
b
p
同
Mmw江田
-
F
m
H
E
M〉

SNUw
匂・

8m-

仰
そ
れ
は
《
二
一
政
政
体
》
(
肉

2
4
0
B叩
8
8け
伊
品
。
g
H
け
b
g田
)
で
あ
る
o

《
ζ

の
レ
ジ
ー
ム
は
制
限
君
主
制
に
外
な
ら
な
い
:
:
・
そ
れ
は
、
議
会
と
国
王

と
の
相
互
の
独
立
性
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
O
i
-
-
-
そ
こ
で
は
国
家
的
諮
決
定
は
、
各
々
相
手
そ
自
己
の
意
見
に
服
せ
し
め
る
た
め
の
強
制
力
を
持
一

た
な
い
と
こ
ろ
の
対
立
す
る
ご
機
関
の
一
致
か
ら
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
そ
ζ

に
特
に
獲
得
き
れ
た
平
等
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
政
府
幻

の
大
権
ぞ
奪
取
す
る
た
め
の
、
長
い
闘
争
に
お
い
て
議
会
が
勝
利
し
た
最
初
の
段
階
で
あ
っ
た
。
》
別

SA仙
の
国
府

E
S
F
M
H
b
m私
自

gMM自
由
白
隠

S
S可
申
朋
旬
、
一



品
目
回
鼠
色
胆
ロ

m
g
。
胆
吋
吋
恥
《
凶
申
居
世
-
一

z
a
s∞∞
w

H

V

・

8
一
色
・
国
富
田
問
。
戸
田

8
・
C
8
2と
p
gミ
。
崎
戸
担
当
胆
ロ
品
目

S
F
岡
常

s
a
c
-
p
g怠・

3
・
混
同
l
槌

N
U
M
E田
O
P
E
-内
g
a
s
g
g邑申
FSw
切
由
ュ

F
J
~包
括

4
S
E
-
-
g
m胃
仲
間
関

OFHUN
印ム
ω・回日∞

INS・
清
宮
訳
、
一
般
国
家

学
、
五
七
四
|
五
七
五
頁
。
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[九
]
l
l
a
そ
の
万
民
法
の
観
念

モ
シ
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
い
て
は
、
自
然
法
は
自
然
状
態
に
お
け
る
人
聞
の
本
性
か
ら
生
ず
る
必
然
的
な
関
係
で
あ
り
、

て
の
よ
う
な
道
徳
的
準
則
と
じ
て
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ロ
ッ
ク
に
お
い

彼
は
実
定
法
を
、
万
民
法
、
政
法
、
市
民
法
に
分
類
す
る
が
、
万
民
法
と
は
地
球
上
の
異
な
る
人
民
相
互
の
関
係
を
律
す
る
法
で
あ
る
。

そ
し
て
万
民
法
隠
そ
の
性
質
上
次
の
原
理
に
立
つ
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
国
民
は
相
互
に
平
時
に
於
い
て
は
出
来
る
だ
け
多
く
の
善

を
、
又
戦
時
に
お
い
て
は
出
来
る
だ
け
少
し
の
害
を
な
す
べ
し
、
彼
ら
の
真
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
の
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
。

彼
は
圏
内
社
会
に
お
け
る
市
民
を
規
律
す
る
市
民
法
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
、
国
際
社
会
に
お
け
る
各
人
民
を
律
す
る
万
民
法
を

考
え
て
い
る
。
彼
は
各
国
家
の
特
別
法
が
個
人
や
個
人
の
集
団
の
保
存
の
任
務
を
有
す
る
の
と
全
く
同
様
に
、
万
民
法
の
目
的
は
諸
国
家

の
保
存
に
あ
る
と
考
え
た
。
万
民
法
は
、
事
物
及
び
人
聞
の
性
質
に
起
訴
を
有
す
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
諸
国
間
の
協
約
に
よ
っ
て
補
完
も

さ
れ
る
。

(4) (3) (2，) (1) 

4
・
2-M吋
M

r

{

五
]

-AEE白
色

曲

目

』

g
h
M
2
H
-
H
(同
)
・
一
宮
沢
訳
(
王
、
一
一

O
コ一頁。

切
需
品

E
g
g
-
冨

ozaGas-504・§・
u
p
E
骨

O目
立
ロ
芯
自
己

HOE--MYEH・

可
阿
佐
官
存
念
血
宮
山
田
-
F
臼

-
a
-
z
g号
gg-
。。
5
2
0
広
田
件
。
『
『
:
J
匂・

H
-

し
か
し
彼
は
外
交
活
動
及
び
そ
の
成
果
た
る
条
約
に
対
し
て
過
少
評
価
し
か
与
え
な
い
。
政
治
条
約
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
通
商
条



約
で
す
ら
彼
に
と
っ
て
は
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
万
民
法
特
に
条
約
が
甚
だ
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
結
局
、
盲
目

的
で
野
蛮
な
武
力
が
、
諸
王
や
諸
人
民
の
運
命
を
決
定
す
る
事
実
を
認
め
る
。
彼
ば
寸
ノ
ン
・
ピ
エ
ー
ル

(ωmFE七
日
巾
吋
詰
)
の
平
和
思
想
に
一

方
な
ら
ぬ
敬
意
を
表
し
は
す
る
が
、
彼
自
身
は
決
し
て
永
久
平
和
の
可
能
性
を
信
じ
な
い
。
彼
は
常
に
現
実
の
世
界
に
身
を
置
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

フランス憲法史における条約と園内法

同
刷
《
毘

OV冊目白血
H
H

枢
機
郷
の
常
時
商
議
す
る
と
い
う
絡
律
ぽ
諸
国
王
聞
の
不
信
を
増
大
す
る
に
相
応
し
い
絡
律
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
第
に
確
立
し
た
。
そ

れ
ら
か
ら
結
果
す
る
条
約
ゃ
、
J

決
し
て
起
り
も
し
な
い
こ
と
を
規
定
し
、
起
る
だ
ろ
う
乙
と
は
決
し
て
規
定
し
な
い
諸
条
項
は
、
丁
度
移
し
い
法
律
が
市

民
間
に
訴
訟
を
増
大
せ
し
め
る
よ
う
に
、
い
た
ず
ら
に
廃
棄
の
機
会
を
増
大
せ
し
め
る
の
み
で
ゐ
る

VHVOロ
g
b由
主
吋
尽
肉
巾

g
g
Z
含
冨
。
耳
目
田

G
a
g
-

M∞SiMUCH-
仲・口
VMY
臼

H∞・

制
イ
ギ
リ
ス
が
他
国
民
と
の
閲
を
規
整
す
る
関
税
を
殆
ん
ど
も
っ
て
い
な
い
と
と
を
賞
揚
す
る

o
E
U昌
一
ユ
け

ι
g
Z
2・
凶

M
P
4
8・

M

W

M

w
一
回
目
匂
ユ
什
島
由
回
目
。
F
M
M〈
F
N
C
(凶)・

出

開

旬

-
u
a
z
p
旨

o
E
o
z
a
o
p
H
V世
江
田
・
司
色
町

E
n
g
-
H由
民
"
】

U・
日

H0・

川
同
国
・

2u面
白
Z
白
自
白
色
二
塁
t
E
2
E
Z
g
p
-
S
島
出
身
。

5
B
E
E
S
-
け
-HWH∞
g-M}・
8H-u
《
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
決
し
て
箭
b
め
て
し
ま
わ
な
い
。

彼
は
救
済
手
段
を
悪
の
性
質
自
体
の
う
ち
に
探
究
す
る
。
彼
は
現
実
的
な
世
界
の
外
に
決
し
て
身
そ
皿
障
か
な
い
。
彼
は
そ
こ
に
逗
入
り
込
み
、
そ
れ
と
混

ざ
り
あ
い
、
そ
れ
を
観
る
、
乙
の
世
界
が
あ
る
べ
き
よ
う
に
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
が
あ
り
ま
た
行
動
し
て
い
る
よ
う
に
。
》

h
F
5
2仲
m
o
g
F
富
。
ロ

gm'

S
M
M
U
d
-

司
号
2・
回
目
ロ

v
g
g
H
H
U
N
H・匂
-HNH・

結
局
彼
の
万
民
法
論
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
氏
の
二
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。

に
限
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
他
は
、
征
服
者
が
被
征
服
者
を
殺
説
・
破
壊
す
る
権
利
を
も
た
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
点
、

そ
の
一
つ
は

正
当
戦
争
を
厳
格
に
防
衛
戦
争

で
あ
る
。

し

か
し
、
彼
の
こ
の
主
張
は
た
し
か
に
、
正
義
と
公
正
の
理
念
に
発
す
る
国
際
法
に
関
す
る
道
徳
的
に
高
く
評
価
さ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
は
国
王
に
対
し
て
な
ん
ら
法
的
制
約
を
認
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
拘
束
力
は
専
ら
国
王
の
良
心
と
顧
問
官

達
の
慎
重
と
に
の
み
及
ん
喝

- 33ー



論

州
問
彼
は
国
家
の
防
衛
戦
争
の
正
当
性
を
個
人
の
正
当
防
衛
の
そ
れ
と
同
様
に
信
じ
て
い
る
。
そ
し
て
先
制
攻
撃
を
な
し
う
る
の
は
、
ペ
ル
シ
ヤ
人
の
手
紙

(
M
円
。
〈
同
)
で
は
、
攻
撃
さ
れ
た
同
盟
国
を
救
援
す
る
戦
争
を
数
え
て
い
た
が
、
法
の
精
神
で
は
自
己
の
破
滅
を
劃
策
し
準
備
す
る
国
民
に
対
し
て
に
か
ぎ

っ
た
(
同
国
間
宮
辻
晶

g
Z日目・凶・悶・
2
1∞
)
)
。
そ
の
他
、
彼
は
政
府
の
形
態
を
決
定
す
る
と
こ
ろ
の
領
土
の
大
き
さ
が
抵
抗
力
の
様
式
を
も
決
定
す
る
と

F

し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
的
方
法
を
も
っ
て
、
君
主
に
対
し
、
征
服
の
精
神
が
迷
妄
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ん
と
し
た
の
だ
と
さ
れ
る
o

u
a
M
2・。匂・白日仲・・匂
-
M
H
∞・

凶
グ
ロ
チ
ウ
ス
や
プ
フ
エ
ン
ド
ル
フ
等
が
征
服
者
に
は
殺
裁
や
奴
隷
に
す
る
権
利
あ
り
と
し
た
の
に
対
す
る
果
敢
な
反
対
に
と
き
れ
、
そ
れ
は
当
時
の
国

際
法
に
も
た
ら
し
た
本
質
的
な
変
更
で
あ
り
、
道
徳
の
分
野
に
お
け
る
輝
か
し
い
獲
得
だ
と
3
れ
る
。

om食
品
♂

O
H
)
n
Z
3
目

y
N
H白
l
N
H
m
-

仰

4
・
Fu白
血
H
H
江
什
島
40m
ニ。町田
-
M円
-
M
-

[一

O
]
|
|
モ
シ
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
け
る
条
約
締
結
権
の
意
義

モ
シ
テ
ス
キ

A

1
に
お
け
る
条
約
締
結
作
用
は
、
結
局
、
国
王
国
有
の
専
権
に
属
し
、

立
法
府
の
法
律
的
・
政
治
的
統
制
か
ら
完
全
に

独
立
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

立
法
作
用
に
お
け
る
が
ご
と
き
事
実
上
の
協
働
の
必
要
す
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
法
律
の
執
行

(HE松
田
可
知

E
B
)
の
作
用
で
は
な
く
、

法
律
の
き
束
か
ら
自
由
な
統
治
(
ぬ

8
4
0
5
σ
s
g
g
の
作
用
で
あ
る
。

そ
れ
は
単
に
法
律
を
抽
象

か
ら
具
体
に
機
械
的
に
転
換
す
る
作
用
の
み
に
局
限
さ
れ
る
と
と
な
く
、
上
述
の
よ
う
に
法
律
の
き
東
か
ら
自
由
な
裁
量
行
為
を
含
む
、

む
し
ろ
こ
の
権
力
の
最
も
固
有
の
領
域
が
そ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
表
明
さ
れ
た
の
だ
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

彼
に
お
け
る
万
民
法
に
関
す
る
事
項
を
執
行
す
る
権
力
は
、
ム
7

日
で
い
う
執
行
権
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、

は
《
法
の
精
神
》
第
一
一
篇
第
六
章
二
段
の
こ
の
権
力
の
内
容
と
し
て
例
示
さ
れ
た
事
項
の
性
質
か
ら
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
制

限
君
主
制
の
国
王
の
固
有
の
権
力
を
、
議
院
か
ら
完
全
に
独
立
な
も
の
と
し
て
礎
定
す
る
。
条
約
締
結
権
は
正
に
そ
の
よ
う
な
性
質
の
作

用
な
の
で
あ
る
。

(1) 

。・

4『

-Emu-N日
回
目
一

goFEm-
司
自
己
ロ
ロ
関
口
昆

3
6
Z
m
g
t
r
母国

ps-けS
E
E
m凹
官
官
一
宮
田
・
目
立
ロ
F
H
g
4・
m・
2
・
《
:
:
:
彼

- 34一



フランス憲法史における条約と圏内法

I 

(冨。

E
g
A
a
g
)
が
こ
の
自
働
機
械
的
な
法
律
の
適
用
を
要
請
し
た
の
は
専
ら
司
法
権
に
関
し
て
の
み
で
ゐ
る
(
一
一
篇
六
章
一
七
、
四
九
項
)
と
い
う
事

実
か
ら
、
彼
は
執
行
権
の
活
動
的
決
定
(
弘

8
z
a
oロ回目
nZ40凹
)
の
う
ち
に
、
な
か
ん
ず
く
大
権
の
基
礎
に
も
と
づ
く
行
為
の
う
ち
に
、
抽
象
的
な
も
の

か
ら
具
体
的
な
も
の
へ
の
単
な
る
機
械
的
な
転
換
行
為
を
ζ

え
て
《
自
由
載
量
》
す
な
わ
ち
政
治
的
決
断
及
び
創
造
的
形
成
行
為
に
至
る
と
と
ろ
の
一
要

素
を
認
め
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
と
の
こ
と
は
ま
た
執
行
行
為
の
列
挙
(
一
一
篇
六
章
ご
項
)
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る

ovu
。
胆
岡
山
旬
・

司
弘
色
巳

oy
。
。
自
己

g
a
o一E
H
閃

0
2
2
B
S仲
自
色
品
。

B
2
5
4・
2
。
若
吋
。

F
E
S
L
u
g
-
-
)
-
H
4
4
は
、
こ
の
執
行
機
は
ま
た
《
イ
ギ
リ
ス
の

法
律
家
が
常
に
注
意
深
く
特
別
な
目
的
の
た
め
に
と
っ
て
お
い
た
大
権

g
g
g官
江
4@)
を
含
ん
で
い
た
。
》

u
c
v
R】
白
目
別

c
g
m
g
p
句
】
仏
国

0
8
8

窓
口

b
g
a
E
e
a什

Z
g
g
p広
O
E
H
宮
σロロ噌け
-
F

町
民
F
M
v
a
S
F
H出
品
弁
喝

-
N
S
E
E
0・
も
彼
が
条
約
締
結
権
寄
国
王
の
排
他
的
・
絶

対
的
特
権
と
解
し
た
ζ

と
を
示
し
て
い
る
。
口
同
-
C
P
己

ωロ
V
E
g
-
J
F民
即
日
目
己
口
問
問
】
岳
司
0・
切
。
ュ

F
国
戸

g
z
o
F
S
N∞
-
z
g含
g
n
w
S
E
m
-
H∞師、

は
、
執
行
権
は
《
単
な
る
法
律
の
適
用
で
は
決
し
て
な
く
、
国
家
の
固
有
の
活
動
で
あ
る
》
と
す
る
。

。
。
三

3
1
1清
宮
教
授
(
権
力
分
立
制
の
研
究
、
五

O
頁
)
は
《
か
れ
に
お
い
て
は
、
法
律
の
執
行
で
な
い
「
政
治
的
決
定
行
為
」
い
わ
ゆ
る
「
政
治
行

為
」
は
介
入
す
る
余
地
が
な
い
。
ロ
ッ
ク
の
い
う
司

5
5
N胆
丘
司
自
に
も
特
別
の
地
位
は
与
え
ら
れ
ず
、
ま
た

p
p
g
t
4白
可
申
請
。
司
は
「
万
民
法
に
関

す
る
事
項
を
執
行
す
る
権
」
の
う
ち
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
》
と
す
る
。
し
か
し
万
民
法
に
関
す
る
事
項
の
執
行
権
の
固
有
的
部
分
が
実
は
「
政
治
行
為
」

そ
の
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
《
「
政
治
行
為
」
は
介
入
す
る
余
地
が
な
い
V

の
で
は
な
く
、
《
改
め
て
記
述
す
る
必
要
の
余
地
が
な
い
》
わ
け
に
す
ぎ
な
い
。

乙
の
点
同
教
授
の
解
釈
に
は
根
本
的
に
疑
問
を
い
だ
く
。
。
・

4『
冊
目
骨

2
・ロ

2
c
z
z
g
R
含
吋
の

2
1
p
-
g
E巴
g
m
g晶
品
目
。
喝
。
百
世
話
可
〈

2
・

F
田明白ロ時

-SωN・
mm-
悶

0
・
Nω
《剛

HOMHSS回
同
州
と
い
う
表
現
の
下
K
把
握
さ
れ
て
い
る
《
政
治
的
決
断
》
の
特
質
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ

ー
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
全
く
容
し
な
い
》
《
対
外
政
策
の
分
野
を
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
法
律
に
従
属
す
る
と
考
え
て
い
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
そ

れ
が
法
律
に
従
属
す
る
権
力
と
い
う
意
味
で
の
執
行
権
で
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
》
と
す
る
。

彼
は
王
朝
の
格
斗
と
し
て
の
征
服
戦
争
相
つ
ぐ
国
際
社
会
の
現
実
を
観
察
し
て
、

そ
れ
を
抑
制
し
そ
の
野
蛮
を
緩
和
す
る
た
め
に
、

ロ

ツ
ク
が
自
然
法
に
よ
っ
て
な
し
た
と
こ
ろ
を
、

正
義
と
公
正
の
理
念
か
ら
、

ま
た
歴
史
的
・
経
験
的
事
例
を
引
証
し
、
時
と
し
て
デ
カ
ル

ト
的
方
法
を
交
え
て
、
万
民
法
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
な
し
た
。

し
か
し
そ
れ
は
国
王
の
良
心
に
対
す
る
道
徳
的
教
訓
を
提
示
す
る
に
止
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な
ん
ら
法
律
的
に
拘
束
力
あ
る
|
|
或
は
法
律
的
に
他
の
権
力
と
関
係
す
る
|
|
条
約
締
結
権
の
制
約
で
は
な
い
。

ナ
ポ
レ
オ
シ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
が
モ
シ
テ
ス
キ
ユ
ー
を
師
と
し
た
と
い
わ
れ
尚
一
り
は
、
法
律
上
無
制
約
な
外
交
(
和
戦
)
権
力
の
独
占
者

寺
Amhノ
、



が
、
有
益
な
諸
々
の
道
徳
的
教
訓
を
摂
取
し
え
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
か
。
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(2) 

白
色
Z
0・
z
e
o同
工
異
曲
自
由
民

S
弘

吉

E
5
ι
s
m
g
y江
田
胃
邑

8
2
p
g宮
田
由
島
市

H4∞由伊

H∞お・
H
M
E
z
-
-
z
i仲
O
P
H也
監
ゐ
・
ロ
・

第

四

章

ジ
ャ

γ
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ

1
と
条
約
締
結
権

=
=
ー
ー
ル
ソ
ー
に
お
け
る
立
法
権
と
執
行
権

e

ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
主
権
は
一
般
意
志
に
存
す
る
。
こ
の
一
般
意
志
の
表
現
が
法
律
で
あ
り
、
主
権
の
行
使
は
立
法
権
と
混
同
さ
れ

る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
立
法
権
は
主
権
的
権
カ
と
同
義
語
と
な
る
の
で
あ
る
。
彼
に
お
け
る
政
府
は
ま
た
執
行
権
と
同
義
だ
と
い
っ
て
よ

、。
3
V
 衆

知
の
ご
と
く
彼
は
こ
の
主
権
す
な
わ
ち
立
法
権
を
人
民
自
身
に
帰
属
せ
し
め
、
直
接
民
主
制
を
主
張
し
、
代
表
民
主
制
を
強
く
排
斥

す
る
。
彼
の
社
会
契
約
論
(
の

Oロ
骨
三
回

onE)
の
原
理
に
よ
れ
ば
、
人
民
は
代
議
士
を
指
名
し
う
る
が
、
後
者
は
些
か
も
立
法
権
を
有
す

人
民
が
常
に
投
宗
に
ょ
っ
て
そ
れ
を
承
認
し
又
は
拒
否
す
る
決
定
権

る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
法
律
を
準
備
し
編
纂
し
う
る
に
止
ま
り
、

を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ω

会
ソ
l
の
用
語
に
お
い
て
、
主
権
者

(
8
5
3
E
は
立
法
権

G
2
4
aニ
金
田
富
山
崎
)
と
同
義
語
で
あ
り
、
政
府

(
m
S
4
0
5
8自
立
は
執
行
権

(思

064a『
晶

H
b
2
2
)
と
同
義
語
で
あ
る

o
v
p目。
F
回目

b
s
s
z
p
身
g
r
o
g
a
g
a
S白血
Z
S忍
色
白
色

g
g官
円
少
由
匙

3
S
F
M
V・ぉ・

倒
《
君
主
制
に
お
い
て
は
、
執
行
権
は
主
権
の
行
使
と
合
一
さ
れ
、
政
府
は
主
権
者
自
身
以
外
の
何
者
で
も
な
い
:
:
:
共
和
国
と
り
わ
け
民
主
国
に
お
い

て
は
、
政
府
は
:
:
:
執
行
権
に
す
ぎ
な
い
、
そ
し
て
主
権
と
は
絶
対
的
K
区
別
さ
れ
て
い
る
》

F
伯
仲
可

g
宮
号
冊
目
念
日
F

旨
0
5
p
m
E
4・
白
崎

-FV由民

己申

g
s
b
L冊目
'
F
n
a
g
a
g
g一回
E
C
伯
仲

S
F
-
8
8
匂

0
5
z
g
含

g
u
g臣
官
・

3
江田・凶

V・
C-
吋

-wHUm--
右
・
∞
∞

ciga・

回
。
。

E
g仲

g
a
p
F
ロ
4・
戸
ロ
V
M
6・
HWE4・
ロ

H-nvpM)-M門
戸
ロ
送
弘
一
vb・。同
Y

口問け・・

3
・
NgTN44・

ω
E
E
E廿
gov--HZ・
戸
ロ

EMM・
出
戸

HH4・
日
・
ロ

E
℃

-uq・
し
か
し
、
一
七
六
二
年
の
の
。

E
5
2
0ロ
正
で
採
用
さ
れ
た
厳
格
主
義
は
、
一

七
七
二
年
の
の
。

5
・2
5
g
g仲
含

PLO肉
ロ
申
に
お
け
る
、
よ
り
妥
協
的
・
現
実
的
な
態
度
に
席
を
ゆ
ず
る
。
彼
は
強
制
委
任
の
組
織
が
代
議
政
治
の



わ
く
内
で
人
民
の
主
権
の
真
実
の
維
持
を
満
足
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
巴

b
S
S
A
P
。円
ve

口
比
二
男
y
N
4
4
1
N
∞。・

そ
し
て
彼
は
立
法
権
と
政
府
す
な
わ
ち
執
行
権
と
を
区
別
す
る
。
立
法
権
は
人
民
の
一
般
性
の
う
ち
に
の
み
存
し
、
法
律
は
一
般
的
目

ハ
5
u

的
の
み
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
個
別
的
な
場
合
に
適
用
す
る
執
行
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
両
権
は
夫
々

異
な
っ
た
機
関
に
委
任
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
が
こ
の
よ
う
に
両
権
を
区
別
し
分
離
し
た
の
は
、
立
法
権
す
な
わ
ち
一
般
意
志
を
腐
敗

か
ら
守
ろ
う
と
い
う
目
的
に
出
て
い
る
と
解
さ
れ
お
b

こ
の
よ
う
に
分
離
さ
れ
た
執
行
権
は
公
的
な
実
力
で
あ
い
h
v

そ
れ
が
立
法
権
を
纂

奪
す
る
脅
威
は
絶
え
ず
存
在
す
る
が
、
そ
の
惑
は
執
行
権
を
立
法
権
に
累
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
法
権
自
体
が
腐
敗
す
る
悪
よ
り
も
よ

り
小
さ
い
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。

間
彼
は
法
律
の
内
容
と
形
式
と
を
区
別
は
す
る
が
結
局
混
同
し
て
一
つ
の
も
の
と
し
て
い
る
。
り
恥
E
S
b
o匂
-
n
p・方
-
M
8・

刷

。

S
可
思

gap--
ロ4
・
同

F
S
8・
M
2
T
5
H戸

5
8・
同
一
句
-
h
g
o
?
名・

2
?
匂
・
怠
N-

制
《
そ
の
一
般
的
な
考
慮
に
対
す
る
注
意
を
伺
別
的
な
対
象
に
む
け
か
え
る
》
に
ち
が
い
な
い
か
ら
。
。
。
ロ
け
Z
H由
o
s
p
y
-
H
4
・
HHFnvFM】・

2、

刷
同
』
叩
け
可
申
回
恥
日
目
仲
間
出
円
四
冊
目
曽
民
。
尽
担
問
H
H
p
d
口-
A

パ
執
行
権
力
は
実
力
に
す
ぎ
な
い
、
そ
し
て
実
力
の
み
が
支
配
す
る
と
こ
ろ
に
国
家
は
解
体
す
る
。
》

仰

.9己
5
2
6ロ
E
L
Z
.
目
.
各
8
・
M
・

例
。
。
同
胆
H
H
】恥・

8
・
a
f
匂・

ω
0
4
・

ル
ソ
ー
の
こ
の
権
力
の
分
離
を
も
っ
て
、
彼
が
権
力
分
立
論
者
で
あ
り
、
モ
ン
テ
ス
キ

A
1
の
弟
子
だ
と
す
る
者
も
い
る
よ
う
で
あ
る

切
そ
れ
が
異
な
っ
た
作
用
は
区
別
さ
れ
た
機
関
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
意
味
で
は
そ
し
刊
行
と
し
て
も
、
次
の
本
質
的

な
相
違
を
み
る
と
き
は
正
当
で
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
両
様
を
法
律
的
に
相
互
に
独
立
な
ら
し
め
、
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《
権
力
が
権
力
を
抑
制
す
る
》
よ
う
に
仕
組
ん
だ
の
に
対
し
も

立
法
権
に
完
全
に
従
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
川
町
り
だ
か
ら
。

ル
ソ
ー
に
と
っ
て
は
立
法
権
の
み
が
主
権
的
権
力
で
あ
っ
て
、
執
行
機
は



ル
ソ
ー
に
と
っ
て
は
執
行
権
は
主
権
の
派
生
物
(
ふ
包
山
口
忠
芯
ロ
)
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
主
権
自
体
で
は
な
い
か
ら
、
代
表
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
人
民
は
白
か
ら
法
律
を
執
行
す
る
こ
と
を
放
棄
し
、
執
行
権
を
そ
の
代
表
者
ま
た
は
委
員
会
を
し
て
行
使

論ザ

し
か
し
人
民
は
執
行
権
に
対
し
て
厳
格
に
統
制
を
な
し
え
、
欲
す
る
な
ら
ば
執
行
機
を
取
戻
す
権
利
す
な
わ
ち
罷

免
権
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
伎
は
こ
の
権
利
を
人
民
集
会
の
み
で
な
く
人
民
個
人
に
も
与
え
、
立
法
権
が
執
行
権
に
対

し
有
効
な
統
制
を
な
し
う
る
た
め
に
、
人
民
集
会
の
会
期
を
増
大
す
べ
き
こ
と
を
説
く
。

せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

(14) (1訪問。。

凶
自
己
申
吋
胆
m
H
E
S
ぃ・

ug-胆AHHA
刷
。
匂
・
。
日
了
間
)
・
臼
C
C

の
指
摘
に
よ
る
。

P
R
E回
目
黒
岩

g
gロ
ト
パ
臣
官
広
島

g
E白川
O
己
目
阻
む

U
E
E
S品由回匂
ossa-
品
目
回
国
民
AWS口
問
。
目
。
月
忌
品
白
冨
担
宮
市
品
・

H由
8
・
回
二
包
囲
。

g-H・

。
。
ロ
可

g
g
o
E
W
ロ4
・
F
S胆-u
・
ロ
-

ub吋田仲一
U
A
r

。
M
y
n宗一
-w
同
V

・∞。ぬ
l
白
C

∞・、

(15) 

。
。
ロ
可
胆
け
目
。
ロ
目
白
「
-
H
4
・
H
H
H
W

ロ}戸田七
-
M
H
H
H
・

門
=
=
|
|
立
法
府
に
よ
る
条
約
締
結
権
の
統
制

条
約
締
結
に
つ
い
て
の
彼
の
見
解
を
示
す
、
屡
々
引
用
さ
れ
る
手
紙
に
彼
は
書
い
て
い
る
。

《
社
会
契
約
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
諸
原
理
に
よ
れ
ば
、
通
説
と
は
逆
に
、
国
家
と
国
家
と
の
同
盟
、
宣
戦
お
よ
び
平
和
条
約
は
主
権
の
行
為
で
は
な
く

政
府
の
行
為
だ
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。
乙
の
感
覚
は
政
治
的
権
利
の
真
の
諸
原
理
を
最
も
よ
く
認
識
し
て
い
る
諸
国
民
の
慣
行
K
適
合
し
て
い
ま
す
。
権

力
の
対
外
的
行
使
は
人
民
に
似
つ
か
わ
し
い
も
の
で
は
な
く
、
国
家
の
重
大
方
針
は
人
民
の
能
力
の
外
の
問
題
で
す
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
人

民
よ
り
も
常
に
よ
り
通
暁
し
て
い
て
、
祖
国
に
対
し
て
不
利
な
条
約
を
外
部
で
結
ぶ
べ
く
も
な
い
人
民
の
元
首
達
に
信
頼
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
秩

序
が
要
求
す
る
と
こ
ろ
は
、
人
民
が
対
外
的
な
輝
き
を
す
べ
て
一
元
首
達
に
委
ね
て
、
専
ら
確
実
な
も
の
に
専
念
す
る
と
と
で
す
。
各
々
の
市
民
に
と
っ
て

本
質
的
に
重
要
な
の
は
、
内
に
お
け
る
法
律
の
遵
守
、
財
産
の
所
有
、
個
人
の
安
全
で
す
。
こ
れ
ら
の
三
点
に
つ
い
て
す
べ
て
が
う
ま
く
ゆ
く
か
ぎ
り
、

外
国
と
商
議
し
談
判
す
る
乙
と
は
顧
問
官
達

(g出血
az)
に
任
せ
な
さ
い
。
あ
な
た
の
最
も
恐
る
べ
き
危
険
が
や
っ
て
く
る
の
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
じ

ゃ
な
い
の
で
す
》
。

こ
こ
で
彼
は
渉
外
機
が
《
主
権
の
行
為
で
は
な
く
政
府
の
行
為
だ
》
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
社
会
契
約
す
な
わ
ち
理
論
的

- 38ー



ノ

で
あ
る
。

立
法
権
を
構
成
す
る
人
民
自
身
の
直
接
的
な
関
与
が
排
除
せ
ら
れ
、
政
府
す
な
わ
ち
執
行
権
の
権
限
と
さ
れ
た
こ
と
は
明
瞭

そ
れ
は
ま
た
慣
行
と
い
う
見
地
か
ら
も
是
認
さ
れ
て
い
る
。

見
地
か
ら
、

(2) (.。

F
S許
可

g
合
同
比

8
《
凶
冊
目
凹
属
。
旦
胆
阿
国

mrM】恒三・

F
Z
2
3
4・。
2
2
8
8
E
M
U
-
2
2
L∞N
∞w
け-己・

3
・
ω明
白

l一白

40・

1

『ロロ

S
F民
忠
弘
宵
mr
民
自
ロ
乱
含
向
田

g
u
g
E己
z
t
oロロ冊目
u
H
E
N
同

y
H
D品
目

E
g
g
-

ル
ソ
ー
が
立
法
権
と
執
行
機
と
の
関
係
に
つ
い
て
示
し
た
一
般
的
原
理
が
こ
こ
に
も
妥
当
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
立

し
か
し
な
が
ら
、

法
府
す
な
わ
ち
人
民
集
室
や
人
民
個
人
で
さ
え
も
が
厳
格
に
執
行
権
を
監
視
し
統
制
し
、
欲
す
る
な
ら
ば
罷
免
権
を
行
使
し
う
る
答
で
あ

w
h
w

。と
こ
ろ
で
ル
ソ
l
の
手
紙
は
、
条
約
締
結
に
関
し
て
こ
の
人
民
の
民
主
的
統
制
の
原
理
の
吹
棄
を
す
す
め
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な

い
だ
ろ
う
。

法
と
の
矛
盾
は
恐
ら
く
次
の
よ
う
に
理
解
し
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

団
ゅ
は
《
権
力
の
対
外
的
行
使
》
が
人
民
個
人
の
権
利
と
自
由
と
に
関
係
す
る
に
至
り
、
条
約
が
国
内
法
律
と
抵
触
す
る
に
至
る
場
合
の

〈

o，
)

鮒
あ
る
こ
と
に
考
え
も
及
ば
な
か
っ
た
も
の
ら
し
い
。
だ
か
ら
法
律
が
遵
守
さ
れ
る
限
り
、

4
0
 

n
k

み
，
Jおア』史

υ
法

可

憲
スンラャフ

人
民
は
政
府
に
自
由
に
外
国
と
交
渉
す
る
の
を

放
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
当
時
の
条
約
の
大
部
分
が
政
治
的
ま
た
は
政
治
的
色
彩
を
お
び
た
元
首
聞
の
契
約
だ

っ
た
こ
と
、
彼
自
身
《
同
盟
・
宣
戦
お
よ
び
平
和
条
約
》
の
み
を
語
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
種
類
の
条
約
は
今
日
の
条
約
の
よ
う
に
直

接
国
民
生
活
を
規
律
し
ま
た
国
内
法
律
事
項
と
広
範
囲
に
触
れ
あ
う
よ
う
な
内
容
を
も
た
な
か
っ
た
だ
ろ
う
事
情
、
ま
た
ル
ソ

l
自
身
戦

争
は
国
家
聞
の
関
係
で
あ
り
個
人
は
直
接
的
に
は
無
関
係
だ
と
考
え
て
い
た
こ
幻
等
は
、
彼
が
条
約
と
国
内
法
と
の
関
係
に
無
理
解
だ
っ

た
原
因
を
ほ
ぼ
首
肯
せ
し
め
る
に
足
る
だ
ろ
う
。
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収
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Z
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島
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H
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彼
が
、
条
約
締
結
権
'
を
政
府
に
白
紙
委
任
せ
し
め
た
こ
と
は
、
事
柄
自
体
の
複
雑
性
困
難
性
に
よ
る
と
と
も
に
、
結
局
彼
が
条
約
の
政

治
的
重
要
性
お
よ
び
そ
の
法
律
的
性
格
を
充
分
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
彼
に
お
い
て
は
、

ロ
ッ
ク
や
そ

シ
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
け
る
が
ご
と
く
、
国
王
権
力
を
温
存
し
よ
う
と
い
う
意
図
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
条
約
の
重
要
性
の
認
識
は

直
ち
に
立
法
権
の
統
制
を
要
求
せ
し
め
る
に
至
る
と
い
う
論
理
を
内
包
す
る
。

そ
れ
を
認
識
し
か
つ
な
し
た
の
は
一
七
八
九
年
の
ブ
ラ

γ

ス
革
命
の
人
々
だ
っ
た
の
だ
が
。

2
-
5
1
1第
一
部
の
要
約

野
蛮
な
領
土
拡
張
戦
争
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
せ
っ
け
ん
し
、
荒
廃
の
国
土
に
国
際
法
学
の
記
念
碑
が
、
砂
漠
の
中
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ト
の
荘
厳

さ
を
も
っ
て
孤
立
し
て
い
た
時
代
、
外
交
は
と
り
も
な
お
さ
ず
主
の
家
族
の
問
題
で
あ
り
、
府
約
の
似
棄
が
戦
争
の
正
当
な
原
因
と
考
え



ー、
、

ら
れ
た
時
代
|
|
ク
エ
ス
ト
ア
ア
リ
ヤ
条
約
か
ら
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
前
夜
に
至
る
《
王
朝
の
格
斗
》
の
時
代
に
、

わ
が
古
典
的
近
代
憲
法

思
想
家
違
は
、
条
約
締
結
権
の
問
題
を
い
か
に
観
念
し
た
か
。

(1) 

白
ロ
刷
》
】

z
r
[

一一]

モ
ジ
テ
ス
キ
A

l
は
、
国
王
の
条
約
締
結
権
を
、
万
民
法
を
執
行
す
る
権
力
の
最
も
固
有
な
部
分
と
し
て
、
立
法
権
・
司
法
権
か
ら
法

、

、

、

、

、

ハ

ヨ

〉

律
的
に
も
事
実
的
に
も
一
独
立
し
た
権
力
と
し
て
把
慢
し
た
。
彼
は
、
国
王
の
こ
の
国
家
権
力
構
造
上
無
制
約
な
権
力
に
対
し
て
、
課
す
る

に
単
な
る
道
徳
的
教
説
を
も
っ
て
し
、
正
義
の
理
念
と
侵
略
戦
争
の
非
を
強
調
す
る
に
止
め
る
。

(2) 

田
口
同

vgu[
一O]

ロ
ッ
ク
は
、

立
法
権
の
最
古
向
性
を
原
則
と
し
て
承
認
し
た
が
ゆ
え
に
、

そ
の
法
的
支
配
か
ら
自
由
な
国
王
の
条
約
締
結
権
を
弁
証
す
る

た
め
に
は
、

同
盟
権
を
法
律
(
立
法
権
の
作
品
)
を
執
行
す
る
権
カ
と
区
別
し
て
、

そ
の
特
性
会
)
明
ら
か
に
す
る
と
と
が
、
論
理
の
要
求
す

フランス憲法史における条約と園内法

の
き
東
か
ら
自
由
な
権
力
た
る
べ
き
こ
と
を
証
明
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
連
合
権
が
法
律

主
と
し
て
統
帥
権
の
分
割
す
べ
か
ら
司
さ
る
こ
と
を
理
由
に
、
哲
人
の
説
得
力
を
加

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
執
行
権
と
連
合
権
と
が
性
質
上
全
く
別
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
彼
は
、

え
て
、
再
び
執
行
権
の
首
長
に
そ
の
権
力
を
帰
属
せ
し
め
る
。
か
く
し
て
彼
ば
見
事
、
国
王
の
条
約
締
結
権
を
立
法
権
か
ら
法
的
に
解
放

し
た
。
こ
れ
に
課
せ
ら
れ
る
唯
一
の
拘
束
は
、
伸
恨
の
い
う
自
然
法
で
あ
り
、
道
徳
的
準
則
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
υ

(3) 

田
口
同

M
H
F
[
五
]
[
六
]

人
民
主
権
の

ν
ヤ
シ
ピ
オ
シ
・
ル
ソ
ー
は
如
何
。
彼
は
、
政
府
の
行
為
を
な
?
執
行
機
を
、

主
権
の
行
為
を
な
す
立
法
権
す
な
わ
ち
人

民
自
体
に
完
全
に
従
属
せ
し
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
も
、
条
約
締
結
は
政
府
の
行
為
す
な
わ
ち
執
行
機
の
行
為
だ
と
し
て
、

混
論
的
見

-41ー

地
(
社
会
契
約
の
原
理
)
か
ら
人
民
の
条
約
締
結
権
に
対
す
る
直
接
的
参
加
を
否
定
す
る
。
更
に
実
際
的
見
地
(
慣
行
)
か
ら
、
条
約
締
結



説

に
つ
い
て
、
執
行
府
に
対
し
て
立
法
府
の
統
制
を
及
ぼ
す
こ
と
は
不
適
当
不
必
要
だ
と
し
て
、
執
行
府
へ
の
白
紙
委
任
を
す
寸
め
る
。

く
し
て
彼
は
、
人
民
の
直
接
的
・
・
間
接
的
統
制
か
ら
、
条
約
締
結
権
を
解
放
し
た
。
彼
に
と
っ
て
、
条
約
は
、

人
民
と
直
接
的
に
は
無
関

論

係
で
あ
る
。
戦
争
は
国
家
聞
の
関
係
で
ゐ
っ
て
、

廃
止
は

人
民
個
人
は
偶
然
的
に
兵
土
と
し
て
の
み
跡
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
戦
争
そ
の
も
の
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
の
設
立
に
よ
っ
て
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
υ

(4) 

EMMg-[
一
一
]
{
一
一
一
]

彼
ら
が
念
頭
に
お
い
た
の
は
、

ひ
と
し
く
当
時
の
同
盟
・
平
和
条
約
、
政
治
的
条
約
で
あ
り
、
国
の
元
首
聞
の
契
約
条
約
に
外
な
ら
な

ぃ
。
彼
ら
は
そ
こ
に
最
も
立
法
府
の
管
轄
に
親
し
ま
な
い
執
行
府
に
固
有
な
或
は
国
有
な
る
べ
き
領
域
を
見
出
し
た
。

そ
の
理
論
的
に
最

も
明
快
な
説
明
を
、

ロ
ッ
ク
の
連
合
権
の
う
ち
に
み
出
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
故
に
彼
ら
は
、
条
約
締
結
権
を
一
様
に
立
法
府
か
ら
法
的
に

ロ
ッ
ク
お
よ
び
モ
シ
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
い
て
は
議
院
の
統
制
か
ら
、

自
由
な
ら
し
め
る
。

ル
ソ

1
に
お
い
て
は
人
民
自
身
の
統
制
か
ら
。

(5) 

彼
の
権
力
分
立
の
体
系
に
お
い
て
明
確
に
区
別
さ
れ
た
司
法
権
の
統
制
も
勿
論
排
除
さ
れ
る
。

条
約
締
結
権
を
執
行
府
の
専
権
に
属
せ
し
め
た
古
典
的
近
代
憲
法
思
想
家
達
の
こ
の
解
決
は
、

当
時
国
王
の
外
交
大
権
が
疑
い
え
ぬ
も

ブ
ラ
シ
ス
革
命
後
百
数
十
年
間

の
と
し
て
是
認
さ
れ
て
い
た
と
い
う
、
園
内
的
な
実
定
的
制
度
の
或
程
度
の
反
映
と
み
う
る
。

し
か
し
、

の
ブ
ラ
シ
ス
憲
法
史
の
民
主
的
進
化
、

す
な
わ
ち
議
院
の
権
威
の
上
昇
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
こ
に
は
本
質
的
に
変
更
さ
れ
て
い
な
い
面

が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
@
第
三
共
和
制
憲
法
は
、
否
第
四
共
和
制
憲
法
で
さ
え
、
政
治
的
な
元
首
の
締
結
す
る
契
約

条
約
は
議
院
の
直
接
的
統
制
か
ら
は
ず
さ
れ
る
。
ま
た
議
院
の
直
接
的
な
統
制
の
有
無
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

批
准
す
な
わ
ち
そ
の
作
成
と
完
成
と
の
機
能
は
、
法
律
上
元
首
の
専
権
に
属
せ
し
め
ら
れ
る
。
此
の
共
通
商
の
謎
を
解
く
鍵
は
国
際
面
に

一
切
の
条
約
の
商
議
・
調
印
・

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
条
約
そ
の
も
の
の
性
質
、
国
際
社
会
の
状
態
に
外
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
国
際
社
会
が
《
壬
朝
の
格
斗
》
の
時
代
に
ひ カミ

-42一



フランス憲法史における条約と国内法

と
し
い
自
然
状
態
に
留
る
か
ぎ
り
、

す
な
わ
ち
主
権
国
家
の
勢
(
武
)
力
均
衡
に
よ
る
平
和
維
持
が
国
家
の
存
続
の
た
め
に
必
要
不
可
欠

の
も
の
と
し
て
留
ま
る
か
ぎ
り
、
或
種
類
の
条
約
の
締
結
を
議
院
の
統
制
か
ら
戎
程
度
解
放
す
る
現
実
的
必
要
は
依
然
と
し
て
消
滅
し
な

い
と
考
え
ら
れ
る
e
た
ろ
う
。

(6) 

ロ
同
・
日
同
岡
崎
吋
J
M
W
G
[

六
O
]

第

二

部

フ
ラ
シ
ス
革
命
綾
の
フ
ラ
ン
ス
諸
憲
法
と
条
約
締
結
権
の
諸
問
題

〔
一
回

]ll第
二
部
の
プ
ラ
シ

一
七
八
九
年
以
降
現
行
一
九
四
六
年
一

O
月
憲
法
に
至
る
迄
の
変
転
極
り
な
い
広
大
な
憲
法
史
の
領
域
に
お
い
て
、
条
約
締
結
権
の
複

雑
な
諸
問
題
を
一
挙
に
取
扱
う
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
二
部
で
は
、
憲
法
史
を
通
ず
る
縦
の
比
較
に
便
利
な
よ
う

そ
の
各
類
型
に
属
す
る
各
憲
法
下
の
条
約
締
結
手
続
が
い
か
な
る
共

に
、
条
約
締
結
手
続
に
つ
い
て
相
類
似
す
る
型
の
諸
憲
法
を
集
め
、

通
性
と
特
性
と
を
も
っ
た
か
、

そ
の
法
律
技
術
と
歴
史
的
な
意
義
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
、

し
か
る
後
、
各
類
別

を
通
じ
て
、
条
約
締
結
手
続
き
が
そ
の
民
主
的
統
制
と
い
う
観
点
か
ら

い
か
な
る
進
化
の
あ
と
を
辿
っ
て
き
た
か

ま
た
権
力
分
立
制

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
必
要
な
限
度
で
、
政
治
制
度
、

議
院
の
民
主
的
基
盤
、
議
院
が
政
府
に
対
し
て
及
ぼ
し
う
る
民
主
的
統
制
手
段
の
有
無
・
そ
の
態
様
が
、
各
憲
法
に
つ
い
て
先
ず
簡
単
に

検
討
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
観
点
か
ち
、
い
か
な
る
特
性
を
認
め
う
る
か
、
を
鮮
明
に
し
た
い
と
思
う
。

そ
の
よ
う
な
類
別
は
多
く
の
学
者
の
既
に
試
み
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
私
は
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
分
析
を
進
め
よ
う
と
思
う
0

・

て
共
和
制
的
条
約
締
結
手
続
を
有
す
る
諸
憲
法
(
総
て
の
条
約
の
批
准
に
つ
い
て
立
法
権
の
承
認
を
要
す
る
憲
法
1
1
1
一
七
九
二
ヰ
・

- 43ー

一
七
九
三
年
・
共
和
三
年
・
一
八
四
入
年
各
憲
法

一
八
七
一
年
以
降
第
三
共
和
制
憲
法
の
成
立
迄
の
時
期
の
制
度
)
。



二
、
君
主
制

l
l
l帝
制
も
し
く
は
権
威
制

l

l的
条
約
締
結
手
続
を
有
す
る
諸
憲
法
(
条
約
締
結
を
執
行
機
の
専
権
と
す
る
憲
法
ー
ー

共
和
一

O
年
お
よ
び
共
和
一
二
年
元
老
院
令
、
一
八
一
四
年
お
よ
び
一
八
一
二

O
年
の

νヤ
ル
ト
、
一
八
五
二
年
憲
法
、
一
九
四

O
年
憲
法
律
)
。

-44一

三
、
折
衷
的
条
約
締
結
手
続
を
有
す
る
諸
憲
法
(
一
定
の
条
約
締
結
に
つ
い
て
の
み
立
法
権
の
承
認
を
要
す
る
と
す
る
憲
法
|
l
i共

和

八
年
憲
法
、

同

居

g
g
a
-
F
Z自
由
民
。
出
回
二
軒
当
日
ロ
宮
色
。

E
-
n
O
R
g
-
Z
0
4品
。
同

F
C
O
Z
E
E
F
C
-】
VJ]出回目、

3
・
HN∞lHNU・(略)。

山
間

HV刷
出
乙
宮
古
田
由
民

53H}冊目
p
o
g
n
H
g
Zロ
ι
g
可
申
志
田

E
Z吋
g
t
o
g
a
-
間
宮
島
田
国
営
母
。
宗

g
g
Eロ
位
。
ロ
ロ
巳
ロ
。
臣
官
芯
骨
骨
内
回
自
身

O広

z
g司
E
位
。
白
色
・

HUお・

3
・
RIg-(略
)
0

川
何
回
脚
立

vegu『
S
E
a
-
吋
『
即
日
広
島
骨
身
。
芹
ロ

g
m
E
E
S
E
-
u
H
M
E号
、
り
と

HON-saw
匂
・
∞
臼
由
・
(
略
)
。

同
開

vog山
田
罷
ロ

V
B
P
O凹
可
笹
山
広
田
山
口

g
自
己

HOEdH
島由

4
8け
目
白
田
口

E
Bぴ
Z
P
E
E
-

。rszSE出回司巾
m
S
L
u
g
-
-
v匂
-HNfH町
)
は
最
も

詳
細
に
・
次
の
四
種
に
分
類
す
る
。

一
、
条
約
締
結
権
を
執
行
機
が
独
占
し
て
い
る

l
i共
和
一

O
年
、
共
和
二
一
年
憲
法
、
一
八
一
五
年
附
加
憲
法
、
一
八
一
四
年
上
院
の
憲
法
、
一
八

一
四
年
及
び
一
八
三

O
年
の
シ
ヤ
ル
ト
、
一
八
五
二
年
憲
法
、
一
八
六
九
年
九
月
八
日
の
元
老
院
令
、
一
八
七

O
年
憲
法
。

二
、
一
定
の
条
約
の
批
准
に
つ
い
て
議
会
の
承
認
を
要
す
る

l
共
和
八
年
憲
法
、
一
八
一
五
年
代
議
院
の
憲
法
原
案
、
一
八
七
五
年
憲
法
法
律
。

一
二
、
総
て
の
条
約
が
決
定
的
'
と
な
る
為
に
議
会
の
承
認
を
要
す
る

l
l
一
七
九
一
年
、
一
七
九
一
二
年
、
共
和
士
一
年
、
一
八
四
八
年
各
憲
法
、
一
八
七
一

年
の
国
民
議
会
の
下
に
於
い
て
、
一
八
七
一
二
年
の

U
g
p号
∞
の
憲
法
原
案
。

四
、
総
て
の
条
約
の
批
准
に
つ
き
一
院
の
み
の
同
意
を
要
す
る

!
lー
一
八
七
四
年
の
昌
吉
・
沼
恒
ぎ
口
元
帥
の
政
府
の
草
案
。

同
但
し
最
後
の
仙
川
四
類
型
は
効
力
を
発
生
す
る
に
至
っ
た
例
で
は
な
い
か
ら
無
視
し
て
よ
い
。
と
す
れ
ば
諸
学
者
の
分
類
す
る
と
乙
ろ
は
三
種
に
帰
し
、

し
か
も
そ
の
分
類
さ
れ
た
内
容
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
細
か
い
点
で
相
矛
盾
す
る
点
が
あ
る
。
旨

g
g
g
が
そ
の
第
一
類
型
で
引
く
一
八
七

O
年
憲
法
と
い
う
の
は
不
正
確
で
あ
り
、

HV-F
ヨ
国
田
口
ぴ
自
の
第
一
類
型
や
冨
芯

FO出
の
第
一
二
類
裂
が
な
し
た
よ
う
に
一
八
七
一
年
以
降
の
国
民
議

会
の
下
に
お
い
て
の
憲
法
制
度
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
叉
民

g
g
g
の
云
う
一
八
七
五
年
二
月
二
五
日
憲
法
法
律
は
七
月
一
六
日
憲
法
法
律
の
誤

り
で
あ
ろ
う
。
共
和
八
年
憲
法
を
無
視
し
て
い
る
分
類
も
あ
る
が
(
(
ダ
(
白
)
L

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
歴
史
的
に
重
要
な
憲
法
で
あ
る
か
ら
、
取
り
扱
わ

一
入
七
五
年
七
月
十
六
日
憲
法
法
律
)

0



ν

法内閣'P』約条4A》みノおア』
，
史法審ス

一

ン

こ

の

国

民

主

権

の

宣

言

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

現

実

の

憲

法

制

度

に

お

い

て

は

、
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深
く
排
除
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
…
年
代
表
制
の
原
則
を
採
用
し

ね
ば
な
ら
な
い
。

藤
田
嗣
雄
民
A

条
約
の
園
内
法
化
に
つ
い
て
、
法
律
新
報
、
七
五
八
、
二
二
頁
)
は
フ
ラ
ン
ス
類
型
と
し
て
本
文
の
一
の
類
型
を
挙
げ
る
が
、
後
に
み

る
よ
う
に
(
宮
崎

E
・
[
六
O
]二
二
の
類
型
を
も
っ
て
フ
ラ
ン
ス
裂
と
す
る
方
が
、
今
日
に
お
い
て
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ぇ
・
嵐
山
岳
g
o
t
c
g
$芯
i
g
F

O
B席

g
g丘
Z氏。
E
Oご
ロ
宮
自
己
目
。
一
回
目
】

L
由白
ω
・匂

5
u・
宮
沢
、
小
田
訳
、
国
際
憲
法
、
九
八
頁
Q

な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
の
歴
史
的
進
化
の
概
観
は
の

E
己
申
印
刷
吉
田

m
g
a
-
F
Eロ
ザ
冊
目
意
思

5
5
E
骨。

E
S
S
g
a日
ロ
ロ
弘
吉

E
n
W
E
E
-

B
怠

-
g
g・
H-
沼
YMH4lNH∞
に
も
あ
る
。

第

共
和
制
的
類
型
の
条
約
締
結
手
続
を
有
す
る
諸
憲
法

章

第

一
七
九
一
年
九
月
三
日
憲
法

節

〔
-
五
]
!
ー
そ
の
権
力
分
立
制

こ
の
憲
法
の
基
本
原
理
が
国
民
主
権
・
代
表
制
・
権
力
分
立
制
に
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
学
者
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ

れ
が
革
命
の
成
果
と
し
て
、

ア
シ

νヤ
シ
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
君
主
主
権
の
原
則
を
否
定
し
、
国
民
主
権
の
原
則
を
宣
言
し
た
こ
と
は

門
人
権
宣
言
三
条
、
憲
法
三
第
一
条
)
、

む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
君
主
制
は
存
続
す
る
け
れ
ど
も
(
四
条
〉
、
国
王
は
、

主
権
者
に
し
て

諸
権
力
の
源
泉
た
る
国
民
の
委
任
に
も
と
-
つ
い
て
そ
の
地
位
を
維
持
し
、
権
力
を
行
使
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

川
宮
田
可
ロ
冊
目
吋
芯

SFHUHみ
白
山
田
品
。
向
凶
円
。
広

g
E
t
E
C
O
B
o
-
-
N
o
b
p
H
V
P
5・
U
伊

E
O
N
-
s
a
w
s
-
g
l
a∞
U
L
E
-
-
S
E伊
豆
町
タ
冨
8
5
-
宕

晶
司

O
E
g
E
Z
Z丘
O
E
O
-
w
F
E
-
-
F江
F
E
-
-
)
C
S
S
冨。

E
S
Z凶位。
P
H
E
4・
3
・
m
∞
l白
白
山
ぐ
え
白
戸
。

s
a
p
ι
8
5
8
E号
己
目

OEO-W

E
E
-
F
g
。。
d
a
含

骨

O
F
H
U明
M
g
E・
3
・
H4由
iHDO
一
伺

omo司
EEC-
回目

b
g
g
g
品
。
骨
包
汁

g
g
E
E
Cロロ∞「

N広島
-wEロ
9
属

2
0同

持
。

oaEEロゲ

HUB-
潔

yNN臼
lMMau
憲
法
の
正
文
は

r
u
g的
色
ゲ
国
・
冨
。
ロ

E
o
p
切
・
切

O出口白
H
P
F
2
8ロ国立け
5
5
5
0け
向
。
田
宮
甘
口
町
田
話
回
申
曲

目。山田旬。

-
E
G
g
g
p
g同
4
5ロ
g
貯
宮
山
田

H4gw
♂
E
・
百
円
。
・
∞
由
ユ

g
h
R
F
F・
c-U-
』

-LU自
に
よ
る
。

し
か
し
な
が
ら

人
民
の
広
汎
な
政
治
的
参
与
が
注
意

- 45ー

二
一
篇
二
条
〉
、
立
法
行
為
に
対
し
て
は
勿
論
、
憲
法
制
定
お
よ
び
改



説

正
行
為
に
対
し
て
も
人
民
の
直
接
的
参
与
を
否
定
し
、
強
制
委
任
を
禁
じ
(
一
ニ
篇
一
章
三
節
七
条
)
、
選
挙
資
格
を
著
し
く
限
定
す
る
制
限
・

間
撲
選
挙
制
を
採
用
し
た
。

-46ー

論

権
力
分
立
制
の
原
則
は
人
権
宣
言
二
ハ
条
に
対
応
し
て
、
憲
法
の
条
項
中
に
明
確
に
規
定
せ
ら
れ
三
語
前
文
三
・
四
条
、
一
こ
章
一
節
一
条
、

四
章
一
条
、
五
章
一
条
)
、

立
法
・
執
行
・
司
法
の
一
二
権
は
、
区
別
さ
れ
た
三
機
関
に
よ
っ
て
宍
々
排
他
的
に
行
使
さ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ

る
。
国
王
は
執
行
権
に
つ
き
議
会
が
立
法
権
に
お
け
る
と
同
じ
資
格
で
ブ
ラ
シ
ス
の
代
表
者
と
さ
れ
る
。
国
王
が
停
止
的
拒
否
権
を
有
す

る
さ
面
三
章
三
節
一
|
五
項
)
こ
と
と
、
国
民
議
会
が
若
干
の
行
政
的
・
裁
判
的
権
限
を
有
す
る
ハ
一
云
屑
三
章
一
節
〉
こ
と
は
権
力
分
立
制
の

例
外
と
み
う
る
が
、
法
律
の
最
高
性
の
宣
言
(
一
二
篇
二
章
一
節
三
条
)
と
も
相
倹
っ
て
、

に
な
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
の
権
限
分
配
は
立
法
府
に
有
利
に
執
行
府
に
不
利

ω
《
制
憲
議
会
は
事
実
に
お
い
て
国
民
主
権
を
単
な
る
選
挙
権
に
制
限
し
た
O
i
-
-
-
彼
女
は
事
実
に
お
い
て
は
民
主
制
を
恐
れ
て
い
る
と
い
う
乙
と
を
示

す
》
ト
『

S
G回
目
白
の
。
晶
o
n
v
e
p
F
g
凶
器
仲
宗
口
氏
。
ロ
印
《
凶
曲
目
伊
回
目

E
ロ
2
8
5
V
見
君
。
-
丘
町
。
ロ
白
け
円
一
回
目
HV-2-HV2u-HM・
C-
司

-
w
g
E・
MM・
4
白山

ぐ
色
白
】
教
授

(
O
同y
a
f
E
Y
H
E
l
H
g
)
は
主
権
的
人
民
が
消
滅
し
た
と
い
う
。
人
権
宣
言
六
条
と
代
表
制
特
に
制
限
選
挙
制
と
の
矛
盾
が
指
摘
さ
れ

る
。
清
宮
、
。
匂

-
a
?・
MM・
M
M
4
u

旬

-
F
位
。
吋
巴
宵
由
、
。
匂

-
a
f
匂・由ぬ・

同
能
動
市
民
と
受
動
市
民
に
分
け
、
前
者
の
み
が
選
挙
人
を
選
ぷ
。
一
一
一
日
労
働
日
の
税
金
を
払
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
七

O
O
万
の
成
年
〔
二
五

才
)
男
子
が
四
三
O
万
に
減
ぜ
ら
れ
る
。

ζ

の
選
挙
人
と
な
る
た
め
の
財
産
資
格
は
極
め
て
厳
重
で
あ
り
、
一

O
O
乃
至
四

O
O
仕
事
日
の
評
価
額
を

要
す
る
。
全
フ
ラ
ン
ス
を
通
じ
て
選
挙
人
数
は
約
五
万
。
一
八
一
四
年
シ
ヤ
ル
ト
の
下
に
お
け
る
選
挙
人
で
さ
え
七
万
二
千
で
あ
っ
た
/
の
と
比
べ
て
、

国
民
主
権
の
現
実
を
知

ιべ
き
だ
。
の

g司ぬ一
g
F
a
S
3
9
F
E
切
AW4
。】ロさ
ν
口
同
日
ロ
富
山
田
P
H
V
R
E
M
V・
d
-
『
-w

呂
町
デ
匂
-

H
白
血
《
:
:
:
乙
の
君
主
制

は
有
産
者
の
共
和
国
だ
っ
た
。
》

的

ヨ

ロ

-
F
E
E
S
F
署
・
飽
品
i
飽
由

-
H
E
P
E
P
S
-
沼田沼己申】

-L匂・∞
o
l
∞
同
・
ぐ

ao--

。ga-L・
5
0・
乙
の
憲
法
が
作
用
し
た
数
箇
月
に

お
い
て
行
な
わ
れ
た
と
と
は
内
実
際
に
は
国
王
の
若
干
の
抵
抗
の
試
み
を
伴
っ
た
議
会
統
治
制
一
向
。

5
0
5
m
g
g仲
q
s
s
g
Z宮
)
で
あ
っ
た

ov
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立
法
権
と
執
行
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
権
力
分
立
制
の
原
則
の
伎
に
議
院
制
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
憲
法
は
明
文
を

も
っ
て
、
国
王
の
み
が
大
臣
の
任
免
権
を
有
し
(
三
篇
二
章
四
節
一
条
)
、
大
臣
は
立
法
府
の
議
員
中
か
ら
選
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
規
定

す
る
(
同
ご
条
)
。
ま
た
大
臣
は
国
王
に
対
し
責
任
を
免
れ
え
ぬ
(
同
六
条
)
が
、
立
法
府
に
対
し
て
は
刑
事
責
任
を
負
う
こ
と
の
み
を
規
定

そ
れ
に
対
す
る
政
治
責
任
に
つ
い
て
は
何
ら
規
定
し
な
か
っ
た
。
国
王
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
議
会
を
停
会
し
た
り
解
散

し
(
同
五
条
)
、

し
た
り
す
る
権
利
を
有
せ
ず
、
法
律
の
発
案
権
を
有
せ
ず
、

立
法
を
勧
告
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
(
一
二
章
一
節
一
条
)
。

ミ
ラ
ボ

I
(呂
町
山
号

gロ
)
は
、
制
憲
議
会
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
反
対
し
、
議
員
が
大
臣
と
な
り
う
べ
き
こ
と
、
大
臣
の
政
治
責

任
を
追
求
し
う
べ
き
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
た
の
だ
っ
た
が
、
多
数
の
議
員
は
そ
の
必
要
性
を
理
解
せ
ず
、
採
用
さ
れ
る
に
は
至
ら
な

か
っ
た
。
プ
セ
八
九
年
か
ら
九

O
年
に
か
け
て
、
大
臣
に
対
す
る
不
信
任
決
議
に
類
す
る
提
案
ま
た
は
決
議
が
な
さ
れ
、
《
議
会
は
議
会

主
義
に
極
め
て
近
づ
い
た
け
れ
ど
も
、
結
局
離
れ
て
し
ま
っ
た
》
。
一
七
九
一
年
四
月
二
七
日
|
五
月
二
五
日
の
大
臣
の
構
成
に
つ
い
て
の

デ
ク
レ
は
《
立
法
府
は
王
に
対
し
大
臣
の
行
為
に
つ
い
て
適
当
と
判
断
す
る
勧
告
を
な
す
こ
と
、
ま
た
彼
に
大
臣
は
国
民
の
信
任
を
失
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
宣
言
す
る
と
と
も
で
き
る
》
と
す
る
が
、
そ
れ
は
大
臣
の
政
治
責
任
を
認
め
た
も
の
で
は
な
く
、
い
た
ず
ら
に
彼
ら

の
鴎
踏
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

mw

内
法
律
問
題

(
F
S
E
B立
で
な
く
し
て
実
力
の
問
題
(
寄
与
広

E
向
。
)
と
し
て
問
題
の
解
決
を
放
棄
し
た
》

P
E
S
-
U芯
m
g
z
p
g巴
B

内

w
R
P
E
N
O白山田ロ宮田
Z
与問。出
MHH40司回世
B
B
Z口問

40ロ
ミ
∞

P
F包
宮
山
間
・
〈
。
-F5HM-
∞-
N
4
0
・
清
宮
、

O
M
】・ロ
F
W
H
)
-
N
S
・

刷
初
出
町
窓
口
守
の

dog雪
席
。
F
伐

U
o
g
国
企
己
主
目
。
ロ
晶
司
前
回

)
2
2
a
g》
w
E回目
F
目

唱

団

gbo
吉
田
広
【
吉
田

2

8ロ
混
同
け
丘
町
。
ロ

EH島
由

民

o
E
g，

宮

ZHr
岡田
g
-
B
-
H
E
i
H
a・
の

a
s
g
F
8・
a
F・

s・
8
1∞
F

e

的

u
g
g
p弘
司
自
白
・
呂
田
星
電

g
g
a
g
a
-
o
s
a
g
含

S
F
S
S
L・
5
8
一
-HS・

制
法
律
と
し
て
効
力
を
脊
続
し
た
。
乙
の
規
定
か
ら
議
院
制
が
出
発
す
る
か
興
味
あ
る
問
題
だ
が
、
憲
法
の
失
効
が
先
に
起
っ
た
と
さ
れ
る
。
旬
-
F
民
2
・
.;..... 47ー



司日

P
5
8・
apw
匂
・
詔
・
え

-
C
P
Z由】

F
8
O
E
O
-
E回件。
5
ι
a
g
a
g
-
o
g
E
晶司。

U
E
z
r
P
8
3
u
g
M門
同
品
回
目

p
o
F
S昆
・
切
-

A
P
4

・

倒

回

mBoz-
司

a
o
z
e
E
g
g可
申
倉
吉
田

g
Z
E
身

S
2
5ロ
五
∞
号

H4∞由

PH留品・

2
立
回
日
・

ω同
志
予

HDHHw
匂
・
戸
《
制
憲
議
会
は

(
厳
格
な
権
力
分
立
制
の
適
用
と
議
会
制
)
い
ず
れ
を
も
裁
然
と
採
用
す
る
ζ

と
な
く
、
不
可
能
な
ζ

と
た
が
、
同
時
に
い
ず
れ
の
利
点
を
も
え
よ
う
と
欲

し
た
》

[
-
穴
}

1
ー
ー
そ
の
条
約
締
結
権

憲
法
は
条
約
締
結
に
つ
い
て
《
す
べ
て
の
平
和
、

同
盟
お
よ
び
通
商
条
約
お
よ
び
国
王
が
国
家
の
福
利
の
為
に
必
要
と
判
断
す
る
他
の

協
約
を
一
切
の
外
国
と
の
聞
に
取
り
き
め
(
印
R
2
0
3
調
印
す
る
こ
と
は
国
王
の
権
限
で
あ
る
、
但
し
立
法
府
が
批
准
す
る
M
v
g
語
四
章

=
一
節
三
条
)

ま
た
平
和
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
別
に

戦
争
の
あ
ら
ゆ
る
経
過
中
、
立
、
沼
府
は
国
王
に
講
和
の
商
議
を

と
規
定
し
た
。

要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
王
は
こ
の
要
求
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
》
(
三
篇
三
章
一
節
二
条
五
項
〉
と
規
定
し
た
。

ζ

の
条
約
締
結
に
つ
い
て
の
問
題
が
制
憲
議
会
で
討
論
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
第
一
次
的
に
は
戦
争
遂
行
の
権
利
に
つ
い
て
で
あ
っ

た
が
、

そ
れ
は
当
然
平
和
条
約
締
結
の
権
利
に
結
び
つ
い
て
い
る
訳
で
あ
り
、
議
会
は
更
に
条
約
一
般
の
締
結
の
問
題
に
つ
い
て
も
討
論

し
決
議
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

、.、.、.

ω
コ
一
篇
=
一
章
一
節
=
一
条
に
は
、
立
法
府
の
権
限
と
し
て
《
平
和
・
同
盟
・
通
商
条
約
U
V

を
例
示
的
に
列
挙
し
、
《
い
か
な
る
条
約
も
ζ

の
(
立
法
府
の
)
批

准
な
く
し
て
は
効
力
を
有
し
な
い
》
と
規
定
す
る
。
清
宮
教
授

(
O
匂・
0
日付
-
w
M
V
-
N

∞
∞
)
の
引
用
で
は
、
立
法
府
の
批
准
を
要
す
る
種
類
の
条
約
が
、
制
限

的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
と
い
う
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
。

間

嵐

広

g
p。
喝

-ay匂
-
N
∞・

戦
争
遂
行
の
権
利
に
つ
い
て
強
く
国
王
の
特
権
を
主
張
し
た
議
員
連
も
、
平
和
条
約
の
締
結
の
み
を
国
王
の
専
権
に
委
ぬ
べ
ま
だ
と
主

張
し
た
に
止
ま
り
、
通
商
条
約
や
同
盟
条
約
に
対
し
て
は
そ
れ
を
要
求
し
な
か
っ
た
。
ま
た
一
定
の
条
約
の
効
力
発
生
に
つ
い
て
の
み
立

バ

- 48ー



‘ 

法
府
の
干
渉
を
認
め
よ
う
と
す
る
提
案
が
な
さ
れ
、
或
は
戦
争
を
な
す
権
利
お
よ
び
一
切
の
条
約
締
結
の
権
限
を
国
王
の
専
権
と
は
す
る

が
、
国
民
議
会
中
か
ら
一
種
の
監
視
委
員
会
を
設
立
し
て
国
王
を
回
線
せ
し
む
べ
し
と
い
う
妥
協
的
な
意
見
も
あ
っ
た
。
し
か
し
結
局
、

一
切
の
条
約
に
つ
い
て
立
法
府
の
干
渉
を
要
す
る
と
す
る
意
見
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。
。
へ

vv
オ
シ
(
司
O
昨
日
。
ロ
)
は
言
う
、
《
若
し
執
行
機
が

最
も
単
純
な
法
律
を
制
定
す
る
権
利
さ
え
有
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
結
果
が
そ
の
よ
う
に
重
大
な
条
約
を
締
結
す
る
権
利
が
ど
う
し
て

執
行
機
に
与
え
ら
れ
て
い
ょ
う
か
》
。
そ
し
て
最
後
の
問
題
点
は
、
ミ
ラ
ポ
ー
が
立
法
府
は
条
約
を
批
准
す
る
に
止
ま
り
(
そ
れ
は
端
的

に
立
法
府
の
承
認
と
同
義
語
だ
と
さ
れ
る
)
、
外
国
と
直
接
的
な
関
係
に
立
つ
の
は
国
王
で
あ
る
趣
旨
を
含
む
提
案
を
し
た
の
に
対
し
、
パ

ル
ナ
ア
グ
(
切

mgS-O)
が
人
民
主
権
の
見
地
か
ら
、
外
国
と
直
接
関
係
を
結
ぶ
の
は
立
法
府
で
あ
り
、
条
約
は
立
法
府
が
締
結
す
る
と
い

う
修
正
案
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
に
存
し
た
。
υ

し
か
し
結
局
ミ
ラ
ボ

I
の
提
案
が
満
場
一
致
を
も
っ
て
賛
成
さ
れ
ル
憲
法
の
正
文
と
な
る
に

至
っ
た
。

ブうンス憲法史tヰおける条約と園内法

同
ド
ウ
・
セ
ラ
ン
(
晶
叩

ω
2
8廿
)
は
云
っ
た
。
《
平
和
条
約
に
つ
い
て
困
感
や
希
望
は
偽
装
し
む
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
有
利
な
瞬
間
を
把
握
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
戦
争
の
終
結
に
お
い
て
で
あ
る
。
立
法
府
の
作
業
の
緩
慢
さ
や
公
開
性
は
ひ
と
し
く
そ
れ
と
相
反
す
る
。
で
あ
る
か
ら
国
家
の
利
益
の

為
に
、
君
主
に
平
和
条
約
を
規
整
す
る
権
利
を
委
ぬ
べ
き
で
あ
る
》
昌
一
e
E
Z日
ロ
E
4
0混
乱
含

H
4
5包

H
4
8・匂

-aAR・
巳
仲
-
w

一吉各
op
。匂

-
a
f

匂

-
g・
ま
た
モ
ン
テ
ス
キ
ウ
郎

(EVま
宕

属

oEaGaoε
は
云
う
《
同
盟
お
よ
び
通
商
条
約
を
考
え
る
な
ら
ば
、
全
く
別
で
あ
る
。
そ
う
芯
れ

ば
、
公
開
で
論
議
さ
れ
う
る
継
続
的
状
態
に
関
す
る
と
と
で
あ
る
》
鼠
。
口
洋
伯
母
ロ

E
4
0混
乱
含
M

G

g
回目

H
4
8
1買】・

8
4
1朗
自
∞
・
白
山
酔
・
・
出
即
ロ

g
p
。同
M
-

n符
G

匂・問。・

削
ク
レ
ル
モ
ン
・
ト
ネ
エ
ル
(
白

2
8。
E
・3
5白
星
は
次
の
よ
う
な
デ
ク
レ
草
案
を
提
出
し
た
。
《
:
:
:
五
、
平
和
条
約
締
結
は
排
他
的
に
国
王
の
権

限
で
あ
る
。
六
、
献
納
金
を
供
給
す
る
約
束
或
は
国
王
の
領
土
の
若
干
部
分
の
割
譲
を
含
む
平
和
条
約
は
立
法
府
に
服
せ
し
め
た
後
で
な
け
れ
ば
義
務
的

と
な
ら
な
い
》
区
富
山
骨

g
司
自
由
S
S
E
g
g
g笹山
H
4
8・匂・町内
p
a
f
富
山
岳
o
p
o匂・

n
F
同
yg-

間
ア
ラ
ン
ピ
ユ
ウ
ル
国
号

g
g
g
)
は
云
っ
た
《
国
王
が
戦
争
を
企
だ
て
、
同
盟
条
約
を
結
び
威
は
講
和
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合

は
い
つ
で
も
、
彼
の
大
医
会
議

(
9
5島
)
に
五
人
の
国
民
議
会
議
員
を
加
え
る
。
彼
ら
は
こ
の
大
臣
会
議
で
は
議
決
権
は
有
し
な
い
が
、
あ
ら
ゆ
る

-49ー



行
動
に
つ
い
て
の
情
報
を
知
り
国
民
議
会
に
そ
れ
を
通
報
す
る
。
》
冨

8
5
5
s
z
o
g色
合
同
由
自
由
時
国
U
0
・同

y
m
a
F
a
f
芭
o
v
S
8・
5
・w

同

Y

開。・

刷
出
。
阜
宮
昆
自
由

40混
乱
含

H∞
B脚
MH48・
3
・
8
4
1
g∞
-
a
f
富
島
8

8
・
a
f
同y・2
・
嵐
山
町

E
s
b
s
g
b
iけ
o
y
u
g
p
g
g丘
Z
丘
a

。由同

H
O
H
Z
g
S
F位。ロ白
F
M
V
R
F
F
忽
可
申
句
"
忌
∞
帥
w

問】・

8
0
も
と
れ
を
引
用
す
る
。
宮
沢
・
小
田
訳
、
国
際
憲
法
、
九
一
頁
。

ω
出向山ロ

g
p
o
M
V
-
a
f
回以

yg-hFH・
《
批
准
す
る
(
可
思
広
由
吋
)
と
い
う
動
詞
は
、
代
表
者
の
関
与
を
定
義
す
る
た
め
に
、
彼
の
演
説
中
で
使
用
さ
れ
た
、

承
認
す
る

(
E
3
8
2旦
と
い
う
動
詞
と
端
的
に
同
義
語
で
あ
る
》
。
回

g
a
p
H
V芯
号

E
g
g
E司
自
白
血

E
Z。
Z

E
雪
印

2
5
5
g
r

、、

H
4
g
v
嵐
広
・
司
由
江
田
切
・

m印可申同
i

窓
口
"
同
v
・

s・
《
彼
(
国
王
)
は
そ
れ
(
諸
条
約
)
を
立
法
府
が
承
認
し
た
場
合
に
の
み
批
准
し
え
た
。
:
:
:
》
但
し
、

当
時
の
批
准
概
念
が
、
園
内
法
的
に
も
国
際
法
的
に
も

l
l不
明
確
だ
っ
た
と
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
乙
の
点
に
つ
き
、

4
・
[
一
七
]
[
一
九
]
[
三
一
]

[
一
一
六
]

刷

出

g
u
m
R
E
F
S
g
z
a
N
ω
自
色

H48・
喝
・
勾
∞
-
号

--Envop
毛
-
o
F
匂・

8
・
《
立
法
府
は
排
他
的
に
宣
戦
お
よ
び
講
和
お
よ
び
条
約
を

、.、.、.、.

締
結
す
る
権
利
を
行
使
す
る
o
》

倒
冨
。
巳

Z
5
5即
4
O
E
O
-
E
M
m
B包
尽
き
・
匂
・

m
g
-
a
f
Eロ
g
p
o匂
-
a
T
M】・色・

更
に
注
目
を
要
す
る
の
は
;
一
切
の
条
約
が
立
法
府
の
承
認
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
結
果
、
秘
密
条
約
の
締
結
が
認
め
ら

れ
て
い
な
い
点
で
ら
る
。
制
憲
議
会
の
議
員
達
に
と
っ
て
《
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
政
策
は
、
秘
密
の
中
に
存
在
す
べ
き
で
は
な
く
、
正
義
の

う
ち
に
存
在
す
べ
き
で
あ
M
J
V
と
さ
れ
、
《
秘
密
的
(
喜

ωEOR)
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
の
は
不
正
な
ら
ん
と
欲
す
る
場
合
の

h
v

と
考
え
ら
れ
た
。
抽
象
的
且
つ
絶
対
的
な
原
則
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
革
命
の
議
員
達
は
、
《
よ
く
統
治
さ
れ
た
人
民
の
う
ち
に
は
秘
密
な

も
の
は
何
も
あ
る
筈
が
な
凶

V
と
い
う
要
寸
む
を
、
そ
の
最
後
の
帰
結
た
る
外
交
関
係
に
ま
で
適
用
し
た
の
で
ゐ
る
。

条
約
の
修
正
権
を
立
法
府
に
与
え
よ
う
と
す
る
提
案
が
な
さ
れ
た
が
、
採
用
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

同
パ
ル
ナ
ア
グ
一
七
九

O
年
五
月
一
七
日
の
発
言
。

a
f
r
s
m品
目

F
Z
E
O
島田由ロ

Egσ
耳
目
宮
古

OHE円四
0
4
5
a
M
)】
O
B
E
S
E
a
F
E
S

芯
包

gm
匂mw
吋戸市南百四国白骨回目『

PHV世
江
田
・
別

-
m同月
4
・
S
S
W
-
u・∞白・

凶
ペ
シ
オ
ン
の
発
言
、
富
山
岳

8
・
8
・

a了
間
v
・

a-∞
自
立

g・
8
・

aF・
3
・
g
l∞4
・

- 50ー



同
区
曲
目

LM〉
斗

g
z
b
島
田
白
色
司
。
宗
白
骨
け
品
。
4
a
a
E
a
g
u
E
H
M
W
E噌

H4SL宮
、
〈
岡
戸
田

YHN由
-afmpHV-E-O匂・ロ白骨・同】・∞由・

制
ペ
シ
オ
ン
の
提
案
し
た
デ
ク
レ
草
案
《
執
行
権
は
条
約
お
よ
び
同
盟
の
草
案
と
同
様
、
講
和
の
条
件
を
提
案
す
る
。
立
法
府
は
修
正
冶
な
し
承
認
し
或

は
担
否
し
う
る
。
》
冨
C
ロ
Fgロ吋ロ
EggoH
晶
ロ
民
自
色

H48・
MM・田町
41g∞
-np・沼目。
g
p
。匂

-
a
f
M】・
8
・

門
一
七

]
1
1
一
七
九
一
年
憲
法
に
お
け
る
条
約
締
結
手
続
の
意
義

[
一
五
]

こ
の
憲
法
は
議
院
制
を
排
斥
し
た
た
め
に

し
た
が
っ
て
そ
の

に
お
い
て
述
べ
た
ご
と
く

立
法
府
が
国
王
の
政
府
を

条
約
締
結
を
含
め
た
外
交
政
策
を
一
般
的
に
統
制
す
る
こ
と
は
殆
ん
ど
不
可
能
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
憲
法
は
、
権

力
分
立
の
原
則
に
固
執
し
つ
つ
も
立
法
府
に
有
利
な
権
限
分
配
を
な
す
と
い
う
方
途
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
解
決
し
た
。
す
な
わ
ち
条
約

上
述
の
よ
う
な
立
法
府
の
関
与
を
認
め
る
規
定
を
置
い
た
こ
と
は
、

締
結
に
つ
い
て
、

一
切
の
条
約
締
結
に
つ
い
て
立
法
府
の
決
定
的
な

干
渉
を
認
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
立
法
府
の
承
認
を
欠
く
条
約
は
無
効
で
あ
る
。
こ
れ
を
因
み
に
国
際
法
的
観
点
よ
り
す
る

と
き
は
、
次
の
こ
と
が
指
嫡
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
当
時
、

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
た
国
際
的
慣
行
・
学
説
に
お
い
て
占
め
る
条
約
の
批
准

の
役
割
は
、
今
日
に
e

お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
重
要
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
調
印
に
よ
っ
て
既
に
効
力
を
発
生
し

た
既
成
の
(
批
准
，
を
留
保
す
る
場
合
は
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
)
条
約
を
追
認
す
る
意
義
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
全

権
が
委
任
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
場
合
に
の
み
、
批
准
が
拒
否
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
ず
、
原
則
と
し
て
そ
れ
は
義
務
的
だ
っ
た
と
い
え
る
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
批
准
の
前
提
と
し
て
の
立
法
府
の
承
認
が
効
力
発
生
要
件
で
あ
り
、
批
准
が
法
的
に
自
由
な
裁
量
行
為
だ
と
認
、
め
る
国

こ
の
憲
法
に
負
う
て
い
る
こ

際
法
的
確
信
の
一
般
化
の
一
九
世
紀
の
進
化
は
、

そ
の
先
駆
的
役
割
を
、

ア
メ
リ
カ
連
邦
憲
法
と
と
も
に
、

と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
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問

屋

ロ

g
p
。同

v
a
r
s
-
A静岡ム
N
・
-
『
・
居
申
吋

4吋
ロ
守
口

F
E
-
-
3
4
4由
吋
回
伊
国
島
富
民
営
住
。
ロ
!
白
血
什
口
々
。
ロ
仲
町
田
晶
君
。

-
8
B
S
T見
守

mpq'

E
E
d
a
官
。
ロ
色
白

z
b
g
E島民
団

LEa-
匂・

5
0
《
と
も
か
く
次
の
点
は
明
ら
か
で
あ
る
。
私
法
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の

大
部
分
に
あ
っ
て
は
、
乙
の
限
度
に
お
い
て
有
効
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
批
准
す
る
乙
と
!
|
換
言
す
れ
ば
、
調
印
さ
れ
た
条
約
の
拘
束
力
を
公
に
認
め

る
と
と
1

1
の
義
務
は
、
代
理
人
が
彼
の
訓
令
を
逸
脱
し
た
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
が
一
般
に
認
め
ら
れ
た
唯
一
の
批
准
の
担

否
の
根
拠
で
あ
っ
た
。
》

同
-
『
・
旨

2
4回
旬
。
提
訴

O句
-OF--M-Mao-
《
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
革
命
は
こ
の
総
て
を
変
革
し
た
。
彼
ら
は
公
法
か
ら
絶
対
権
力
の
観
念
を
迫

放
し
た
。
乙
の
討
論
的
要
素
が
批
准
の
手
続
に
導
入
さ
れ
た
場
合
、
批
准
は
も
は
や
義
務
的
と
は
み
な
さ
れ
な
い
乙
と
は
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
伝
統
的
な
規
則
を
支
持
す
る
乙
と
が
、
そ
の
様
に
強
靭
で
あ
っ
た
の
で
一
九
世
紹
の
よ
ほ
ど
進
ん
だ
時
期
に
な
る
迄
そ
れ
は
合
衆
国
に
よ
っ
て
明
確

に
は
放
棄
さ
れ
な
か
っ
た
。
他
の
諸
国
に
よ
る
そ
の
放
棄
は
よ
り
緩
慢
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
完
結
し
た
の
は
一
九
世
紀
末
に
於
い
て
で
あ
っ
た
。
》

uaHog由。・
0
匂
・
ロ
日
け
・
・
冨
Y

H

H
白・
I
H
H
串・

憲
法
は
条
約
の
取
り
き
め
と
調
印
と
を
(
平
和
条
約
の
場
合
を
除
い
て
は
)
国
王
の
専
権
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
イ
ニ

ν
ャ
チ

ヴ
の
権
限
を
認
め
、
立
法
府
に
は
事
後
的
な
統
制
の
権
限
を
認
め
る
に
止
め
た
。

し
か
し
立
法
府
は
更
に
、
条
約
締
結
の
承
認
の
た
め
に

常
設
の
外
交
委
員
会
を
設
立
し
、

一
般
的
に
外
交
政
策
の
指
導
に
ま

そ
れ
は
議
会
の
決
議
の
準
備
を
任
務
と
す
る
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、

で
乗
り
出
す
慣
行
を
生
む
に
至
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
《
か
く
し
て
、
国
王
の
外
務
省
に
対
抗
し
て
議
会
の
一
種
の
外
務
省
の
出
現
す
る
の

が
見
ら
れ
る
》
と
さ
れ
る
。

{生)

ι
『
・
切
自

BvbgMMコ
弱
。
目
白
色
ロ

-uoロ
ソ
司
。
可
申

M門会
話
江
戸
同
》
・

8uw
白山廿・

ω胆旬日
gwOHM-afSM-
∞4
l
∞∞・

我
々
は
以
上
に
よ
っ
て
条
約
締
結
手
続
に
対
す
る
立
法
府
の
関
与
は
、

一
七
九
一
年
憲
法
に
お
い
て
極
め
て
強
い
程
度
に
お
い
て
で
あ

っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
憲
法
に
お
け
る
条
約
締
結
に
対
す
る
民
主
的
統
制
の
限
界
は
、

立
法
府
の
関
与
の
不
徹
底
さ
に

む
し
ろ
立
法
府
自
体
の
民
主
的
基
盤
の
狭
障
さ
に
よ
っ
て
劃
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

と
の
条
約
締
結
に
対
す
る
立
法
府
に
よ
る
民
主
的
統
制
に
つ
い
て
、
ネ
ッ
ケ
ル

(
Z
R
W
O吋
)
の
強
い
非
難
が
あ
る
@
彼
は
特
に
政
治
(
平

あ
る
と
い
う
よ
り
も
、

，，" 
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フランヌ憲法史における条約と園内法

<c 

和
)
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
憲
法
に
規
定
す
る
手
続
が
商
議
権
力
の
有
利
に
し
て
迅
速
な
裁
量
権
の
行
使
を
阻
害
す
る
こ
と
を
強
調

す
る
。こ

の
憲
法
は
わ
ず
か
一
年
な
ら
ず
し
て
廃
止
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
憲
法
の
規
定
す
る
条
約
締
結
手
続
が
適
用
さ
れ
た
の
は
、
わ
ず
か

に
一
回
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
条
約
締
結
手
続
の
実
効
性
は
殆
ん
ど
証
明
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

り
、
そ
の
意
義
は
専
ら
憲
法
思
想
上
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

間

zswop
匂
ロ
句
。
ロ

40日
司
自
弘

2
2晶
居
間
回
目

g
m宵
富
島
田
申

E
S
F
H
4
B
-
N
4
a・
町
田
E

∞斗
-YMV匂
-
M
E
I
N
S
a
f
嵐山

n
F
8・
8・
0日仲
・
・
喝

HV・
8
ム
4・

立
法
府
に
よ
る
批
准
に
つ
き
、
《
締
約
国
は
一
一
般
に
最
後
的
な
譲
歩
の
代
償
に
結
末
を
つ
け
る
乙
と
が
確
実
と
な
る
瞬
間
ま
で
は
そ
の
譲
歩
を
知
ら
せ
よ

う
と
は
決
意
し
な
い
も
の
だ
。
そ
れ
迄
は
相
手
国
に
自
国
の
地
位
や
利
害
が
余
儀
な
く
せ
し
め
4

ら
れ
て
い
る
犠
牲
を
知
ら
せ
る
乙
と
に
よ
っ
て
相
手
を
有

利
な
ら
し
め
る
と
と
を
恐
れ
る
。
も
し
商
議
権
力
の
憲
法
的
な
弱
体
が
、
条
約
の
批
准
の
権
限
ぞ
有
す
る
政
治
機
関
の
承
認
の
道
徳
的
な
保
障
を
何
ら
提

供
す
る
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
彼
の
控
え
目
は
増
大
》
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
更
に
立
法
権
が
執
行
機
に
対
し
平
和
条
約
の
商
議
迄
も
要
求
す
る
に
至
る
な

ら
ば
、
立
法
府
は
商
議
の
経
過
に
つ
い
て
情
報
を
要
求
す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
多
数
の
議
場
に
お
い
て
討
議
き
れ
る
と
な
る
と
、
相
手
国
は
立
法
府
の

動
向
に
つ
い
て
熟
知
し
、
《
自
ら
の
意
図
は
前
も
っ
て
決
し
て
発
見
せ
し
め
ら
れ
る
乙
と
な
く
、
魔
術
の
力
に
よ
っ
て
売
手
や
貿
手
の
最
後
的
な
意
図
を

知
っ
て
い
る
商
人
に
似
た
利
益
を
享
有
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
》
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
極
め
て
微
妙
な
情
況
に
依
拠
す
る
相
手
方
の
合
意
を
獲
得
し
て
政

治
的
商
議
を
適
切
に
完
結
す
る
の
は
、
し
ば
し
ば
一
瞬
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
が
多
数
者
の
議
場
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
な
ら
ば
、
《
そ
の
予
備
的
討
論

の
必
要
性
の
み
に
よ
っ
て
、
戦
争
の
終
結
は
恐
ら
く
一
年
は
遅
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
》
と
極
言
す
る
。

刷
一
七
九
一
一
年
八
月
一

O
日
の
デ
ク
レ
は
コ
ン
グ
ア
ン
シ
オ
ン
の
設
立
、
王
の
権
能
停
止
を
宣
言
し
、
仮
政
府
を
つ
く
る
。
《
第
一
一
の
革
命
》
と
い
わ
れ
る
。

一
七
九
一
年
憲
法
は
予
測
し
な
か
っ
た
仕
方
で
憲
法
外
的
方
策
に
よ
っ
て
終
喬
せ
し
め
ら
れ
た
。

HYZOHJ
型
合
F

3
・∞
H
I
R
E
r
E
b吋
0・

冨

ES---同
γ

∞品・

的
冨
問
。

zp
。MV-afMM・
S
・

の
批
准
を
延
期
し
た
。
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一
七
九
二
年
八
月
一
一
一
一

l
一
四
日
の
議
会
の
デ
ク
レ
は
国
王
と
出
巳

g
g∞
小
共
和
国
と
の
聞
に
結
ぼ
れ
た
通
商
'
条
約



第

二

節

一
七
九
一
一
一
年
六
月
二
十
四
日
憲
法
(
山
岳
党
憲
法
)
に
お
け
る

条
約
締
結
権
と
制
度
の
現
実

[
一
八
]
ー
ー
そ
の
政
治
制
度

ブ
ラ
シ
ス
が
嘗
て
有
し
た
最
も
民
主
的
な
憲
法
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
こ
の
憲
法
は
、
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
召
集
せ
ら
れ
た
ゴ
シ
グ
ア

γν
オ
シ
ベ
の
O
ロ
4
0ロ
昨
日
。
ロ
)
に
よ
っ
て
採
択
せ
ら
れ
、
国
民
投
票
に
上
っ
て
承
認
さ
れ
た
。
そ
の
基
本
原
理
と
し
て
は
、
共
和
制
(
一
条
)
、

人
民
主
権

(
E
8
5
R
E
z
b
含

宮

与

F
七

実

準

直

接

民

主

制

(
E
a
E
2
5位
。
∞

E
E
2
2匂
執
行
部
の
従
属
性
(
六
五
一
校

が
数
え
ら
れ
る
。

ω
《
彼
女
(
憲
法
)
が
表
わ
し
た
諸
理
念
は
た
し
か
に
そ
の
時
期
に
お
け
る
コ
ン
グ
ア
ン
シ
オ
ン
の
多
数
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
証
拠
は
諸
憲
法
が
適
用

し
た
手
続
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
相
違
が
あ
っ
た
の
だ
、
が
、
本
質
的
な
諸
理
念
は
つ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案
に
お
い
て
も
ツ
ヤ
コ
パ
ン
憲
法
に
お
い
て
も
同
じ

で
あ
る
乙
と
で
あ
る
。
主
限
と
さ
れ
た
目
的
は
、
当
時
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
よ
う
な
極
端
な
民
主
制
で
あ
っ
た
J

国
間
白
色
P
噌
芯
色
白
色

bgong可申

E
E仲間宮山
E
E
身
。
宗
同

g
E色
白
骨
H

4

g

p

H
∞
区
・
同
V

胆
江
田
・
別
・
∞
日
Z
u
-
-
H
U
口増日)・

8
・

開
国
民
主
権
宮
田
O
回

4
0
3
2
a
b
gけ
向
。
出
回
目
。
が
抽
象
的
集
団
性
、
超
越
的
人
格
で
あ
る

Z
出
m
E
O
ロ
を
、
人
民
主
権
は
個
人
の
具
体
的
な
総
体
で
あ
る

人
民
を
前
提
と
す
る
。
実
際
上
の
決
定
的
な
相
違
は
前
者
が
純
粋
に
代
表
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
ル
ソ

l
の
採
用
し
た
直
接
民
主
制
に
導
く
。

し
か
し
憲
法
は
そ
乙
ま
で
徹
底
し
な
か
っ
た
。
】
V
H
1
b
-
0
4
v
-
M
V円
b
a
F
-

同)同)・∞
U
i
U
0
・

同
岡
山
ふ

H
o
p
p
bロ
F-M・
S-
〈
a
o
-
-
C
2
2・
U
3・
5
4
l
H
D
∞-

ω
吋芯目。け
(
E
0
・
nFT
冨}・

8
1
2
)
は
議
会
統
治
制
忙
と
す
る
。
〈
包
冊
目
(
目
。
0
・

aけ-w
匂・

5
∞
)
は
諸
権
力
の
ピ
ラ
ミ
イ
ド
(
人
民
|
議
会

l
執
行
府
)

と
呼
ぶ
o
F州民

2
Z
P
Z
(。匂・ロ
FMV匂
-E)
に
よ
れ
ば
、
川
執
行
府
は
議
会
の
決
定
を
執
行
す
る
担
問

B
け
に
す
ν
さ
な
い
¥

ジ
ヤ
シ
・
ジ
ヤ
ツ
ク
・
ル
ソ

l
の
教
義
の
強
い
影
響
の
下
に
、
こ
の
憲
法
は
一
七
九
」
年
憲
法
の
基
本
原
理
た
る
、
純
代
表
性
と
権
力
分
立

制
と
を
共
に
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
二
一
歳
以
上
の
す
べ
て
の
男
子
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
人
民
集
会
(
ぽ
∞
包
括

B
Z宮
凹
匂
江
田
区
目
印
)
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フランス憲法史における条約と園内法

(
一
一
一
二
条
)
は
、
立
法
府
の
代
議
員
を
(
普
通
〉
直
接
選
挙
す
る
選
挙
集
会

(
-
2
8
8
2
z
b
g
b
Z
2
2包
何
回
)
で
ふ
め
る
(
一
一
一
七
条
、
ご
一
八
条
〉

の
み
な
ら
ず

立
法
府
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
法
律
を
承
認
し
或
は
拒
否
す
る
(
五
九
条
、
六
O
条
)
国
民
投
業
の
機
関
で
も
あ
る
。

立
法

府
は
一
年
毎
に
改
選
さ
れ
る
(
四
O
条
)
常
設
の
-
院
ハ
一
一
一
九
条
)
で
あ
る
が

法
律
に
つ
い
て
は
人
民
す
な
わ
ち
第
一
次
集
会
に
単
に
提
案

し
う
る
に
止
ま
り
、
デ
ク
レ
を
制
定
し
う
る
の
み
で
あ
る
(
五
三
条
)
。
こ
の
両
者
の
区
分
お
よ
び
所
轄
事
項
は
憲
法
白
か
ら
一
が
規
定
す
る
(
豆

四
条
、
五
五
条
)
。
し
た
が
っ
て
立
法
府
の
立
法
権
は
、
人
民
の
直
接
参
政
の
権
限
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
り
、
ま
た
人
民
は
直

接
に
憲
法
改
正
手
続
に
も
関
与
(
一
一
五
条
)
す
る
と
い
う
意
味
で
、
準
直
接
民
主
制
と
呼
ば
れ
る
。
更
に
憲
法
は
、
執
行
部
を
二
四
人
の

そ
の
構
成
員
は
各
県
の
選
挙
人
団
の
提
出
す
る
名
簿
の
申
か
ら
、
立
法
府
が
選
任
す
る
ハ
六
一
ニ
条
)
こ
と
と
し
、
ま
た
執
行
部

集
団
と
し
、

の
側
に
は
立
法
府
に
対
す
る
何
ら
の
働
き
か
け
(
解
散
権
、
法
律
の
発
議
権
、
拒
否
権
等
)
の
手
段
も
認
め
ず
、
逆
に
立
法
府
の
側
で
は
、

罷
免
権
こ
そ
も
た
な
い
に
せ
よ
、

適
当
と
認
め
る
場
合
は
大
臣
を
召
換
す
る
権
利
を
保
持
し
(
七
七
条
)
弾
劾
権
を
も
っ
(
五
五
条
)
こ
と
に

よ
っ
て
、
執
行
部
を
完
全
に
従
属
せ
し
め
、

も
は
や
そ
れ
は
執
行
権
と
呼
ぶ
に
相
応
し
か
ら
ぬ
、
立
法
府
の
法
律
と
デ
ク
レ
を
執
行
す
る

単
な
る
使
用
人
(
釦
特
ロ
と
た
ら
し
め
た
。
議
会
統
治
制

(moロ
話
吋
ロ

σ
B
m
z
q
s
m
o
g
g宮
)
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
。

間
法
律
事
項
目
私
法
お
よ
び
刑
法
の
制
定
、
共
和
国
の
収
入
お
よ
び
通
常
支
出
の
一
般
的
管
理
、
:
:
:
内
区
別
は
た
だ
事
項
の
重
要
性
と
緊
急
性
と
に
よ

っ
て
設
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
性
質
の
相
違
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。
法
律
は
必
ず
し
も
一
般
的
な
処
置
で
は
な
い
(
宣
戦
、
偉
人
に
対
す
る
栄
典
)
。
》

F
即
時

2MP吋
2
・
沼
恒

ES---M・
8
・

刷
ジ
ロ
ン
ド
憲
法
で
は
執
行
部
(
】
由

S
一
回
国
幅
広
島
b
n
gけ
は
)
は
人
民
全
体
か
ら
選
挙
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
(
一

O
篇
二
節
一
条
)
が
、
こ
の
憲
法
は

そ
れ
に
よ
っ
h

て
執
行
部
が
強
大
に
な
る
と
と
を
お
そ
れ
た
結
果
、
立
法
府
が
選
任
す
る
こ
と
と
し
た
。

的

MV同氏。
Y
H
V
H
-
g
F
M
M
・
S
・

- 55ー
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説

憲
法
は
「
執
行
部
は
条
約
を
商
議
す
る
」
(
七
O
条
)
、
「
条
約
の
批
准
に
関
す
る
立
法
府
の
行
為
は
デ
ク
レ
と
い
う
特
別
の
名
の
下
に
包

含
さ
れ
る
」
(
五
五
条
)
と
規
定
し
た
。

論

ま
ず
条
約
の
荷
議
権
が
執
行
部
の
権
能
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
執
行
部
に
商
議
の
運
行
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
を
開
始
す
る
イ
ニ

ν
ヤ
チ
グ
の
権
限
ま
で
も
認
め
た
の
で
あ
る
か
、
憲
法
制
度
全
体
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
既
に
み
た
よ
う
に
、
執
行
部
は
立
法
府
に
従
属
す
る
単
な
る
使
用
人
に
す
ぎ
な
い
。
と
す
れ
ば
こ
の
二
四
人
の
集
団
制
の
執
行
部
の

商
議
権
に
、
法
律
上
は
と
も
か
く
、
少
な
く
も
事
実
上
は
充
全
な
自
由
と
権
威
と
を
憲
法
が
認
め
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

次
に
、
条
約
の
批
准
を
立
法
府
の
行
為
と
し
、
デ
ク
レ
の
分
類
中
に
属
せ
し
め
た
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。
そ
れ
は
条
約
の
批
准
が

立
法
府
の
決
議
の
み
に
よ
っ
て
完
結
的
と
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
法
律
の
場
合
と
ち
が
っ
て
、
人
民
の
直
接
的
な
干
渉
を
排
除
し
た
こ
と

を
意
味
す
る
。
公
安
委
員
会
が
提
案
し
た
憲
法
草
案
に
お
い
て
は
、
同
盟
条
約
の
批
准
の
み
は
法
律
事
項
と
し
、
或
は
、
総
て
の
条
約
の

批
准
を
法
律
事
項
と
す
べ
し
と
い
う
若
干
の
意
見
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
上
最
も
広
く
直
接
民
主
制
を
採
用
し
た
こ
の

憲
法
も
、
結
局
、
す
べ
て
の
条
約
の
批
准
に
つ
い
て
、

人
民
の
直
接
的
統
制
の
道
を
と
ざ
し
、
立
法
府
の
権
限
と
す
る
に
止
め
た
こ
と

は
、
注
目
す
べ
き
点
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ω
ジ
ロ
ン
ド
憲
法
ハ
コ
ン
ド
ル
セ

(
P
E
a
g
g
が
起
草
者
と
し
て
有
名
。
一
七
九
一
二
年
二
月
一
五
・
ニ
ハ
日
に
提
案
さ
れ
た
が
、
ジ
ロ
ン
ド
党
の
敗
退

と
共
に
草
案
の
ま
ま
で
採
択
さ
れ
る
に
至
ら
ず
)
は
総
て
の
条
約
に
つ
い
て
立
法
府
が
二
度
関
与
す
べ
き
も
の
と
規
定
し
た
。
ま
ず
商
議
を
授
権
し
‘
次

に
条
約
を
承
認
す
る
た
め
に
(
七
篇
二
節
六
条
、
二
ニ
篇
八
条
九
条
)

o

但
し
司
令
官
に
よ
り
一
時
的
に
同
意
さ
れ
た
降
伏
と
休
戦
と
は
例
外
と
さ
れ
る

(
二
二
篇
一

O
条)。

間
嵐
山
岳

8
・。匂
-
O
F
仲・・毘

y
g
i
E
-

同
こ
こ
で
批
准
と
い
わ
れ
る
の
は
今
日
用
い
ら
れ
る
厳
格
な
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
承
認
と
同
義
と
解
す
べ
、
き
だ
ろ
う
0

4
・
[
二
ハ
]
註
(
伊
[
一
七
]

凶

冨

S
宗

g『
S
宮
市
温
色
合
届

Ha回
目
8
・回以・
4
N
∞-aF
嵐山ロ

g
p
告
-
a
p同
V

・
g・

- 56ー



間

冨

o巳
gロ
吋
ロ
回
目

4@円
田
市
日
仏

MMH∞
守
山
口

]48・
累

Y4N∞・

4NUwaf
富岡ロ

vopou-a什
・
・
唱
・
包
・
ロ
ロ

40品
-S
庶
民

2
5ロ
ロ
少
四
国
け

O可
申
含

時

2
4
0
5
3
8什
宮
ユ
B
B
E
g
s
『

gHH09HV由
民
国

w嵩ロ
E

Z
ヲ
毘
40・
H
E
g
E
S
F
o
p仲
-
Y
匂
・

8
閉
・
代
制
憲
議
会
を
非
常
に
悩
ま
し

た
と
ζ

ろ
の
一
問
題
、
宣
戦
と
平
和
条
約
の
そ
れ
が
再
び
現
わ
れ
て
く
る
の
が
み
ら
れ
る
。
た
ピ
一
段
階
降
下
し
た
の
で
あ
っ
て
、
一
七
九
O
年

κは
国

王
と
立
法
府
と
の
聞
に
関
係
し
て
い
た
の
ザ
い
が
、
一
七
九
一
一
一
年
に
あ
っ
て
は
立
法
府
と
人
民
集
会
と
の
問
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
い
え

【

=
0
]
|
|
|
憲
法
制
度
の
現
実
と
条
約
締
結
権
の
実
際

憲
法
の
審
議
の
経
過
中
に
、

ブ
ラ
シ
ス
は
、
外
に
お
い
て
は
革
命
干
渉
の
連
合
軍
に
敗
れ
、
国
墳
は
侵
さ
れ
、
内
に
お
い
て
は
各
地
に

内
乱
が
発
生
す
る
と
い
う
、
重
大
な
事
態
が
継
起
し
た
。
こ
の
極
端
な
共
和
国
の
危
殆
に
頻
し
て
要
求
さ
れ
る
強
力
な
政
府
は
、

法
の
設
定
し
た
あ
ま
り
に
も
弱
い
執
行
部
に
よ
っ
て
満
足
せ
し
め
ら
る
べ
く
も
な
か
っ
た
。
コ
シ
グ
ア
シ

V
オ
シ
は
、

こ
の
憲

一
七
九
三
年
一

O

月
一

O
日
、
憲
法
は
施
行
を
停
止
し
、
平
和
回
復
迄
は
革
命
政
体

(
m
2
4
0
5
0
5
0
E
忍
〈
。

E
C
8
5町
。
)

で
あ
る
と
決
定
し
た
。
そ
し

、
て
こ
の
憲
法
は
遂
に
適
用
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
一
七
九
一
年
憲
法
が
廃
止
さ
れ
た
一
七
九
二
年
九
月
以

フランス憲法史におおる条約と園内法

一
七
九
五
年
一

O
月
に
共
和
三
年
の
憲
法
が
成
立
す
る
に
至
る
迄
、

フ
ラ
ン
ス
は
成
文
憲
法
に
よ
ら
ず
し
て
、

来

い
わ
ば
ゴ
シ
グ
ア
シ

νオ
シ
の
制
度
の
下
に
生
活
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
復
雑
且
激
越
な
変
化
に
富
む
憲
法
典
に
よ
ら
ぬ
革
命
の
憲
法
制
度
の
現
実
を
い
か

に
把
握
す
る
か
は
、
憲
法
史
家
の
つ
と
に
頭
を
悩
ま
す
、
困
難
な
、
ま
た
そ
れ
故
に
興
味
深
い
領
域
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
立
ち
入
っ
て
考

察
す
る
余
猶
は
な
い
が
、
条
約
締
結
権
の
実
際
を
説
明
す
る
に
必
要
な
範
囲
で
触
れ
て
み
よ
う
と
思
う
。

川

氏

-
E同
窓
口
。
ー
の

g
g雪
山

g
y
《
同
舎

E
o
E
Bロ
件
。
ロ
広

S
H
邑
邑
E
a
gけは

E
m窓
口

4
2
5
B
Sけ
芯

40戸
三
芯

E
町
田
》
含

E
H
L
O
P
E色

島
祖
国

S
F
凶

V
S比
国
・
別
・
訟

guコ
岡
田
串
少
匂
・

4AF・

ゴ
シ
ヴ
ア

Y
V
オ
シ
は
そ
の
成
立
以
来
J

国
王
の
い
な
い
執
行
府
た
る
臨
時
執
行
評
議
会
(
。
。
ロ
招
ロ

a
r
E民
官
。
i
m
O
町
立
を
、
あ
た

か
も
道
具
の
ご
と
く
に
考
え
、
諸
委
員
会
を
通
じ
て
、
そ
の
権
限
に
介
入
し
た
。

一
七
九
三
一
年
四
月

公
安
委
員
会
(
。
。

B
志
色
。

g
E同

- 57一



H
E
E
W
)
が
設
立
さ
れ
て
以
来
、
臨
時
執
行
評
議
会
の
権
能
が
諸
委
員
会
、
更
に
公
安
委
員
会
に
吸
収
さ
れ
る
傾
向
は
愈
々
増
大

L
、
ダ
シ

ト
シ
は
一
七
九
三
年
七
月
の
粛
正
の
時
迄
は
真
の
外
務
大
臣
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。

一
七
九
四
年
四
月
に
は
臨
時
執
行
評
議
会
は
消
滅
し
、

こ
こ
に
ゴ
シ
グ
ア

Y

V
オ
シ
に
法
律
上
緊
密
に
従
属
す
る
強
力
な
政
府
委
員
会

(
8
5
X宮
内
庁
的
。
Z40円ロ
σ
S
2
3
が
完
全
な
姿
で
現
わ

れ
る
w

そ
れ
は
現
実
に
は
公
安
委
員
会
へ
の
誇
権
力
の
集
中
で
あ
り
、
結
局
は
ロ
ベ
ス
巳
エ
ー
ル
の
独
裁
的
権
力
の
保
持
に
極
ま
る
と
い

え
よ
う
か
。
こ
の
公
安
委
員
会
と
ゴ
ン
グ
ア
シ
ジ
オ
シ
と
の
関
係
は
、
或
は
革
命
的
独
裁
制
と
規
定
せ
ら
れ
、
或
は
由
巳

mσ
ロ
oユ
凹
の
議

院
制
(
芯
低
g
巾
宮
一
己
0
5
0ロ
宮
町
。
)
で
あ
る
と
さ
れ
、
或
は
議
会
統
治
制
ま
た
は
コ
シ
グ
ア
シ

vv
オ

γ
の
制
度
(
芯
m
-
B
o
n
oロ
4
0ロ門戸
Oロロ
OH)

だ
と
主
張
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
政
府
委
員
会
に
対
す
る
コ
シ
ヴ
ア

Y

V
オ
シ
の
統
制
は
、
法
律
的
に
は
完
全
に
可
能
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
憲
法
が
施
行
を
停
止
せ
ら
れ
た
時
か
ら

ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
失
脚
迄
は
事
実
上
不
可
能
に
ち
か
く

そ
れ
は

粛
正
と
い
う
実
力
行
使
に
よ
っ
て
の
み
可
能
だ
っ
た
と
ほ
ぼ
い
え
よ
う
か
。

向

H
b
p
z
F
p
g
u
沼恒国国内
W】

-u
匂

-HO岡
山
句
弓
品
目
。
f
H
V芯
色
白

-wHyum-

同

6
0品。ロ
gFOMM-nH酔・旬開
Y
N
2・
N4ml一N44・

的
盟
国
件
。
(
Q唱

-
a
f
回以

y
N
S
I
N白
AF)
は
一
七
九
一
二
年
四
月
六
日
公
安
委
員
会
の
設
立
以
降
一
七
九
四
年
七
月
二
七
日
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ

i
ル
の
失
脚
迄
を
、

革
命
的
独
裁
制

(
F
a
n
g
z
s
g
4
0
H
E
5ロ
ロ
巴
g)
と
し
、
そ
の
前
後
を
議
会
統
治
制
と
規
定
す
る
。
テ
ル
ミ
ド
オ
ル
九
日
は
《
議
院
の
多
数
の
変
動
》

で
あ
る
と
い
う
テ
1
ゼ
は
、
《
議
院
制
》
の
弾
力
性
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
行
き
す
ぎ
で
あ
る
o

第
一
に
、
信
任
を
与
え
或
は
担
否
す
る
議
会

へ
は
、
権
力
者
の
行
為
に
好
都
合
な
議
員
の
み
し
か
敢
て
あ
ら
わ
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
他
の
者
達
は
地
下
に
も
ぐ
り
、
逮
捕
さ
れ
る
か
ギ
ヨ
チ
ン

に
か
け
ら
れ
る
。
コ
ン
グ
ア
ン
シ
オ
ン
は
当
時
正
に
代
公
安
委
員
会
の
登
録
院
の
よ
う
な
も
の
》
で
あ
っ
た
。
次
に
パ
リ
市
会
の
役
割
、
ク
ラ
ブ
の
活
動

は
何
等
甚
だ
議
院
的
な
も
の
で
は
な
い
。
内
我
々
は
革
命
の
政
体
に
対
崎
し
て
い
る
の
で
あ
る
》
。

民
-
u
g
E
H
e
g
(図
仲
間
ぢ
可
申

8
一g
t
z
t
o
g
-
-
o
品
。
宮
司

5
5
0
品。

H
4
g
p
H間
4
C
L
-
y
g∞
印

w匂
匂

-HUH-Ng)
は
、
コ
ン
グ
ア
ン
シ
オ
ン
の

制
度
を
革
命
独
裁
制
を
も
っ
て
規
定
し
、
立
法
議
会
の
・
コ
ン
グ
ア
ン
シ
オ
ン
の
・
テ
ロ
リ
ス
ト
コ
ン
グ
ア
ン
シ
オ
ン
の
・
委
員
会
政
府
の
テ
ロ
リ
ス
ト

の
・
個
人
的
テ
ロ
リ
ス
ト
の
・
テ
ル
『
ミ
ド
リ
ヤ
ン
の
・
各
独
裁
制
に
区
分
す
る
。
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間
川
コ
ン
グ
ア
ン
シ
オ
ン
・
ナ
シ
オ
ナ
ア
ル
は
:
・
;
・

2
仲
間
由
ロ

2
ぽ
の
議
院
制
を
実
行
し
た
。
そ
乙
で
は
公
安
委
員
会
は
コ
ン
ヴ
ア
ン

ν
オ
ン
の
前
広
責
任

内
閣
の
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
る

ov
嵩
吋
紅
白
申
ゐ

g
釘
雪
宮
町
入
り
。

F
田
S
R
E
S
母
国
匂

0
5
0
5
v
-
F
E
宮

g
b。
3
F£
g
a
g
E
E
E‘

O
B冊
目
ぽ
庶
民
。

5
0
2巳
2
・】

VF江田植

SUN・
B-H4NiH4∞
・
ぇ
・
《
宮
内
。

5
2
5
5
8け
宮
巴
吊

5
8
E
E
g
g
-
E
の
8
4
8位
。
ロ
》
"
の
田
区
向
島
冊

目
白
思

g
Z氏
。
ロ

P
呂町田一山田

9
4
H・
5
笥
占
M
M

・
会
白
け
伊
州
一
宮
司
戸
。

5
8
Zユ
回
目

2
0
5
g
。。ロ

4
8位
。
ロ

g
a
o
E
Z
u
w
-
F
4ロ
@
島
白
骨
6
日付句

S
Z
F

H由
ωmw
同
)
同
M

・
a4H
ぬけ田・

《
第
一
次
公
安
委
員
会
は
ダ
ン
ト
ン
内
閣
で
あ
っ
た
。
第
二
次
は
或
い
は
む
し
ろ
よ
り
お
く
れ
て
且
つ
少
し
づ
っ
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
内
閣
と
な
っ
た
V

P
K
E
E己
・
臣
回
ぢ
可
申

3
E
Z
g
宕

宮

別

AZo-己
氏
自

P
2
3
-
8・
F
E
-
-可
F42・
k
F
司自一

s
c
o
-
-
F
巴
NY
匂・

8
町
・
パ
こ
れ
を
要
す
る
に
委
員
会
の

各
メ
ン
バ
ー
は
彼
の
所
管
官
庁
を
有
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
殆
ん
ど
主
人
で
あ
り
、
そ
乙
で
事
実
上
の
一
一
檀
の
独
立
性
と
倒
人
的
責
任
と
を
も
っ
た
U

そ
し

て
一
般
的
政
策
は
総
会
で
決
定
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
委
員
会
は
全
体
と
し
て
責
任
を
負
っ
た
》
(
一
二
四
一
頁
)
。
こ
の
説
に
賛
成
者
由
。

σo品目
S

H。
4gMotsσ
《
F
8
0江
区

5
田
島
田
芯

mF50
宮
ユ
由
自
由
昇
即
日
円
。
》
拘
由

4・円注目目付
S
E
H
X
V
H
E
G
5
2
。
。
ロ
由
民

gB怠
CEHOHFLU勾
-
M
M同

y
H
S
$
阻
-

Fbou
。。

E
P
の胆日付

Oロ
z区
田
江
戸

p
n
F仲・嵐山円日向日出品
ECOけ
N
b
i
s
y
己
申
戸
田
国
恥
旬
開
司
丘
町

C出
合
印
句
。
ロ

4
0
F
℃
・
目
白
ロ
。

g-AH・

刷
《
乙
の
註
解
の
巧
妙
さ
と
そ
の
注
目
の
適
切
性
と
は
認
め
る
と
し
て
も
、
我
々
に
と
っ
て
は
、
古
典
的
な
憲
法
学
と
と
も
に
、
コ
ン
ヴ
ア
ン
シ
オ
ン
の

制
度
を
議
会
と
政
府
と
の
聞
の
関
係
の
固
有
の
形
態
で
あ
る
と
考
え
る
方
が
好
ま
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

V
3
1企
OF
吋
円
恥
ロ
ぽ
・
・
匂
・
思
-

宮
沢
俊
義
教
授
(
議
院
内
閣
制
の
イ
ギ
リ
ス
型
と
フ
ラ
ン
ス
型
、
比
較
法
雑
誌
一
巻
一
号
二
九
五
二
一

O
八
頁
)
は
《
此
の
見
解
は
少
な
か
ら
ぬ
程

度
に
於
い
て
、
議
院
内
閣
制
の
定
義
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
が
!
や
は
り
賛
成
し
が
た
い
。
コ
ン
グ
ア
ン
シ
オ
ン
時
代
の
政
治
の
色
合
そ
の
も
の
か
ら

い
っ
て
も
本
当
の
議
院
内
閣
制
が
生
ま
れ
る
た
め
の
地
盤
が
そ
乙
で
熟
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
》
と
感
績
を
述
べ
る
。

《
要
す
る
に
公
安
委
員
会
は
一
般
的
お
よ
び
園
内
的
警
察
を
、
一
般
安
全
委
員
会
(
。
。

g
p
b
島田

E
S芯
肉
吉
田

S
F
)
と
分
割
し
て
い
た
ζ

と
を
除

け
ば
、
政
府
の
権
威
の
一
切
を
現
実
的
に
行
使
し
た
ω

恐
ら
ミ
は
彼
に
報
告
を
義
務
づ
け
て
お
り
、
ま
た
法
的
に
は
最
後
的
決
定
権
限
を
有
す
る
も
の
は
、

議
会
と
い
う
機
関
の
み
だ
っ
た
の
ピ
が
、
し
か
し
も
は
や
議
院
制
的
な
不
可
侵
性
で
保
護
さ
れ
て
も
い
な
い
議
員
達
は
逮
捕
の
脅
威
の
前
に
傑
え
、
コ
ン

グ
ア
ン
シ
オ
ン
は
提
案
さ
れ
た
と
と
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
現
実
に
は
公
安
委
員
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
と
乙
ろ
の
も
の
す
べ
て
を
黙
っ
て
承
認
す
る

の
み
で
あ
っ
た

o
v
vえ
2
江
宵
0
・
鼠

S
S
T
匂・

5
∞
・
ま
た

kgva
や

百

件

E
由
lcg冒
雪

Z
S
の
説
を
批
判
し
て
《
責
任
内
閣
お
よ
び
議
会
主

義
と
い
う
言
葉
が
、
コ
ン
グ
ア
ン
シ
オ
ン
に
適
用
さ
れ
う
る
の
は
、
そ
の
制
度
が
議
院
制
と
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
と
特
に
述
べ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て

の
み
で
あ
る
》
匂
・

]FCh嗣
HSAFAW(H)・
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説論

開
。
ぴ
申
立
ぐ
山
口
昂
g
-
F
P
O
O回
4
品
耳
目
。
口
同
}H1E仲
E
C
E
E寸
∞
己
申
-
問
問
。
ロ
4
0吋
HMOHHHAWHM酔
匂
MW
吋目。
B

O
ロ
45可
申
吋
初
出
4
・
円
四
由
。
『
O
日
仲
間
)
回
忌
山
口
-
H由

E
-
m『
吋
即
日
目
]
邑

P

M
ぷ
v
・
∞
笥
l
u
は
《
主
権
的
議
会
た
る
コ
ン
グ
ァ
ン
シ
オ
ン
の
制
度
を
定
義
す
る
た
め
に
我
々
は
結
局
議
会
統
治
制
と
い
う
表
現
を
採
用
し
う
る
。
コ
ン
ヴ

ア
ン
シ
オ
ン
は
三
年
の
任
期
の
筒
議
会
統
治
制
を
実
行
し
た
0

・
知
公
安
委
員
会
は
法
律
上
は
コ
ン
グ
ァ
ン
シ
オ
ン
の
諸
委
員
会
中
の
第
一
の
も
の
に
す
ぎ

な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
は
一
箇
月
毎
に
改
選
さ
れ
た
こ
と
、
タ
ン
ト
ン
や
ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
は
内
閣
の
連
帯
責
任
を
負
っ
て
倒
れ
た
と
い
う
の
と
は

お
よ
そ
遠
く
、
彼
ら
は
粛
清
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
乙
と
、
そ
れ
が
古
典
的
な
議
院
制
に
お
い
て
、
執
行
府
が
特
徴
的
に
有
す
る
議
会
の
召
集
権
や
解
散
権

を
有
し
な
か
っ
た
こ
と
、
公
安
委
員
会
が
議
会
に
及
ぼ
し
た
権
力
の
大
き
さ
は
、
全
く
別
な
理
由
、
議
院
制
的
不
可
侵
牲
が
廃
止
さ
れ
、
革
命
裁
判
所
の

権
限
を
握
っ
た
こ
と
が
、
ロ
ベ
ス
ピ

z
l
ル
の
所
謂
独
裁
を
惹
起
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
を
授
権
し
た
デ
ク
レ
は
コ
ン
グ
ァ
ン
シ
オ
ン
自

体
の
作
品
だ
っ
た
こ
と
等
を
指
摘
す
る

O
V
E
冨

y
g朗
1
4
V

caoozyFgua-zaog--HFN2・
《
か
く
し
て
執
行
権
は
コ
ン
グ
ァ
ン
シ
オ
ン
に
よ
り
選
挙
さ
れ
そ
の
前
に
責
任
を
負
う
若
干
数
の
議
員
の

手
中
に
あ
っ
た
。
そ
こ
に
議
院
制
の
特
徴
の
一
つ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
?
し
か
し
こ
の
委
員
会
を
構
成
し
た
山
岳
党
員
達
が
コ
ン
グ
ァ
ン
シ
オ
ン
に

お
け
る
多
数
を
保
持
し
た
の
は
、
パ
リ
市
会
や
ジ
ヤ
コ
パ
/
党
員
達
の
圧
力
お
よ
び
暴
動
の
脅
威
の
お
蔭
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
U
o

さ
て
我
々
に
必
要
な
設
問
告
発
し
よ
う
。
立
法
府
た
る
コ
ン
グ
ア
ン
ン
オ
ン
は
執
行
府
た
る
政
府
委
員
会
を
有
効
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
え
た
か
。
と
ζ

で
我
々
は
先
ず
立
法
府
が
執
行
府
を
完
全
に
従
属
せ
し
め
る
議
会
統
治
制
と
い
う
テ

l
ゼ
と
、
執
行
府
が
立
法
府
を
自
由
に
支
配
す
る
革
命
独
裁
制
と
い

う
極
端
に
相
反
す
る
両
極
の
テ
l
ゼ
が
共
に
真
実
ら
し
い
と
い
う
逆
理
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
(
議
院
制
の
テ
l
ゼ
は
、
議
会
に
お
け
る
多
数
の
支

配
と
い
ら
点

κ着
目
し
て
い
る
が
。
)
乙
の
謎
を
解
く
便
法
は
少
く
と
も
ご
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
は
法
律
論
と
政
治
論
ぞ
一
応
分
け
て
考
え
る
ζ

と
で

あ
り
、
他
は
パ
ン
ト
オ
(
吋

Z
S
)
が
な
し
た
よ
う
に
、
時
期
的
に
区
分
し
て
考
え
る
乙
と
で
あ
る
。
そ
し
て
乙
の
ご
つ
の
方
法
を
併
用
す
る
な
ら
ば
、
コ

ン
グ
ア
ン
シ
オ
ン
の
時
代
は
、
法
律
論
と
し
て
は
議
会
統
治
制
と
規
定
せ
ら
れ
る
、
し
か
し
少
な
く
も
憲
法
の
施
行
停
止
、
革
命
の
政
体
を
宣
言
し
た
時

か
ら
ロ
ベ
ス
ピ
ェ

1
ル
の
失
脚
に
至
る
ま
で
は
、
法
律
的
に
は
議
会
統
治
制
の
枠
内
に
あ
り
な
が
ら
、
コ
ン
ヴ
ァ
ン
シ
オ
ン
が
自
ら
行
っ
た
、
或
は
行
わ

し
め
ら
れ
た
譲
歩
に
よ
っ
て
、
公
安
委
員
会
が
政
治
的
な
現
実
に
お
い
て
は
、
独
裁
的
権
力
を
掌
握
し
た
。
そ
し
て
と
の
法
律
論
と
政
治
論
が
み
ち
び
く

明
白
な
背
理
は
、
革
命
の
現
実
自
体
に
内
在
し
た
建
前
と
必
要
と
の
背
理
に
他
な
ら
な
い
と
。
し
た
が
っ
て
我
々
の
設
聞
に
対
す
る
答
は
ほ
ぼ
次
の
ご
と

き
も
の
と
な
ろ
う
。
コ
ン
グ
ア
ン
シ
オ
ン
は
法
律
的
に
は
常
に
意
の
ま
ま
に
執
行
府
た
る
政
府
委
員
会
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
え
た
。
し
か
し
少
く
も
一
七

九
三
年
一

O
月
か
ら
一
七
九
四
年
七
月
に
至
る
間
は
事
実
上
は
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
不
可
能
に
ち
か
か
っ
た
。

と
れ
を
条
約
締
結
権
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
共
和
二
年
霜
月

(
E
B包
括
)
一
四
日
(
一
七
九
三
年
一
二
月
四
日
)
の
デ
ク
レ
は
《
公
安
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'フランス憲法史における条約と国内法'

委
員
会
は
特
に
外
交
に
お
け
る
重
大
な
行
為
に
対
す
る
任
務
を
負
う
、

ま
た
同
様
の
行
為
に
関
す
る
事
項
を
直
接
に
処
理
す
る
》
と
規
定

し
て
い
る
。
そ
れ
は
一
七
九
三
年
憲
法
が
執
行
部
に
属
せ
し
め
た
権
限
に
等
し
い
わ
け
で
あ
り
、

商
議
さ
れ
た
す
べ
て
の
条
約
は
立
法
府

の
、
す
な
わ
ち
ゴ
シ
ヴ
ア
ジ
リ
V

オ
シ
の
承
認
に
服
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ゴ

γ
グ
ア

Y
V
オ
シ
は
共
和
三

年
風
月

(
4
8
8
m
O
)

二
七
日
(
一
七
九
四
年
二
月
一
七
日
)
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
、
公
安
委
員
会
に
、
即
時
に
執
行
カ
を
発
生
す
る
秘
密

条
約
を
単
独
で
締
結
す
る
権
限
を
与
え
た
。
こ
の
権
能
は
一
七
九
一
年
憲
法
が
認
め
た
国
王
の
権
能
を
は
る
か
に
こ
え
る
広
汎
な
も
の
で

あ
る
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
旧
制
度
大
国
の
大
部
分
と
の
有
利
な
条
約
締
結
を
可
能
な
ら

公
安
委
員
会
は
こ
の
権
利
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

し
め
え
た
と
い
わ
れ
る
ー
す
な
わ
ち
戦
斗
行
為
の
終
結
と
商
議
と
を
欲
し
た
革
命
干
渉
の
連
合
軍
諸
国
も
、
表
向
き
に
交
渉
す
る
こ
と
に

は
曙
隠
し
た
た
め
、
共
和
国
に
有
利
な
平
和
条
約
締
結
は
、
秘
密
条
約
の
方
式
に
よ
っ
て
の
み
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
《
し
た
が
っ

て
ゴ
ン
ヴ
ア
ジ

νオ
シ
は
、
単
純
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
教
義
主
義
に
は
鼓
舞
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
政
治
的
な
必
要
性
に
従
う
こ
と
に
よ

フ
ラ
ン
ス
の
偉
大
き
に
有
利
な
手
段
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
》
。

っ
て
、(7) 

冨
山
岳

g
・
8
・白山骨・
M
M

・
E-

一
条
《
公
安
委
員
会
は
実
月
(
内
自
ロ
広
島
。
吋
)
七
月
の
法
律
に
よ
り
、
対
外
関
係
の
指
導
に
任
じ
、
共
和
国
の
名
に
お
い
て
平
和
・
休
戦
・
同
盟
・
中
立
・

通
商
条
約
の
商
議
を
な
す
。
彼
は
そ
れ
に
つ
き
条
件
を
取
り
き
め
る

ov

三
条
《
彼
は
秘
密
協
約
を
締
結
す
る
乙
と
を
授
権
さ
れ
る
。
》

四
条
《
外
国
政
府
と
契
約
さ
れ
た
秘
密
的
約
束
は
共
和
国
の
防
衡
を
確
保
す
る
か
そ
の
繁
栄
の
手
段
を
増
大
す
る
乙
と
の
み
を
目
的
と
し
う
る
。
》

五
条
《
条
約
が
秘
密
条
項
を
含
む
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
条
項
の
規
定
は
、
明
文
の
条
項

κ反
す
る
事
も
緩
和
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
》

七
条
《
条
約
は
公
安
委
員
会
の
報
告
に
も
と
づ
き
コ
ン
グ
ア
ン
シ
オ
ン
・
ナ
シ
オ
ナ
ア
ル
に
よ
り
審
議
さ
れ
批
准
さ
れ
そ
し
て
篠
認
さ
れ
た
後
で
な
け

れ
ば
有
効
と
は
な
ら
な
い
。

v

八
条
《
し
か
し
秘
密
条
約
に
お
い
て
取
り
き
め
ら
れ
た
条
件
は
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
批
准
さ
れ
た
。
こ
と
く
そ
の
執
行
を
受
け
る
。
》
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乙
の
秘
密
条
項
の
池
内
定
に
つ
い
て
は
コ
ン
グ
ァ
ン
シ
オ
ン
に
お
い
て
論
争
が
あ
っ
た
。
カ
ン
パ
セ
レ

(
9
5
E忠
弘
田
)
は
秘
密
条
約
締
結
権
に
つ
い
て
、

公
安
委
員
会
に
法
制
委
員
会

4
8富
山
広
島
O

広
偽
芭

asg
を
合
体
し
、
そ
の
賛
成
を
要
す
る
も
の
と
し
よ
う
と
し
た
が
、
多
数
の
議
員
は
そ
れ
が
秘
密

を
害
す
る
お
そ
れ
あ
り
と
し
て
反
対
し
た
。
鼠
U
g
p
o匂
-aけ
・
冨
y
g
l印
∞
・
∞
担
問
】
町
田
(
。
匂

-aH・匂
-
U
戸
)
は
こ
の
デ
ク
レ
の
《
唯
一
旦
明
白
な
目
的
》

は
秘
密
条
約
締
結
の
《
重
大
一
旦
決
定
的
な
例
外
》
を
認
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
る
。

同
区
回
目
v
o
p
o
M
V
-
a
?
同

M・
E-

附

E
1
3・
0
匂・白山廿・

MM・
S
・
共
和
国
の
寧
は
勝
ち
進
ん
だ
。
《
勝
利
の
成
果
を
か
り
と
る
た
め
に
一
こ
ま
ず
つ
敗
北
し
た
君
主
国
と
条
約
を
結
ば
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
彼
女
(
コ
ン
グ
ア
ン
シ
オ
ン
)
は
、
愛
国
主
義
の
充
分
昂
揚
し
た
意
識
で
も
っ
て
、
外
交
取
引
に
お
い
て
は
、
軍
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
利
益
を
危
殆
に
頻
せ
し
め
な
い
た
め
に
、
外
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
者
た
る
公
安
委
員
会
は
、
そ
の
手
中
に
と
の
不
毛
の
土
地
で
諸
君
主
国
と
平

等
の
機
会
に
お
い
て
戦
う
為
に
必
要
な
武
器
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
o
》
《
乙
の
策
の
安
当
性
は
間
も
な
く
事
実
に
よ
っ
て

証
明
さ
れ
た
。
公
安
委
員
会
は
行
動
の
自
由
の
お
蔭
で
、
連
合
国
の
扮
抗
を
利
用
す
る
事
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
プ
ロ
ジ
ヤ
・
オ
ラ
ン
ダ
・
イ
ス
パ
ニ
ヤ

は
速
合
か
ら
脱
退
し
た
。
公
安
委
員
会
は
、
こ
れ
ら
の
諸
国
の
オ
l
ス
タ
リ
と
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
ね
た
み
を
か
つ
て
パ
ア
ル
一
国
営
由
)
の
有
利
な
条
約

を
締
結
し
え
た
の
で
あ
る
o
u
gロ・ロ
Z-w
同

Y
S
-

切
M
H

昇
志
回
冊
目
吋
の
言
葉

oz・
宮
崎

ω担立
5
・。
H
M
-

口一件
w

同

y
m
w
ぬ・

。。
[-二
]
i
l意
義
の
総
括

条
約
締
結
手
続
そ
の
も
の
に
関
す
る
限
り
で
は
一
七
九
三
年
憲
法
け
一
七
九
一
年
憲
法
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
な
ん
ら
変
更
を
加
え
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
商
議
は
執
行
部
の
権
能
で
あ
り
、
条
約
締
結
に
対
す
る
人
民
の
直
接
的
干
渉
は
認
め
ら
れ
ず
(
重
要
な
立
法
に
は

認
め
ら
れ
た
の
に
)
、
立
法
府
の
み
が
す
べ
て
の
条
約
締
結
に
対
す
る
承
認
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
決
定
的
に
関
与
す
る
。
秘
密
条
約
は

認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
こ
れ
を
憲
法
の
設
定
す
る
制
度
全
体
と
の
関
連
に
お
い
て
み
れ
ば
、
執
行
部
の
商
議
権
も
立
法
府
の
指
導
に
服
す

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、

ま
た
許
容
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

ま
た
条
約
締
結
手
続
そ
の
も
の
は
、

一
七
九
一
年
憲
法
の
規
定
す

る
と
こ
ろ
と
変
ら
な
い
に
し
て
も
、
立
法
府
の
選
挙
民
と
の
関
述
の
頻
繁
性
、

そ
の
選
挙
の
民
主
的
基
盤
の
拡
大
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、

， 
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句t

一
七
九
一
年
憲
法
の
有
し
た
民
主
的
統
制
の
限
界
が
克
服
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
但
し
、

こ
の
憲
法
は
既
に
述
べ
た
様
に
遂
に
施
行

さ
れ
る
に
至
ら
ず
、

そ
の
意
義
は
専
ら
教
義
的
な
も
の
に
止
ま
っ
た
。

一
方
現
実
に
・
お
い
て
は

こ
の
極
め
て
民
主
的
な
教
義
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
と
は
無
関
係
に

ゴ
シ
ヴ
ア
シ

νオ
ン
は
、
昂
揚
し
た
愛

国
心
を
も
っ
て

そ
の
統
制
か
ら
全
く
自
由
な
秘
密
条
約
締
結
権
を

一
公
安
委
員
会
の
専
権
に
属
せ
し
め
た
。
そ
し
て
多
く
の
平
和
条

約
は
そ
の
手
続
の
故
に
締
結
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
革
命
政
体
が
国
際
的
現
実
に
対
処
す
る
必
要
か
ら
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

こ
の
重
大
な
例
外
は
、
f

無
傷
の
ま
ま
施
行
を
停
止
さ
れ
た
憲
法
的
条
約
締
結
手
続
の
非
適
格
性
を
実
証
し
つ
つ
、

的
な
教
義
に
迄
生
長
す
る
の
で
あ
る
。

ブ
ラ
シ
ス
公
法
の
伝
統

川

w

n
同
-
m担問
》
同
司

p
o
M
V
-
n日付・

MM'UN
・
一
八
四
八
年
憲
法
、

密
条
約
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

一
八
七
一
I
l

一
八
七
五
年
の
国
民
議
会
の
下
に
お
け
る
制
度
に
お
け
る
短
か
い
期
間
に
の
み
秘

第

三

節

共
和
一
二
年
実
月
(
同

E
n巴
己
負
)
五
日
三
七
九
五
年
八
月
一
一
二
日
)

憲
法
と
条
約
締
結
権

口
一
ニ
]
ー
ー
そ
の
権
力
分
立
制

共
和
三
年
憲
法
は
、

恐
怖
政
治
か
ら
生
き
残
つ
た
所
謂
テ
ル
ミ
ド
リ
ヤ
ジ
に
よ
っ
て
起
草
せ
ら
れ
、

ゴ
シ
ヴ
ア
ジ

vv
オ
シ
を
通
過
、
国

民
投
票
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
。
そ
れ
は
革
命
の
独
裁
制
に
対
す
る
反
動
或
は
《
恐
怖
の
作
品
》

(
2
2
4
5
骨
ぽ
宮
ロ
人
を
も
っ
て
事

々
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
先
行
す
る
二
つ
の
草
命
の
憲
法
の
う
ち
、

も
い
わ
れ
る
。

山
岳
党
憲
法
を
放
棄
し
て
一
七
九
一
年
憲
法
の
原
則
に
帰
っ
た
と

- 63ー

そ
の
基
本
原
則
と
し
て
は
ー
共
和
制
(
一
条
〉
、
市
民
主
権

(
g
gロ
4
0
E
山
口
丘
小
舟
田
円
伊
丹
。
ヨ
ロ
印
)
、
代
表
制
、
厳
格
な
権
力
分
立
制
を
挙

'̂， 



げ
う
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
憲
法
は
一
七
九
一
年
憲
法
を
若
干
緩
和
し
た
制
限
・
間
接
選
挙
に
よ
る
代
表
制
を
採
用
し
た
。
強
制
委
任
は
禁
ぜ
ら
れ
〈
五
二
条
〉
、

論

市
民
の
立
法
権
に
対
す
る
直
接
的
関
与
は
全
く
排
除
さ
れ
る
が
、
一
七
九
一
年
憲
法
と
違
っ
て
、
市
民
は
憲
法
制
定
お
よ
び
改
正
手
続
に

対
し
て
の
み
関
与
す
る
。
こ
の
人
民
の
参
政
権
に
課
し
た
制
約
は
、
社
会
主
義
的
民
主
主
義
を
恐
れ
た
た
め
だ
と
い
わ
れ
る
。
立
法
府
は

革
命
以
来
は
じ
め
て
二
院
(
の

8
8即
日
号
白
色

g
ο
2ロ
F

gロ
mg-
母
由
自
己
何
回
明
)
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
議
会
的
独
裁

(
】

m
w
a
n
g
Z
5
8ロ
4
0ロ巴
O
ロ
ロ
色
目
立
を
避
け
ん
が
た
め
で
あ
る
。

ω
《
テ
ル
ミ
ド
リ
ヤ
ン
の
総
て
の
政
策
の
よ
う
に
、
共
和
三
年
の
憲
法
は
恐
怖
の
作
品
で
あ
る
。
社
会
民
主
主
義
に
対
す
る
恐
怖
に
よ
っ
て
、
ご
段
の
制

限
選
挙
が
設
定
せ
ら
れ
た
。
コ
ン
グ
ア
ン
シ
オ
ン
の
独
裁
に
対
す
る
恐
怖
に
よ
っ
て
、
毎
年
改
選
さ
れ
る
ご
一
院
に
権
力
が
分
割
さ
れ
た
。
君
主
制
に
対
す

る
恐
怖
に
よ
っ
て
執
行
権
は
五
人
の
会
議
体
、
立
法
府
に
よ
っ
て
遷
ば
れ
五
分
の
一
ず
つ
毎
年
改
選
さ
れ
る
執
政
(
庄
司

2
8
w
g
に
委
任
さ
れ
た
》
〈

ao--

oog】
ar
唱
・
回
同
同
・

聞
句
芯
】
。
F

H

V

忠
弘
P
E
Y
U
4
1由
也
山
《
共
和
三
一
年
の
憲
法
は
、
訂
正
し
改
良
さ
れ
、
そ
し
て
君
主
制
か
ら
共
和
制
と
な
っ
た
一
七
九
一
年
憲
法
で
あ
る
》

冒
g
a口
元
広
告
企

S
S
E司
骨
骨

5
5
2諸
島
ロ
身

o
x
p
自
主
1
0
5
u
p
H∞
H串・
窓
口
・
匂

-g-

同
二
条
は
《
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
普
遍
性
は
主
権
者
で
あ
る
》
と
規
定
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
市
民
と
い
う
概
念
は
一
七
九
一
年
憲
法
の

V
E巳
富
と
い
う
そ

れ
と
異
っ
て
具
体
的
且
つ
個
人
主
義
的
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
山
岳
党
憲
法
の
同
話
回
立
。
と
い
う
概
念
と
性
質
を
等
し
く
す
る
。
そ
の
よ
う
な
理
由

で
句
吋
品
目
。
仲
(
。
M
M

・
0

F

M

M

・
由
也
)
は
ζ

れ
を
人
民
的
主
権

(
g
g
C
4冊目

zab旬。
M
V

回
目
田
町
田
)
の
原
則
と
す
る
。
但
し
、
主
権
は
乙
の
憲
法
の
規
定
(
八
条
)

す
る
限
定
さ
れ
た
意
味
で
の
市
民
に
の
み
属
す
る
の
で
あ
り
、
人
民
総
て
に
属
す
る
訳
で
は
な
い
か
ら
、
筆
者
は
特
に
市
民
主
権
と
名
ず
け
た
。
乙
の
表

現
の
方
が
此
の
憲
法
を
流
れ
る
《
よ
り
良
き
者
V

(同
ロ
曲
目
出
自
互
に
よ
る
政
治
と
い
う
思
想
、
制
限
選
挙
制
の
ν
ス
テ
ム
等
と
よ
り
よ
く
マ
ッ
チ
す
る
と

思
う
。

a
-
c
a
E
6
P
8・
0
Z・同
γ
ω
8・

川
町
一
一
一
才
以
上
の
フ
ラ
ン
ス
に
生
れ
一
年
以
上
共
和
国
の
領
域
で
居
住
し
不
動
産
的
ま
た
人
頭
的
直
接
税
を
納
め
そ
の
郡
の
市
民
筏
に
記
入
さ
れ
た
者
を

フ
ラ
ン
ス
市
民
と
し
、
そ
れ
の
み
が
選
挙
権
を
有
す
る
。
《
か
く
し
て
言
葉
こ
そ
用
い
な
い
が
共
和
三
年
憲
法
は
能
動
市
民
と
受
動
市
民
と
の
区
別
を
再

び
設
立
し
た
。
選
挙
人
の
数
は
七

O
O
万
か
ら
そ
の
よ
う
に
し
て
減
少
さ
れ
五

O
O
万
と
な
，
っ
た
》
F
丸
亀
弘

t
p
出
世
ロ
ロ
与
"
同
M

・
8
4・
但
し
直
接
税
の
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/ 

最
低
額
が
特
定
せ
ら
れ
ず
租
税
を
課
す
る
に
相
応
し
い
よ
う
な
財
産
を
所
有
す
る
必
要
も
な
い
。
共
和
三
年
の
選
挙
制
は
一
七
九
一
年
の
そ
れ
よ
り
少
し

く
広
汎
で
あ
る
(
唱
-
H
S
)
。

間
人
民
集
会
(
副
書
留

σ広
8
1
E可
8)
は
こ

0
0人
に
一
人
の
選
挙
人
を
選
出
し
、
そ
れ
が
選
挙
人
団

(88Bσ-babugs-g)
を
構
成
す
る
。

乙
の
選
挙
人
と
な
る
た
め
に
は
一

O
O
|ご
O
O仕
事
日
に
相
当
す
る
納
税
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

刷

」

Na申
戸
、
。
。
ロ
芦
-
-
M
-
N
H
H
・

ゴ
ン
グ
ア

γν
オ
シ
の
制
度
に
対
す
る
反
動
は
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
上
最
も
厳
格
な
そ
の
権
力
分
立
制
に
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
モ
シ
テ

ス
キ
ュ
ー
の
教
説
に
似
て
、
か
え
っ
て
非
な
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
諸
権
力
の
専
門
化
に
よ
る
権
力
孤
立
制
を
設
定
し
た
。
モ
シ
テ
ス

キ
ュ
ー
の
説
い
た
権
力
相
互
の
対
立
抑
制
の
契
機
が
消
滅
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
両
権
の
人
的
・
作
用
的
な
重
複
は
否
'
定
せ
ら
れ
、
ま

た
相
互
の
働
き
か
け
の
手
段
も
全
く
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
立
法
府
は
常
設
で
あ
り
(
五
九
条
〉
、

立
法
権
を
独
占
し
、

立
法
の
委
任
は
許

さ
・
れ
…
す
ハ
四
五
条
)
、
常
任
委
員
会
は
禁
ぜ
ら
れ
(
六
七
条
)

い
か
な
る
執
行
権
の
行
使
も
認
め
ら
れ
な
い
(
四
六
条
元
ま
た
議
員
や
前
議

フラシス窓法史における条約と園内法

員
も
一
年
を
経
な
け
れ
ば
執
政
(
色
町
宮
宮
町
立
ま
た
は
大
臣
と
な
る
こ
と
が
禁
ぜ
ら
れ
る
(
一
三
六
条
)
。
立
法
府
は
執
政
や
大
臣
に
対
し
、

立
法
府
に
出
席
を
要
求
す
る
権
利
な
く
、
勿
論
政
治
責
任
を
問
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
ず
‘
た
だ
刑
事
責
任
を
聞
い
う
る
(
二
六
五
・
二
六
七
・

二
七
一
条
)
の
み
で
あ
る
。
他
方
執
政
は
法
律
の
発
案
権
を
有
せ
ず
(
一
六
=
一
条
〉
、

如
何
な
る
拒
否
権
も
持
た
ず
、
勿
論
立
法
府
を
解
散
す

る
権
利
も
認
め
ら
れ
な
い
。

か
く
し
て
立
法
府
に
よ
る
執
行
府
の
一
般
的
統
制
は
全
く
不
可
能
だ
と
い
っ
て
よ
い
Q

的
一
一
一
一
条
《
社
会
的
な
保
障
は
権
力
の
区
分
(
島
三
回
目
。
ロ
品
。
国
司

od40町
田
)
が
確
立
さ
れ
ず
彼
ら
の
限
界
が
確
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
寄
在
し
え
な
い
》
。

刷
《
モ
ン
テ
ス
キ
且
ー
か
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
正
し
く
借
用
さ
れ
た
執
行
権
、
立
法
権
及
び
司
法
権
の
=
一
区
分
が
再
び
み
ら
れ
る
》
甲
色
。

p
p宮
F

同}・

5
T
《
フ
ラ
ン
ス
の
あ
ら
ゆ
る
憲
法
の
う
ち
で
共
和
三
年
の
憲
法
は
法
の
精
神
に
由
来
す
る
教
説
を
確
然
た
る
仕
方
で
適
用
し
た
》
嵐
山
司
区
史
凶
・
の
ロ
守

g
b
a
z
p
巴

o
g
阻
害
自
主

S
島
油
田
切

2
4
a
a
-
8・
0
H仲
・
匂
-

H

戸

(由

)
9自
宮
回

g
n
B
B
P
《

E
宮
臣
官

g
g
a
g
a
o
g
o
F品
由

民

8
5宮山
o
s
v
e
E
E
M
v
g
g
o
宮
口
広
告
白
色

S
E吾
a
S
E
a
-
m
- 65ー



含
属
。
ロ
品
い

gsag-
司
雪
印
国
・
関
-
m
苛
唱
・
居
間
N
・
M
M
H
H
・
凶
器
丁
H
g
山
清
宮
教
授

(
O
同
・
0
F
E
Y
M
g
l
M
E
)
も
此
の
点
の
相
違
に
注
目
す
る
。
民
自
民

g

回
S
H
S
F
M
V司

ba園内
田

O
R凶

g
g
g回
翼
席
己
目
。
ロ
M
O
-
-
N
O
E
-
-
S
N
U
-
毘
Y
∞
明
日
!
日
間
聞
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
所
説
に
お
け
る
立
法
、
執
行
商
権
の
協

働
の
契
機
を
霊
視
し
、
一
七
九
一
年
、
共
和
三
年
憲
法
は
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
ガ
の
(
厳
格
な
権
力
分
立
)
観
念
に
影
響
さ
れ
た
の
だ
と
す
る
。

帥
両
者
の
関
係
は
書
面
に
よ
っ
て
(
一
六

O
l
一
六
三
条
)
、

B
O田
S
m
o
g
品
w
S
S
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
特
別
の
仲
介
者
に
よ
っ
て
専
ら
行
な
わ
れ

る

こ

七

O
条)。

凶
但
し
事
実
上
は
一
七
九
九
年
六
月
一
八
日
立
法
府
は
二
人
の
執
政
の
辞
取
を
余
儀
な
く
せ
し
め
た
と
さ
れ
る
。
の
。
品
。
ロ
げ
O
グ

F
g
E
E同位。ロJMM・

念品・

倒
。
。
自
由
回
目
品
。
由
。
山
口
G
n
o
m
g
k
対
し
、
或
対
象
に
対
し
審
議
す
る
よ
う
書
面
で
希
望
を
の
べ
う
る
に
止
ま
る
。

[
=
三
]
l
ー
ー
そ
の
条
約
締
結
権

憲
法
は
商
議
権
を
執
政
の
専
権
と
す
る
日

「
執
政
の
み
が
外
に
お
け
る
政
治
関
係
を
維
持
し
商
議
を
指
導
:
:
:
す
る
と
と
が
で
き
る
」

〈
三
ご
九
条
)
。
「
執
行
執
政
(
品
目
吋
ゅ
の
丹
念
S
O
M
A
W
E
-
5
は
、
総
て
の
平
和
・
同
盟
・
休
戦
・
中
立
・
通
商
条
約
お
よ
び
彼
が
国
家
の
福
利
の

た
め
に
必
要
と
判
断
す
る
他
の
協
約
を
外
国
と
取
り
き
め
、
調
印
し
ま
た
は
調
印
を
な
さ
し
め
る
。
こ
れ
ら
の
条
約
お
よ
び
協
約
は
、

ラ
シ
ス
共
和
国
の
名
に
お
い
て
、
執
行
執
政
に
よ
り
任
命
さ
れ
そ
の
訓
令
を
課
せ
ら
れ
た
外
交
官
に
よ
っ
て
商
議
さ
れ
る
」
(
三
=
二
条
河

「
彼
(
島
町

R宮
町
。
)
は
、
休
戦
や
局
外
中
立
宣
言
に
類
す
る
事
項
の
予
備
的
規
定
を
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
:
:
:
」
(
三
一
一
一
O
条
前
段
)
。

し
か
し
な
が
ら
原
則
と
し
て
一
切
の
条
約
に
対
し
、
立
法
府
の
決
定
的
な
干
渉
が
要
求
さ
れ
る
い
「
条
約
は
立
法
府
に
よ
り
審
議
さ
れ

批
桁

γ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
有
効
と
は
な
ら
な
い
」
(
一
一
一
一
一
一
一
一
一
条
前
段
)
。
し
か
し
重
大
な
例
外
と
し
て
、
執
政
の
秘
密
条
約
締
結
権
が
認
め

ら
れ
る
υ

「
彼
は
ま
た
秘
密
協
約
を
取
り
き
め
う
る
」
(
一
一
一
一
一
一
O
条
後
段
)
。
そ
し
て
「
秘
密
的
条
件
は
、
そ
れ
が
執
政
に
よ
っ
て
取
り
き
め
ら

れ
た
そ
の
時
か
ら
、
暫
定
的
に
執
行
さ
れ
う
る
」
(
三
一
一
一
一
一
一
条
後
段
)
。
但
し
こ
の
秘
密
条
約
締
結
権
ま
た
は
そ
の
効
力
に
も
限
界
が
存
す
る
け

「
条
約
が
秘
密
条
項
を
包
含
す
る
場
合
に
お
い
て

こ
れ
ら
の
条
項
は
明
示
的
条
項
を
破
壊
す
る
も
の
で
も
あ
り
え
な
け
れ
ば
、
共
和
国

- 66ー

プ



伝ι

の
い
か
な
る
領
土
の
分
離
を
も
含
み
え
な
い
」
(
一
三
一
一
一
一
条
三

一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に

そ
れ
は

一
七
九
四
年
二
月
一
七
日
(
共
和
一
二
年
風
月
〉
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
、

公
安
委

ゴ

γ
グ
ア

vv
オ
シ
の
権
能
を
、
二
院
で

員
会
(
そ
の
独
裁
の
絶
頂
に
お
け
る
/
)
の
条
約
締
結
権
を
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
執
政
が
継
承
し
、

構
成
さ
れ
た
立
法
府
が
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
い
匁
附
加
さ
れ
た
唯
一
の
点
は
、
秘
密
条
項
が
共
和
国
の
領
土
の
分
離
を

含
み
え
な
い
と
い
う
秘
密
条
約
締
結
権
の
制
限
の
み
に
存
す
る
。
国
内
政
治
制
度
特
に
そ
の
権
力
分
配
の
原
則
に
お
い
て
、

そ
の
よ
う
に

根
本
的
な
変
革
を
企
だ
て
た
こ
の
憲
法
が
、
条
約
締
結
権
に
関
し
て
は
本
質
的
に
何
ら
変
更
が
」
加
え
る
こ
と
な
く
、
前
轍
を
踏
襲
し
た
と

い
う
こ
と
は
、
特
に
注
目
し
て
よ
い
点
で
あ
る
。
こ
の
憲
法
の
制
憲
議
員
は
公
安
委
員
会
の
有
し
た
権
力
が
条
約
締
結
権
に
関
す
る
限
り

で
は
、
極
め
て
適
切
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
。
そ
れ
は
、
国
内
的
な
権
力
構
造
の
激
変
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
和
国
の
国
際
社
会

に
対
す
る
態
度
に
何
ら
変
更
の
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
に
対
応
す
る
と
い
え
よ
う
か
。

ヨラ νス憲法奥における条約と圏内法

仙

メ

Z

ス
ト
ル
(
〉
・
区

g
F《
F
g
常
包
答
申
け
ぽ
品
円

g
t
p
Z
E
e
-
Eロ・
ι
g
c
o
d
a
-
H
u
s
-
R
匂
・
凶
器

gg(N))
は
、
乙
の
《
立
法
府
に

よ
り
審
議
さ
れ
批
准
さ
れ
》
と
い
う
文
字
の
み
を
引
用
し
て
、
乙
の
憲
法
は
、
そ
の
作
成
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
《
法
律
と
条
約
と
の
完
全
な
同
化
を
実
現
し

た
》
と
し
て
い
る
が
果
し
て
そ
う
断
じ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
上
に
み
た
よ
う
に
法
律
の
作
成
は
立
法
府
の
一
専
権
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
執
政
は
法
律

の
発
案
権
を
有
し
な
い
。
し
か
る
に
条
約
の
発
議
権
(
商
議
と
条
約
案
の
作
成
)
は
逆
に
執
政
の
専
権
に
属
す
る
。
そ
し
て
、
乙
の
立
法
府
の
批
准
の
意

義
は
既
に
一
七
九
一
年
憲
法
お
よ
び
コ
ン
グ
ア
シ
オ
ン
の
慣
行
に
つ
い
て
み
た
よ
う
に
(
ぐ
・

2
匂
E
[
一
六
]
ロ
oZ4)
承
認
と
同
義
で
あ
り
、
立
法
府
が
直
接

外
国
と
の
関
係
に
立
つ
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
立
法
府
が
条
約
案
を
審
議
し
う
る
に
し
て
も
、
条
約
案
の
修
正
権
ま
で
認
め
た
も
の
で
あ

る
と
は
恐
ら
く
解
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
の
作
成
の
見
地
か
ら
、
両
者
は
同
一
視
し
え
な
い
。
メ
ェ
ス
ト
ル
の
指
摘
は
不
正
確
で
あ
る
。

4
-
E宮
-
P
[
一一

O
]
嵐
広

v
o
p
o匂
・
。
芦
田
M

・
2
・

同

ダ

ヌ

ウ

(U箆
5
g
)
は
云
っ
た
、
《
考
え
て
も
ご
ら
ん
な
さ
い
。
若
し
あ
な
た
方
が
そ
の
よ
う
に
大
き
な
自
由
を
与
え
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
公
安

委
員
会
は
共
和
国
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
に
有
利
な
平
和
条
約
を
締
結
し
え
た
で
し
ょ
う
か
》
足
。
包
芯
己
司
自
民

42g-
品
ロ
お

5
0司
自
広
旬
開
口
同
同
-
M
Y

(2) 

- 67ー



H
N
∞
ド
ロ

F
嵐
広

g
p
名

-nF
匂・

2
・

か
く
し
て
、
憲
法
の
採
用
す
る
厳
格
な
(
或
は
真
正
の
)
権
力
分
立
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
執
行
府
の
作
品
た
る
商
議
さ
れ
た
条
約
に

対
し
、
立
法
府
の
決
定
的
な
干
渉
、
す
な
わ
ち
統
制
が
原
則
と
し
て
可
能
な
訳
で
あ
る
。
立
法
府
た
る
二
院
の
承
認
を
欠
く
条
約
は
無
効

で
ゆ
め
る
。
立
法
手
続
に
お
い
て
排
除
さ
れ
た
立
法
・
執
行
両
権
の
作
用
的
な
重
複
・
競
合
が
、
条
約
締
結
手
続
に
お
い
て
は
正
面
か
ら
認

め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
顕
著
な
対
称
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
作
用
上
の
見
地
か
ら
す
る
権
力
分
立
制
の
例
外
以
外
の
何
も
の
で
も

崎、、。

元
し〔

=
回
]
ー
ー
と
の
条
約
締
結
手
続
の
意
義

こ
の
憲
法
は
そ
の
機
能
に
お
い
て
、

そ
の
四
年
の
生
涯
を
通
じ
て
甚
だ
し
い
弱
体
を
示

L
、
無
政
府
状
態
を
惹
起
し
て
、
遂
に
霧
月

(
ぴ
吋
回
目
包
括
)
一
八
日
の
ナ
ポ
レ
オ
シ
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
そ
の
終
駕
を
招
く
に
至
っ
た
こ
と
は
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
条
約
締
結
手
続
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
若
干
の
逸
脱
は
行
な
わ
れ
た
け
れ
ど
も
v

多
く
の
条
約
が
憲
法
的
手
続
に
し
た
が
っ
て
締
結
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、

一
七
九
一
年
憲
法
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、

こ
の
憲
法
の
下
に
お
い
て

一
切
の
条
約
の
締
結
に
対
し

立
法
府
の
決
定
的
な
関
与
を
認
め
る
と
い
う
憲
法
制
度
が
、

除
外
と
い
う
重
大
な
例
外
つ
き
で
の
み
。

は
じ
め
て
実
効
性
を
発
揮
す
る
に
至
っ
た
と
い
え
る
1
1
l
但
し
秘
密
条
約
の

一
七
九
一
年
憲
法
に
お
け
る
場
合
と
同
様
に
、
制
限
・
間
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
挙
さ

し
か
し

れ
る
立
法
府
自
体
の
民
主
的
基
礎
の
限
界
が
、
条
約
締
結
手
続
に
対
す
る
民
主
的
統
制
の
限
界
を
、

そ
の
前
段
階
に
お
い
て
劃
し
て
い
る

こ
と
を
想
起
し
て
お
こ
う
。

(2) (1) 

ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
は
カ
ン
ポ
・
フ
オ
ル
ミ
オ
(
。
自
白
宮
匂
2
E
Z
)
条
約
を
執
政
の
訓
令
に
全
く
違
反
す
る
条
件
に
お
い
て
調
印
し
た
。

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
候
と
の
共
和
四
年
熱
月
一
一

O
日
の
平
和
条
約
に
対
す
る
熱
月
ご
八
日
の
批
准
の
法
律
、
そ
の
他
嵐
広
宮
ロ
ヤ
匂
・
ロ
F--M・
B
-
E》
g
H・

- 68ー



に
そ
の
多
く
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
u

ド
ゥ
ウ
ス
(
吋
・
匂
岳

o
g
g
-
F胆
可
主
仲
間

g
a
oロ
母
国
け

g
z
b曲
・
回
阻
回
白
山
富
吋

-
2
5
3
2宮
内
宮
田
町
包
広
白

色
骨
骨
。

zzzsタ
司
自
由
少
戸
田

guコ
巴
∞
m
w
宮

V-E-UH)
は
、
批
准
を
条
約
の
効
力
発
生
要
件
と
す
る
《
黙
示
の
批
准
の
学
説
》
が
実
定
法
上

初
め
て
認
め
ら
れ
た
の
は
、
一
七
九
七
年
八
月
一

O
日
、
執
政
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
女
王
と
の
聞
に
取
り
交
わ
会
れ
た
条
約
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
と
す
石
。

第

四

節

一
八
四
八
年
一
一
月
四
日
憲
法
と
条
約
締
結
権

[
=
玉
]
|
ー
そ
の
権
力
分
立
制

一
八
四
八
年
憲
法
を
検
討
す
る
。
こ
の
憲
法
は
二
月
革
命
の
成
功
に
よ
る
新
し
い
レ
ジ
ー
ム

そ
れ
は
穏
和
な
共
和
主
義
者
を
主
人
と
す
る
と
い
わ
れ
、
ま
た
一
七
九
一
年
憲
法
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
あ
ら
ゆ
る
憲
法
原
則
と
経
験
と
を
混
ぜ
込
ん
だ
と
い
う
意
味
で
《
カ
ク
テ
ル
憲
法
》

(
8
5号
己
目
。
ロ

gnWE--)
と
も
呼
ぴ
え
よ
う
。

我
々
は
一
挙
に
半
世
紀
を
跳
ぴ
越
え
て

を
設
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

人
民
的
主
権

(
E
8
5即
日
宮
町
広
吉
宮
E
B
)、
純
代
表
制
、
権
力
分
立
制
(
大
統
領
制
)
が
挙

げ
ら
れ
る
。
普
通
直
接
選
挙
が
憲
法
手
続
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
の
は
こ
の
憲
法
下
に
お
い
て
は
じ
め
て
で
あ
る
(
但
し
婦
人
は
除
外
)
。

そ
の
基
本
原
則
と
し
て
は
共
和
制
、

し
か
し
な
が
ら
、
人
民
の
直
接
的
な
参
政
は
、
立
法
手
続
に
つ
い
て
は
勿
論
憲
法
手
続
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
ず
、

そ
の
点
で
は
、

共
和

ゴ
一
年
憲
法
と
は
異
な
り
、

あ
り
(
一
八
条
〉
、
執
行
権
の
首
喪
は
人
民
か
ら
直
接
に
選
挙
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
七
九
一
年
憲
法
に
等
し
く
純
代
表
制
と
い
え
よ
う
。
但
し
最
早
や
公
権
力
の
世
襲
制
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で

仙
吋
芯
向
。
ダ
句
芯

ov-M】-
H
S・

同

旬

-FEH企
g同
が
ワ
イ
マ
ア
ル
憲
法
な
ど
第
一
次
大
戦
後
の
諸
憲
法
を
指
し
て
云
っ
た
一
言
葉

(PPF
さ

-nx・匂・

5)。
一
七
九
三
年
の
共
和

制
お
よ
び
普
通
選
挙
の
理
念
、
共
和
=
一
年
憲
法
に
お
け
る
=
一
年
の
任
期
、
一
七
九
一
年
お
よ
び
一
七
九
三
一
年
の
一
院
制
、
執
政
制
・
帝
制
の
国
務
院
お
よ

び
強
力
な
執
行
権
、
個
人
的
な
権
力
の
理
念
、
王
政
復
古
お
よ
び
七
月
王
制
の
大
臣
責
任
お
よ
び
執
行
・
立
法
両
権
の
協
働
を
借
り
て
来
た
。

同
但
し
、
一
八
五

O
年
五
月
一
一
一
一
日
法
律
は
、
選
挙
人
名
答
に
登
録
き
れ
る
た
め
に
一
二
年
間
の
定
住
を
要
求
し
、
憲
法
の
普
選
の
原
則
を
実
質
的
に
(
特
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に
労
働
者
に
不
利
広
)
変
更
し
た
。
選
挙
人
総
数
は
三
O
V
F
減
少
し
た
。

憲
法
は
明
確
に
権
力
分
立
制
の
原
則
を
採
用
し
た
ハ
一
九
条
〉
。
す
な
わ
ち
、

立
法
府
(
任
期
三
年
〉
も
執
行
府
(
任
期
四
年
)
も
直
接
に

人
民
か
ら
選
ば
れ
、
両
権
は
独
立
し
て
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
権
力
を
行
使
す
る
。
国
民
議
会
は
、
常
設
(
=
三
条
)
で
あ
り
、
国
務
院
(
の

8
8ロ

円
四
・
開
宮
丹
)
の
た
す
け
を
か
り
て
立
法
権
を
行
う
。
大
統
領
は
、
法
律
の
発
案
権
を
有
し
ハ
四
九
条
)
、

一
回
に
限
り
再
審
を
要
求
す
る
こ
と

が
で
き
(
五
八
条
て
ま
た
法
律
成
立
後
の
公
布
の
権
限
を
有
す
る
(
五
六
条
)
。
し
か
し
彼
は
い
か
な
る
拒
否
権
も
解
散
権
も
有
せ
ず
(
六
八

国
民
議
会
に
対
す
る
働
き
か
け
の
手
段
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
一
方
議
院
制
へ
の
道
が
拓
か
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

条
U

、

な
ぜ
な
ら

議
員
中
か
ら
大
臣
が
任
命
さ
れ
る
と
と
が
可
能
で
あ
り
、
大
臣
は
議
会
に
出
席
し
発
言
す
る
権
利
を
有
し
、
ま
た
大
統
領
と
大
臣
は
責
任

を
持
つ
(
六
八
条
)
と
し
た
が
放
に
。
し
か
し
こ
の
点
は
甚
だ
腰
昧
で
あ
り
、
大
統
領
が
大
臣
の
任
免
権
を
独
占
し
、
大
臣
の
責
任
を
廃
止

し
、
大
統
領
の
責
任
に
吸
収
す
る
と
き
は
、
議
会
は
大
臣
の
変
動
に
あ
ら
ず
し
て
、
国
民
が
直
接
選
出
し
た
大
統
領
を
倒
す
と
い
う
重
大

事
に
直
面
す
る
に
至
る
。

的
《
権
力
の
分
立
(
F
M
W

芯同
VHwgaon
品
。
田
宮
口
4
0
町
田
)
は
自
由
な
政
体
の
第
一
の
条
件
で
あ
る
》
。

間
議
院
制
に
お
い
て
は
立
法
府
の
執
行
府
に
対
す
る
統
制
は
通
常
大
臣
に
対
し
て
の
み
で
あ
り
大
統
領
は
無
責
任
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
ζ

の
六
八
条
は
大

統
領
の
責
任
を
規
定
し
た
が
故
に
《
責
任
を
発
展
さ
せ
る
よ
う
に
み
え
て
そ
れ
を
無
力
化
す
る
。
》
《
一
八
四
八
年
憲
法
の
諸
権
力
の
協
働
と
相
互
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
は
議
会
主
義
の
通
常
の
制
度
に
近
付
い
た
と
同
時
に
は
な
れ
た
》
と
い
え
よ
う
。
ロ
冊
目
】
富
島
司
8
・。目
U

・
ロ
同
伴
・
買
)
・
∞
切
品
目
mm-

川
刷
《
か
く
し
て
一
八
四
八
年
憲
法
は
第
一
回
の
革
命
議
会
の
誤
ま
り
に
再
び
陥
っ
た
。
憲
法
は
お
互
の
正
面
応
、
絶
対
的
に
平
等
で
、
独
立
で
、
お
互
に

働
き
か
け
る
い
か
な
る
手
段
も
も
た
ぬ
ご
権
力
を
設
定
し
た
。
若
し
比
の
二
権
力
の
間
に
あ
つ
れ
き
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
憲
法
は
平
和
的
な
規
整
の
い

か
な
る
方
式
を
も
規
定
し
て
は
い
な
い
。
唯
一
の
可
能
な
解
決
は
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
っ
た
V

F
弘
常
江
才
少
沼
恒
ロ
ロ
由
】
-w
旬
開

y
N
S
I
N
S
-

2
z
o
-
-そ
の
条
約
締
結
権

-70ー



憲
法
五
三
条
は
規
定
す
る
一
「
彼
(
共
和
国
大
統
領
)

は
条
約
を
商
議
し
批
准
す
る
。

い
か
な
る
条
約
も
国
民
議
会
に
よ
っ
て
承
認

(
山
富
】
吋

O
C
4
0
与
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
決
定
的
志
向
山
由

a
E
)
と
は
な
ら
な
い
」
。

ま
ず
商
議
権
を
大
統
領
の
専
権
と
す
る
と
と
も
に
、
批
准
の
権
限
は
明
確
に
大
統
領
に
属
せ
し
め
ら
れ
る
(
革
命
の
諸
憲
法
は
立
法
府

そ
れ
は
明
確
な
規
定
の
仕
方
と
は
い
え
な
か
っ
た
)
。
次
い
で
、

が
批
准
す
る
と
規
定
し
た
が
、

一
切
の
条
約
が
そ
の
効
力
を
発
生
す
る
に

は
、
立
法
府
の
承
認
に
よ
る
直
接
的
な
干
渉
を
要
す
る
と
さ
れ
る
。
両

ν
ャ
ト
ル
の
下
に
発
達
し
た
議
院
制
の
慣
行
に
お
い
て
は
、
後
に

み
る
よ
う
に
、
立
法
府
が
一
定
の
条
約
の
国
内
的
執
行
に
つ
い
て
干
渉
す
る
こ
と
に
よ
り
、
間
接
的
に
条
約
締
結
権
に
対
す
る
統
制
を
行

な
っ
た
。
憲
法
制
定
過
程
に
お
い
て
、
或
意
見
は
、
内
閣
が
議
会
の
多
数
を
在
職
の
要
件
と
す
る
議
院
制
に
お
い
て
は
、
立
法
府
の
条
約

締
結
手
続
に
対
す
る
直
接
的
な
干
渉
の
規
定
は
最
早
や
無
用
、
と
な
っ
て
た
と
主
張
し
む
し
か
し
、
憲
法
の
規
定
は
、

一
定
の
条
約
に
つ

い
て
で
は
な
く
す
べ
て
の
条
約
に
つ
い
て
、

ま
た
条
約
の
国
内
的
執
行
力
に
つ
い
て
で
は
な
く
条
約
の
効
力
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
立
法

ヴうンス憲法史における条約と国内法

府
の
干
渉
の
意
義
を
明
確
に
し
た
点
で
重
要
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
こ
の
憲
法
は
、
政
治
制
度
と
し
て
議
院
制
を
否
定
は
し
な
い
ま
で
も
、

む
し
ろ
大
統
領
制
を
採
用
し
た
の
で
あ
っ
て
、
立
法
府
の
執
行
府
に
対
す
る
有
効
な
統
制
は
困
難
だ
と
考
う
べ
き
だ
か
ら
、

意
義
は
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
憲
法
の
設
定
す
る
相
当
厳
し
い
権
力
分
立
制
の
、

行
府
に
対
す
る
立
法
府
に
有
利
な
制
約
な
の
で
あ
い
列
。

作
用
上
の
重
ちて

な
例
外
でこ
あ(の
り土規
定
執の

ω
田口

}VE-[
一

六

]

、

{

三

二

}

凶

Z
吟
P
[
一
二
七
]
勾

ω
カ
ン
グ
ァ
レ
ル
・
ド
了
レ
イ
グ
ア
ル

(cogsE
宕
官
当
担
問
)
-
n
F
邑
5
8・
0
℃
・
号
・
匂
-
H
N
N
・

ω
u
g
gロ
号
。
由
(
。
匂
-
n
F
け

m--v・
8
串
)
は
執
行
作
用
の
明
示
的
な
協
同
の
重
要
な
も
の
と
し
て
あ
げ
る
o
H
V円
b
Z
F
H
V円
b
n
F
w
喝
匂
・
民
間

jHa-
国

民
か
ら
直
接
に
選
挙
き
れ
る
強
力
な
執
行
権
力
を
制
限
す
る
た
め
に
、
制
憲
議
員
は
大
統
領
の
任
期
を
四
年
と
し
、
拒
否
権
を
否
定
し
、
議
会
に
宣
戦
の

権
限
、
条
約
の
承
認
を
留
保
し
、
恩
赦
権
を
保
持
せ
し
め
た
。
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(5) 

嵐山

ovop
。
匂

-a-FMV・
H
N白・

更
に
注
目
を
要
す
る
の
は

と
の
規
定
に
よ
っ
て
、

大
統
領
に
よ
る
秘
密
条
約
の
締
結
が
一
切
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
で
る

論

そ
れ
が
特
に
平
和
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
政
府
の
共
和
国
に
有
利
な
商
議
活
動
を
阻
害
す
る
と
い

う
意
味
で
、
危
険
且
致
命
的
な
条
項
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
制
憲
議
会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
。

る
。
こ
の
憲
法
的
要
求
に
つ
い
て
は
、

刷
。
。

B
E
E
-
含

F
a
4胆
「
忠
告

g
含
可
担
問
団
冊
目

z
b
o
E立。
E
-
o
E
H
M
o
a
-
H∞
S
u
g
o
E
Z百
円

S
F
2
5色
。
ロ
ロ

O
B
-
Z
-
M∞同町
-
N
∞
H
4
n
F

嵐
広

g
p
。同
V・
0
山
神

-M
VHE・

[
=
七
]
|
|
憲
法
慣
行
の
実
際
と
条
約
締
結
権
の
意
義
(
特
に
条
約
の
修
正
権
に
つ
い
て
)

憲
法
の
規
定
上
全
く
明
確
を
欠
い
た
立
法
府
と
執
行
府
と
の
関
係
、

と
く
に
大
臣
の
政
治
責
任
の
問
題
に
つ
い
て
は
慣
行
は
ど
の
よ
う

な
展
開
を
示
し
た
か
。
ポ
ー
ル
・
パ
ス
テ
ィ
ド
(
司
自
一
∞

g
岳
凶
)
は
議
院
制
的
政
体

(
Z
m。
口
語
吋
ロ
σ
g
m
E
℃

R
F
B
g宮
町
。
)
の
段
階
に

円

i
)

個
人
的
(
大
統
領
の
)
政
体
(
目
。
哲
ロ

4
2
5
B∞
耳
目
出

2
8
5
5
の
段
階
が
継
続
し
た
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
プ
レ
ロ

l

(可芯
-2)
は
最
初
か
ら
個
人
的
制
度
(
芯
位

B
O
匂

2
8ロ
ロ
巾
ど
だ
っ
た
と
解
し
て
い
る
。
慣
行
は
極
め
て
混
沌
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
結
局

は
大
統
領
制
が
議
院
制
を
圧
倒
し
た
の
で
あ
り
、
時
々
、
政
策
的
な
理
由
か
ら
議
院
制
に
対
す
る
譲
歩
が
な
さ
れ
た
と
解
す
べ
き
も
の
の

ハψ
)

ょ
う
で
あ
る
。
条
約
締
結
の
手
続
に
つ
い
て
は
、

一
切
の
条
約
に
つ
き
大
統
領
の
批
准
に
先
立
っ
て
、

そ
れ
を
授
権
(
守
山
口
-
Z
E
g昨日。ロ
ao

g
a出
立
す
る
法
律
案
の
審
議
お
よ
び
議
決
と
い
う
形
式
で
、
国
民
議
会
が
干
渉
を
行
う
と
い
う
慣
行
が
権
立
し
市

川
口
問
け
・
司
一
芯
H
O
F
F恥ロ
FMM-H4∞
-a-MVmwg-
∞
g
t
p】
)
S
Zロ
2
2
吉田け
P
E
-
-
E
吉
宮
町
《
吉
田
曲
品
。

-
p
g
gロ
島
田
宮
古
E
a
g
p
司耳目白・同室町・

倒
同
V弘同
040
・
可
芯

OFW
同V-H4∞
・
《
特
に
、
我
々
が
興
味
を
も
っ
観
点
か
ら
決
定
的
で
あ
る
の
は
、
メ
ル
ヴ
イ
ル
(
民

24FFW)
と
ビ
ク
シ
オ
(
国
四
回
目
。
)
が
大

統
領
の
不
囲
内
を
買
っ
た
が
故
に
辞
取
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
一
方
や
や
遅
く
、
国
民
議
会
で
少
数
と
な
っ
た
彼
ら
の
同
僚
が
、
一
八
四
九
年
一
一
月
二
七
日
取
に

留
る
ζ

と
に
な
る
と
と
で
あ
る
。
》
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(4) (3) 

ロom-
自
身

-F呂
田

仲

$
5
8
5仲
-w
件

-
M
・
3
・
∞
宰

1
8
y
b
4
1
S由・

〈

am--
。ga--匂
-Nmm-

間

置

S
O
P
-可・ロ
F
F
・

s・
5iHM日
・
そ
れ
は
第
一
ニ
共
和
制
下
の
慣
行
が
継
承
し
た
。

条
約
締
結
手
続
の
慣
行
上
、
更
に
注
目
す
べ
き
は
、
条
約
の
修
正
権
に
関
し
、

興
味
深
い
議
論
が
行
な
わ
れ
、

そ
の
方
式
が
確
定
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
入
五

O
年
一
一
月
五
日
に
結
ぼ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
、
サ
ル
ジ
ニ
ヤ

一
八
五

O
月
一
二
月
三

O
日
、
国
民
議
会
は
、

聞
の
航
海
通
商
条
約
を
大
統
領
が
批
准
す
る
こ
と
を
授
権
す
る
法
律
案
の
議
決
に
あ
た
っ
て
、
多
数
の
議
員
は
、

そ
の
条
約
の
一

O
及
び

一
二
条
の
修
正
を
提
案
し
た
。
そ
し
て
条
約
の
一
部
は
認
め
う
る
が
他
の
部
分
は
承
認
し
え
な
い
と
い
う
場
合
、
批
准
を
承
認
す
る
法
律

案
の
規
定
中
に
修
正
案
を
挿
入
し
う
べ
き
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
に
よ
っ
て
相
手
国
た
る
サ
ル
ジ
ニ
ヤ
に
必
要
な
条
項
の
修
正
を
義
務
づ
け

そ
の
他
に
基
，
つ
い
て
は
商
議

ブ
ラ
ジ
ス
政
府
に
対
し
ど
の
よ
う
な
基
礎
に
基
づ
い
て
は
商
議
(
可
包
広
三
し
う
る
が
、

し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
だ
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
国
民
議
会
議
長
、

る
訳
で
わ
な
い
が
、

(
の
宮
山
田
町

お
よ
び
外
務
大
臣
カ
ジ
ミ

I
ル
・
。
へ
リ
エ

P
E
R
)
が
反
対
し
、
議
員
が
な
し
う
る
の
は
批
准
を
授
権
す
る
法
律
案
を
一
括
し
て
採
択
す
る
か
拒
否
す
る
か
の
み
で
あ
る
。
勿
論
そ

の
投
崇
に
先
立
っ
て
各
条
項
に
つ
い
て
討
議
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

そ
れ
を
修
正
し
或
は
各
条
項
毎
に
議
決
に
ふ
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
だ
。

た
だ
、
そ
れ
を
全
体
と
し
て
拒
否
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
討
議
に
よ
る
拒
否
の
理
由
を
示
し
た
単
な
る
延
期
(
旦
oロ
B
O
B
8
0

を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
が
、
条
項
の
修
正
の
形
式
を
と
り
、
強
制
委
任
に
よ
っ
て
政
府
の
商
議
の
自
由
を
阻
害
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
主
張
し
た
。
結
局
議
会
は
後
者
を
執
り
、
条
約
の
修
正
権
を
白
か
ら
に
否
認
す
る
議
決
を
な
す
。
そ
し
て
こ
の
方

式
は
一
八
五
一
年
三
月
二

O
日
の
規
則
と
し
て
国
民
議
会
に
よ
り
議
決
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
規
則
は
い
う
、
条
約
の
諸
条
項
に
対
す
る

議
決
、

- 73ー

お
よ
び
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
修
正
案
の
提
出
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
国
民
議
会
は
批
准
の
授
権
の
法
律
案
の
、
採
用
か
、
拒
否
か
、

若
し
く
は
延
期
か
の
み
を
決
定
す
る
。
延
期
は
次
の
術
語
に
お
い
て
理
由
づ
け
ら
れ
る
:
《
議
会
は
、
新
た
に
条
約
の
某
条
文
に
政
府
の

会



注
意
を
喚
起
し
(
延
期
の
原
因
と
な
っ
た
条
文
の
全
部
に
つ
い
て
述
べ
)
、

刷
。
。
一
g
v世
話
回
含
F
4
4曲
H
-
F
g畠

5
5品
。
釘
の
意
見
、
居
。
口
一
件
冊
目

S
F
4
0吋
回
目
目
。
回
目
同
島
由
g
B
Z
O
H
∞
問
。
・
害
・
∞
4
2
I
4
H
O
F
富山
o
z
o
p
。匂・

ロ即け

-
Z・
路
4
l
隠∞

-P4包
問
国
営
将
軍
も
こ
の
意
見
巻
支
持
し
た
。

的

嵐

広

g
P
8・
a
F
W
M
Y
H
N
4
1
H
戸

制

ζ

の
解
決
は
、
《
議
会
の
権
利
の
自
由
な
行
使
を
確
保
す
る
》
乙
と
を
、
条
約
の
商
議
に
お
け
る
《
緊
急
且
微
妙
な
必
要
性
》
に
和
解
せ
し
め
た
も
の
と

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
条
約
は
単
独
行
為
た
る
通
常
の
法
律
と
は
違
っ
て
、
《
双
務
契
約
》

(
g
E
Eけ
白
河
口
包
g
m
B丘町内
go)
で
あ
り
、
そ
れ
は
総
て
の
契

約
の
よ
う
に
《
か
け
ひ
き
》
(
骨

E
E
E仲
間
。
ロ
)
譲
歩
の
交
換
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
代
各
部
分
は
結
び
合
い
、
連
鎖
を
な
し
、
均
衡
を
と
り
あ
っ
て
完
全
か
っ

不
可
分
の
全
体
を
形
成
し
て
い
る
M
と
さ
れ
、
ζ

の
全
体
と
し
て
の
有
利
な
取
引
を
な
す
た
め
に
は
、
執
行
権
が
一
定
の
自
由
(
ロ
ロ
@
白

2
S
Z
E
E
-
E
H同時
)

を
留
保
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
議
会
は
常
に
批
准
を
承
認
す
る
か
桓
否
す
る
か
延
期
す
る
か
を
な
し
う
る
と
い
う
最
後
的
決
定
権
を
握

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
理
由
を
ふ
し
た
延
期
は
単
純
な
担
否
よ
り
も
政
府
が
従
う
べ
き
進
路
を
、
そ
の
行
為
の
自
由
を
完
全
に
阻
害
す
る
ζ

と
な
し
に
、

よ
り
よ
く
示
す
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ヵ
ッ
ー
イ
ル
・
ぺ
リ
エ
の
一
八
五
一
年
一
一
一
月
一
一
日
議
会
に
お
け
る
報
告
、
口
一
円
・
沼
山
口
v
o
p
q喝
-
a
f
M
}匂-

H
印。
l
H佃
町
・

ハ7
)
ハo
m
)

批
准
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
を
延
期
す
る
》
と
。

，ゐ・

[
=
八

]
i
l
一
八
四
八
年
憲
法
に
お
け
る
条
約
締
結
権
の
怠
義

一
八
四
八
年
憲
法
に
先
行
す
る
二
つ
の
ジ
ヤ
ル
ト
の
下
に
確
立
し
た
議
院
制
の
慣
行
は
、
後
に
説
明
す
る
よ
う
に
、
議
院
の
財
政
お
よ

び
立
法
権
限
に
ふ
れ
る
条
約
の
国
内
的
執
行
に
議
院
が
干
渉
す
る
慣
行
を
確
立
せ
し
め
た
が
、
こ
の
憲
法
は
、
一
切
の
条
約
の
締
結
そ
の
も

の
に
議
会
を
決
定
的
に
関
与
せ
し
め
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
憲
法
下
で
実
際
に
機
能
し
た
政
治
制
度
は
、
議
院
制
を
圧
倒
し
た
個
人
的
な
大

し
た
が
っ
て
若
し
憲
法
が
大
統
領
の
条
約
締
結
権
に
対
す
る
議
会
の
干
渉
を
認
め
る
規
定
を
お
い
て
い
な
か
っ
た
と
し

統
領
制
で
あ
る
。

た
な
ら
ば
、
議
会
の
統
制
は
、
殆
ん
ど
不
可
能
だ
っ
た
訳
で
あ
る
。
権
力
分
立
制
の
作
用
上
の
例
外
で
あ
り
、
制
志
議
員
の
意
図
と
し
て
は

大
統
領
の
権
力
を
せ
い
ち
ゅ
う
す
る
た
め
の
と
の
規
定
は
、
実
際
上
に
お
い
て
も
充
分
に
そ
の
意
義
を
も
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(1) 

ZH吋『
F
【
一
王
ハ
]
{
一
二
七
]
[
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八
]



こ
の
憲
法
は
大
統
領
の
批
准
権
を
明
確
に
認
め
允
が
、
慣
行
は
ま
た
、
議
会
の
干
渉
は
批
准
の
授
権
法
の
議
決
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と

い
う
方
式
を
確
立
し
、
ま
た
条
約
修
正
権
を
め
ぐ
る
問
題
を
解
決
し
た
。
そ
こ
に
、
条
約
締
結
の
通
常
立
法
と
異
な
っ
た
特
殊
性
に
対
応

し
、
政
府
と
議
会
と
の
権
限
を
調
和
す
る
法
技
術
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
憲
法
の
生
命
は
短
か
か
っ
た
が
、
そ
の
下
で
条
約
締
結
手
続
に
関

す
る
法
技
術
の
実
際
問
題
に
つ
い
て
、
共
和
的
な
伝
統
的
方
式
が
確
定
せ
ら
れ
た
と
い
え
る
。
秘
儀
条
約
か
二
切
認
め
な
か
っ
た
こ
と
は
、

ブ
ラ
シ
ス
憲
法
史
上
の
短
い
例
外
的
時
期
を
画
す
る
の
だ
が
ο

第

五

節

一
八
七
一
年
以
降
一
八
七
五
年
憲
法
成
立
迄
の
国
民
議
会
の

下
の
憲
法
制
度
と
条
約
締
結
権

[
=
丸

]
1ー
そ
の
政
治
機
構

セ
ダ

γ
の
敗
北
直
後
一
八
七

O
年
九
月
四
日
、
共
和
制
が
宣
言
せ
ら
れ
、
第
二
帝
制
は
終
罵
を
告
げ
、
国
民
防
衛
政
府
が
樹
立
せ
ら
れ

ワラン:ス憲法史における条約と国内法

た

一
八
七
一
年
二
月
八
日
普
通
選
挙
に
よ
る
国
民
議
会
が
ボ
ル
ド
ー
に
招
集
せ
ら
れ
、
こ
れ
が
国
民
防
衛
政
府
に
代
っ
た
が
、
そ
れ
以
降

ゴ
ン
ヴ
ア
ジ
リ
V

オ
ン
の
時
代
に
お
け
る
が
ご
と
く
、
国
民
議
会
の
制
度

の
下
に
生
活
し
た
。
但
し
ゴ
シ
ヴ
ア
ジ

vv
オ
シ
の
時
代
の
よ
う
な
、
《
政
府
委
員
会
》
に
よ
る
統
治
で
は
な
く
、
国
民
議
会
は
一
八
七
一

執
行
権
の
首
長
た
ら
し
め
、
ド
イ
ツ
と
の
誌
和
の
問
題
を
課
し
た

の
四
年
間
は
、

フ
ラ
ン
ス
は
正
式
の
成
文
憲
法
を
持
た
ず
し
て
、

年
二
月
一
七
日
の
決
議
に
よ
っ
て
テ
ィ
エ
ー
ル
(
、
HJE角
田
)
を
し
て
、

の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
法
律
的
に
は
、
国
民
議
会
の
下
に
常
に
罷
免
可
能
な
執
行
府
を
従
属
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
後
者
は
前

し
た
が
っ
て
執
行
府
は
議
会
の
招
集
や
僚
会
や
解
散
を
な
す
権
限
は
勿
論
有
し
な
い
。

者
の
受
任
者
(
の

O
B
E回
)
に
す
ぎ
ず

す
な
わ
ち

議
会
統
治
制
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
よ
う
。

)
 
--A 
(
 

《
議
会
を
構
成
す
る
人
々
に
と
っ
て
、
立
法
権
と
執
行
権
と
の
分
離
は
そ
の
よ
う
に
伝
統
的
旦
確
実
な
政
治
的
所
与
に
っ
た
の
で
、
議
会
は
本
能
的
に

-75ー



そ
れ
を
適
用
し
た
》

P
図
師

g
a
p
E恥
8
0ロ仲田

ι
。
号
。
広
口
。
口
問
a
g位。ロ回目
F
a
-
F
富山口

v
o
p
o匂・ロ日
4
7

同VH)・
H401H4H・
似
し
テ
イ
エ
ー
ル
は
国
民

議
会
の
議
員
で
あ
り
つ
・
つ
け
た
。

F
見。吋円山

pg-
旨
g
g
m
-
J
匂
-
R
H・

論

倒
《
一
八
七
一
年
二
月
一
七
日
の
決
議
の
文
字
に
お
い
て
は
テ
イ
エ
ー
ル
に
与
え
ら
れ
た
の
は
言
葉
の
最
も
狭
い
意
味
で
の
ハ
委
任
V
-
-
-常
に
髄
免
し

ぇ
、
そ
の
運
命
は
議
会
の
そ
れ
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
1

1
ー
で
あ
る
。
議
会
の
使
用
十
八
た
る
テ
イ
エ
ー
ル
は
そ
れ
よ
り
生
き
の
び
る
こ
と
は
で
き
な
い

し
、
彼
は
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
い
て
橋
免
さ
れ
う
る
。
決
議
は
テ
イ
エ
ー
ル
の
権
能
を
明
確
に
は
き
め
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
彼
に
そ
の
よ
う
に
し
て
委

任
さ
れ
た
の
は
、
議
会
の
主
権
と
両
立
し
う
る
と
い
う
留
保
の
下
に
お
け
る
執
行
権
の
伝
統
的
な
特
権
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
テ
イ
エ
ー
ル
は

議
会
を
召
集
し
、
停
会
し
、
解
散
す
る
権
能
は
有
し
な
い
だ
ろ
う
》
旬
・
切
2
5
b
H
g
q
S
可

-UEON--Hag-け
恥
品
。
島
g
u
gロ注目
E
a。
m回
Aw--
岡山向
w
z
p

up口。
F
H
B
ω
・同
γ
区
-
n同・

F
F片
品
耳
目
宵
0
・
冨
mSCAM--w

同】
-
E
0・

と
こ
ろ
で
、
事
実
に
お
い
て
は
、

こ
の
テ
ィ
エ
ー
ル
の
政
府
は
《
説
得
の
独
裁
制
》
と
ま
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
恨
め
て
権
威
的
、
個
人

的
な
政
府
で
あ
り
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
法
律
上
は
、
議
会
は
政
府
を
意
の
ま
ま
に
統
制
で
き
る
筈
で
は
あ
っ
た
が
、
実
際
に
お
い
て

は
、
逆
に
政
府
が
議
会
を
支
配
す
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

一
八
七
一
年
八
月
三
二
日
の
法
律
(
所
謂
リ
グ
エ
(
自
立
件
)
憲
法
)
は
、

彼
に
共
和
国
大
統
領
の
称
号
を
与
え
(
一
条
)
、

そ
の
行
為
に
は
大
臣
の
副
署
を
要
す
る
こ
と
と
し
、

大
臣
の
連
帯
的
お
よ
び
個
人
的
な
議

会
に
対
す
る
政
治
責
任
を
規
定
し
、

ま
た
大
統
領
の
発
言
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
テ
ィ
エ
ー
ル
の
支
配
カ
を
減
殺
せ
ん
と
し
た
が
、

大
臣
や
内
閣
の
政
治
責
任
も
、
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
た
大
統
領
の
政
治
責
任
の
う
ち
に
吸
収
さ
れ
無
効
と
さ
れ
終
っ
た
。

大
統
領
の
発
言
の
機
会
を
著
し
く
制
限
し
、
大
統
領
は
原
則
と
し
て
対

一
八
七
三
年

三
月
一
三
日
の
法
律
(
所
謂
プ
ロ
イ
(
切
吋
om--o)
の
憲
法
)
は
、

外
政
策
の
討
議
に
の
み
関
与
し
え
、
圏
内
政
策
に
関
す
る
代
表
質
問

(
5
8
4色
白
色
。
ロ
)
に
は
大
臣
の
み
が
答
弁
し
う
る
と
す
る
ハ
四
条
〉

こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
影
響
力
を
制
限
し
よ
う
、
と
し
た
。

テ
ィ
エ
ー
ル
は

そ
れ
は
議
院
制
的
政
府
に
向
う
重
要
な
措
置
ゼ
は
あ
っ
た
が
、

な
お
も
そ
の
政
治
的
責
任
を
負
う
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
の
で
、
結
局
一
八
七
三
年
五
月
二
四
日
マ
ク
・
マ
オ
ジ
(
宮

R
2冨
mv。
ロ
)
と
更
迭

- 16ー



4五

せ
し
め
ら
れ
る
に
至
る
。
そ
し
て
一
八
七
三
年
一
一
月
三

O
日
法
律
が
大
統
領
の
任
期
を
七
年
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
議
会
の
前
に
政
治

的
に
無
責
任
な
大
統
領
と
責
任
を
負
う
大
臣
と
い
う
議
院
制
的
制
度
が
設
立
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

同
国
自
け

FbHB『
g
u
g
N・
4
g志
・
占
-
F

川
間
議
会
に
は
君
主
制
主
義
者
が
多
数
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
テ
イ
エ
ー
ル
の
共
和
制
的
傾
向
が
次
第
に
顕
著
に
な
っ
て
き
た
た
め
、
議
会
の
多
数
は
そ
れ

を
チ
エ
ヲ
ク
せ
ん
と
し
た
。
大
統
領
は
教
書
で
議
会
と
連
絡
す
る
。
法
律
に
つ
い
て
の
討
論
に
大
統
領
が
参
加
せ
ん
と
す
る
場
合
は
教
書
を
発
し
、
そ
れ

が
受
諾
さ
れ
た
翌
日
発
表
す
る
。
そ
の
後
そ
の
会
期
は
終
了
し
次
の
会
議
で
な
け
れ
ば
議
論
は
つ
づ
け
え
な
い
ご
条
)
。
テ
イ
エ
ー
ル
は
こ
れ
を
も
っ

て
内
支
那
の
儀
式
》
と
評
し
た
。
《
法
律
は
そ
れ
(
彼
の
雄
弁
)
を
独
り
言
に
し
て
し
ま
っ
た
。
い
か
な
る
反
論
も
彼
に
は
な
さ
れ
え
な
い
。
彼
は
洗
黙
の

う
ち
に
発
言
す
る
。
会
期
は
終
る

:
:
:
V
H
b
p
E
H
P
2・
冨
酔
ロ
ロ
由
f
唱
・
記
聞
・

伺

F
F同
由
包

P
S・
鼠
自
己
申
H
J

句
・
悶
白
・

[三

O
]ー
ー
そ
の
条
約
締
結
権

プランス憲法史における条約と園内法

一
八
五
一
年
の
議
院
規
則
を
暫
定
的
に
採
用
し
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
ま

た
同
時
に
'
一
八
四
八
年
憲
法
の
条
約
締
結
手
続
を
前
提
と
し
て
採
用
し
た
訳
で
も
あ
る
。
商
議
権
は
執
行
府
の
専
権
に
、
す
べ
て
の
条
約

内

2
)

は
議
会
に
よ
る
批
准
の
承
認
を
要
す
る
。

国
民
議
会
は
、
招
集
直
後
の
一
八
七
一
年
二
月
一
三
日
、

ω
臣ロ
v
o
P
8・
n
F宅
-
S
I
S
-
E的
P
E
E
0
3
白日
E
R
2
0
S
F
旬。

-EGg-b】
R
E
S
-
。
J
E
g
g
s日
5
・

F
E
a
E江
田
匂
・

S
4・国内
vgM・
但
し
こ
の
点
は
明
確
に
意
識
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
様
で
あ
り
テ
イ
エ
ー
ル
の
渉
外
権
限
も
暖
昧
だ
っ
た
。
嵐
広

g
p
。匂

-apMM-Hg・

倒

置

白

V
O
p
s
-
n
F
M
V
岡田・

と
こ
ろ
で
国
民
議
会
内

上
述
の
ご
と
く
テ
ィ
エ
ー
ル
を
執
行
権
の
首
長
と
し
て
、
対
独
講
和
の
衝
に
あ
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
が
、

彼
の
政
府
は
自
発
的
に
議
会
に
対
し
、
商
議
者
を
補
佐
し
商
議
の
情
報
を
え
て
意
見
を
与
え
、
ま
た
そ
れ
を
議
会
に
報
告
す
る
こ
と
を
任
務

と
す
る
一
五
人
か
ら
な
る
委
員
会
の
設
立
を
求
め
た
む
そ
の
設
立
目
的
は
商
議
考
の
権
威
を
重
か
ら
し
め
、
ま
た
戸
議
を
緊
密
に
議
会
の

- 77ー



統
制
に
服
せ
じ
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
執
行
府
の
商
議
権
に
対
す
る
立
法
府
の
干
渉
で
は
な
い
か
。
政
府
は
敢
え
て
立
法
府
か
ら

- 78ー

の
独
立
性
を
充
分
に
は
主
張
は
し
な
か
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
委
員
会
は
賢
明
且
つ
愛
国
的
に
も
そ
の
商
議
権
の
独
立
を
尊
重
し
、
自
か

論
ら
道
徳
的
な
支
柱
を
商
議
者
に
与
え
る
に
止
め
た
と
さ
れ
る
。

か
く
て
調
印
ぜ
ら
れ
た
二
月
二
六
日
の
予
備
平
和
条
約
一

O
条
に
よ
れ

ば
、
ド
イ
ツ
皇
帝
と
同
じ
資
格
に
お
い
て
、
国
民
議
会
が
本
来
の
意
味
で
の
批
准
を
与
え
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
均
)
二
月
二
八
日

議
会
に
提
出
せ
ら
れ
た
法
律
案
は
《
国
民
議
会
は
:
:
:
予
備
平
和
条
約
を
承
認
(
白
石

gロ
認
)
し
、
執
行
権
の
首
長
お
よ
び
外
務
大
臣
が

批
准
を
交
換
す
る
こ
と
を
授
権
す
る
》
と
規
定
し
可
決
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
、
執
行
権
の
首
長
に
は
批
准
で
な
く
そ
の
交
換
の
み
が
授
権

さ
れ
て
い
る
に
止
ま
る
。

五
月
一

O
日
フ
ラ
ン
'
ク
フ
ル
ト
で
調
印
さ
れ
た
最
終
平
和
条
約
一
八
条
に
お
い
て
は
《
一

し
か
し
な
が
ら

方
、
国
民
議
会
に
よ
る
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
執
行
権
の
首
畏
に
よ
る
、
他
方
ド
イ
ツ
皇
帝
に
よ
る
本
条
約
の
批
准
は
:
:
:
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
に
お
い
て
交
換
さ
れ
恥
い
と
規
定
し
、
予
備
条
約
と
違
っ
て
執
行
権
の
首
長
に
よ
る
批
准
が
認
め
ら
れ
て
い
お
ド

ω
嵐
山
口

v
o
p
。同

y
n
F
E
Y
H
a
l
H
g・

叫
旬
。
ロ
自
己

o自
己
申

-
E
師
自
母
国
同
∞

4YMM-H∞
戸
ロ
宗
嵐
広

Z
P
8・
包
け
・
匂

-
H
8・

間
乙
の
《
承
認
》
と
い
う
言
葉
は
《
批
准
》
の
書
き
ち
が
い
だ
と
説
明
さ
れ
る
。
出
口
付
O『
v
o
u
gロ
ロ
の
報
告
、
』

2
5色
。

R
E
A
P
E
P同
福
岡
田

Q
F
喝・

同
日
白

o
z・
嵐
山
ロ

v
o
s
-
O
M
y
aけ
匂
-

M
∞
何
一

附

-zcgpH
。
B
a
o
H
E
5
5巴
同
∞
戸
同

Y
H
C町
民
ロ
片
付
・
旨

$
8
3
8・
n
F
M
)・
5
0・

M
W

ま
た
こ
れ
と
同
じ
時
期
に
テ
イ
エ
ー
ル
は
ロ
ン
ド
ン
条
約
に
対
し
議
会
に
は
か
る
乙
と
な
く
個
人
的
に
批
准
を
与
え
て
い
る
。

な
お
一
八
七
一
年
九
月
一
六
日
の
法
律
は
、
予
め
基
礎
を
特
定
し
て
、
共
和
国
大
統
領
が
ド
イ
ツ
帝
国
と
の
聞
に
条
約
を
締
結
し
ま
た
批
准
す
る
と
と
を

授
権
し
、
ζ

れ
に
よ
り
一

O
月
二
一
日
の
ド
イ
ツ
と
の
協
約
が
締
結
さ
れ
た
Q

こ
れ
は
占
領
軍
の
撤
退
、
賠
償
金
の
支
払
お
よ
び
通
商
関
係
を
規
律
す
る
条

約
の
執
行
を
遅
延
せ
し
め
な
い
と
と
に
大
き
な
利
益
が
あ
っ
た
た
め
、
予
め
議
会
が
承
認
を
与
え
た
例
外
的
な
指
置
と
み
る
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
O

E
n
g
P
8・
nF4-u-H4ωlH4品・

講
和
お
よ
び
終
戦
処
理
の
条
約
締
結
手
続
に
お
い
て
は
、
議
会
は
執
行
府
の
商
議
権
に
介
入
し
え
、

ま
た
議
会
白
か
ら
批
准
す
る
と
い



う
手
続
が
と
ら
れ
る
が
、
次
第
に
執
行
府
に
完
全
な
商
議
権
を
与
え
、
批
准
の
権
限
を
も
認
め
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
き
た
こ
と
を
看
取

し
う
る
。
学
説
上
国
民
議
会
の
下
の
条
約
締
結
手
続
に
つ
い
て
一
般
的
に
執
行
権
の
首
長
の
商
議
お
よ
び
批
准
の
権
利
は
、
議
会
の
承
認

な
く
し
て
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
だ
と
解
す
る
説
と
、
そ
れ
は
初
期
に
と
ら
れ
た
手
続
に
は
正
に
対
応
は
す
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
例
外

的
情
況
に
対
す
る
特
殊
な
理
由
か
ら
説
明
せ
ら
る
べ
き
で

(
そ
の
千
続
は
後
の
如
何
な
る
条
約
に
つ
い
℃
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
な
い
)
、
一

般
論
と
し
て
は
、
商
議
お
よ
び
批
准
の
権
利
は
専
ら
執
行
権
に
属
し
、
た
だ
総
て
の
条
約
の
批
准
の
承
認
に
つ
い
て
の
み
議
会
の
議
決
を

要
し
た
と
解
す
べ
き
だ
と
す
る
説
に
分
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
慣
行
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
恐
ら
く
は
後
者
を
も
っ
て
よ
り

適
切
な
解
釈
と
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
解
釈
を
と
る
に
し
て
も
、
議
会
の
承
認
を
欠
い
た
条
約
が
無
効
と
さ
る
べ
き
こ
と
、

そ
れ
が
単
な
る
園
内
的
執
行
力
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
に
変
り
は
な
く
、

し
た
が
っ
て
一
切
利
密
条
約
締
結
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
解

す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

フランス憲法史における条約と園内法

(8) 
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1
iこ
の
制
度
に
お
け
る
条
約
締
結
権
の
意
義

議
会
統
治
制
に
出
発
し
議
院
制
に
傾
い
た
制
震
の
推
移
と
殆
ん
ど
併
行
し
て
、
条
約
締
結
権
限
の
分
配
が
、

過
去
の
共
和
制
的
憲
法
に

伝
統
的
な
方
式
(
商
議
・
批
准
は
執
行
府
の
専
権
で
あ
り
、

一
切
の
条
約
の
批
准
に
立
法
府
の
承
認
を
要
す
る
)
に
定
着
し
て
ゆ
く
の
を

み
た
我
々
は
、

こ
の
制
度
の
下
に
お
け
る
条
約
締
結
権
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

一
七
九
一
年
お
よ
び
共
和
三
年
憲
法
の
そ
れ
よ
り
は
立
法
府
自
体
の
民
主
的
基
礎
に
お
い
て
、

ゴ
シ
グ
ア
ン

vv
オ
ン
の
制
度
や
共
和
三

- 79ー

年
憲
法
の
そ
れ
よ
り
は
秘
密
条
約
を
認
め
な
い
点
に
お
い
て
、

一
八
四
八
年
憲
法
の
そ
れ
よ
り
は
議
院
制
む
諸
技
術
に
よ
っ
て
議
会
が
政



説

府
を
よ
り
有
効
に

れ
な
か
っ
た
か
ら
)
、
条
約
締
結
手
続
に
対
す
る
民
主
的
統
制
を
、
最
も
強
い
程
度
に
お
い
て
実
行
し
う
る
制
度
で
あ
っ
た
と
。

統
制
し
得
る
点
に
r

お
い
て
、
こ
の
制
度
は
、
既
に
み
た
共
和
制
的
憲
法
の
う
ち
で
(
一
七
九
三
年
憲
法
は
遂
に
実
施
さ

論

- 80ー
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